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　広島大学経済学部附属地域経済システム研究センターの活動につきまして

は、平素から格別のご支援・ご配慮をいただいております。この場をお借り

して、心からお礼申しあげます。

　本日の研究集会は、地域経済研究推進協議会、地方シンクタンク協議会中

国・四国ブロック、中国地域シンクタンク協議会、そして当センターの共同開

催によるもので、今回で１５回目にあたります。

　今回は、「構造改革下における地域経営の課題と展望」という共通テーマを

設定しております。国の構造改革が進められるなか、地方は非常に厳しい状

況にあります。それにもかかわらず、地域づくりの取り組みに新たな兆しを

うかがうことができるように思われます。

　そのような問題意識のもとで、基調講演の講師として東京大学の神野直彦

先生をお迎えしました。神野先生には「地方分権と地域再生」というタイト

ルでお話をしていただきます。そのあと神野先生にも加わっていただき、「多

様な主体による地域の再生と新生」というテーマでパネル討論会をおこない

ます。さらに明日は、中国・四国のシンクタンク関係者による研究報告会が

あります。

　引き続きご参加いただき、活発に議論していただきますようお願いして、

開会のご挨拶とさせていただきます。

�

　　

　　　　　　　　　　　　広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　センター長・経済学部教授　戸　田　常　一
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［日　程］　平成１４年１２月４日（水）・５日（木）

［場　所］　広島大学東千田キャンパス

［主　催］　広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター

　　　　　地域経済研究推進協議会

　　　　　地方シンクタンク協議会中国・四国ブロック

　　　　　中国地域シンクタンク協議会

■２００２年１２月４日（水）／会場：広島大学東千田共用施設　大講議室

　　　司　　会　　目代　武史（広島大学経済学部助教授、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域経済システム研究センター助手）

　開　 会　 式　［１３：３０－１３：３５］

　　　開会挨拶　　阪口　　要（広島大学経済学部長）

　　　　　　　　　林　　憲弘（地域経済研究推進協議会会長、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国経済連合会専務理事）

　基 調 講 演　［１３：３５－１４：４５］

　　　講演題目　　「地方分権と地域再生」

　　　講　　師　　神野　直彦先生（東京大学大学院経済学研究科教授）

　パネル討論会　［１４：５０－１７：００］

　　　「多様な主体による地域の再生と新生」

　　　パネリスト　　猪爪　範子　（広島市企画総務局理事）

佐々木敏安　（�三菱総合研究所研究理事、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域経済システム研究センター客員研究員）

吉塚　　徹　（島根県立大学教授、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域経済システム研究センター客員研究員）
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広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター

第１５回研究集会プログラム

共通テーマ

「構造改革下における地域経営の課題と展望」



伊藤　敏安　（地域経済システム研究センター教授）

　　　助　言　者　　神野　直彦　（東京大学大学院経済学研究科教授）

　　　

■２００２年１２月５日（水）／会場：広島大学東千田総合校舎４０２号室

研究報告会

　開会挨拶［９：３０－９：４０］

　　　　小南　弘巳［�中国地方総合研究センター常務理事］

　第一部　［９：４０－１１：５５］

　　　座　　長　**岡本　輝代志（岡山商科大学教授）

　　　　　１�１「地域美術館のあり方について」

　　　　　　　　報告者　　橋本　慶子［�ひろぎん経済研究所経済調査部研究員］

　　　　　　　　討論者　**平尾　元彦［呉大学社会情報学部助教授］

　　　　　１�２「グリーンモール商店街活性化とリトル釜山の街づくり」

　　　　　　　　報告者　　山本　克也［�山口経済研究所調査研究員］

　　　　　　　　討論者　**吉村　　弘［山口大学経済学部教授］

　　　　　１�３「国際化時代における自治体での農業政策について」

　　　　　　　　報告者　　細川　甚孝［�藤井基礎設計事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域戦略研究所主席研究員］

　　　　　　　　討論者　**高原　一隆［広島大学大学院社会科学研究科

マネジメント専攻教授］

　第二部　［１３：００－１４：３０］

　　　座　　長　**高田　伸朗（野村総合研究所上席コンサルタント）

　　　　　２�１�「愛媛の産業観光」

　　　　　　　　報告者　　松尾　明彦［�いよぎん地域経済研究センター主任研究員］

　　　　　　　　討論者　**金原　達夫［広島大学大学院国際協力研究科教授］

　　　　　２�２�「���が創出する新たな社会資本整備について」

　　　　　　　　報告者　　阿部　嘉徳［�岡山経済研究所研究員］

　　　　　　　　討論者　　岩坪　加紋［岡山商科大学法経学部経済学科選任講師］

　　　　

　第三部　［１４：４０－１６：１０］

　　　座　　長　**植田　和弘（京都大学大学院経済学研究科教授）

　　　　　３�１�「中国地域の産業支援サービス業の現状と課題」

　　　　　　　　報告者　　細木　康広［�中国地方総合研究センター

地域経済研究部副主任研究員］
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　　　　　　　　討論者　**若井　具宜［広島県立大学経営学部教授］

　　　　　３�２�「大学の社会貢献に関する調査研究

―国内・国外の地域経済研究機関の社会的役割を中心として―」

　　　　　　　　報告者　　戸田　常一・*平尾　元彦

［広島大学経済学部附属地域経済システム研究センター］

　　　　　　　　討論者　**松井　亨景［広島大学地域共同研究センター主任教授］

　　　　　●座長講評［��：��－��：��］

　　　　　　　　**岡本喜代志（岡山商科大学教授）

　　　　　　　　**植田　和弘（京都大学大学院経済学研究科教授）

　　　　　　　　**高田　伸朗（野村総合研究所上席コンサルタント）

　閉　 会　 式　［１６：５５－１７：００］

　　　閉会挨拶　　戸田　常一（地域経済システム研究センター長）

　**印はセンター客員研究員、*印はセンター研究員　
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　広島大学地域経済システム研究センターは、経済学部の附属

機関であり、経済学部の貴重な財産ともいえます。本日の研究

集会のような機会を通じて、もっと情報発信をしていかなくて

はいけないと思っています。そこで本日は、センターに関する最

近のニュースを３つほどご紹介したいと思います。

　１つは、「エルネット・オープンカレッジ」という事業です。

これは文部科学省が生涯学習推進の一環として実施している事

業です。主要な大学の方々に講義をしてもらい、そのビデオを全

国の社会教育施設に提供します。今回は同省から依頼され、センターが中心になって「瀬

戸内海の文化と環境」というテーマで講義を行いました。

　もう１つは、広島大学による地域貢献研究です。これは、大学の知的資産を活用して

研究を実施し、その成果を地域に還元しようとする事業です。現在、学内では６つのプ

ロジェクトが動いています。その１つは「広島地域経済の発展戦略と������（研究・開

発・創業）機能強化のための政策研究」というテーマで、やはりセンターが中止になっ

て実施しています。

　さらにもう１つ、センター編集による『地域政策の道標』という本がまもなく刊行さ

れることになっています。これは、地域経済研究推進協議会からいただいた寄附講座を

もとにまとめたものです。企画・出版に際して同協議会から多大なご理解・ご支援をい

ただきました。この場をお借りして、あらためてお礼申しあげます。

　今日と明日の２日間にわたって行われるこの研究集会は、センターの行事の中でも最

も重要なイベントの１つに位置づけられております。これも皆様方の積極的なご参加・

ご支援のお陰だと感謝しております。引き続きご支援を賜りますようお願いするととも

に、遠路からお越しいただきました講師・パネリストの方々にお礼申しあげます。本日

はよろしくお願いいたします。

�
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開　会　挨　拶

　　広島大学経済学部長　阪　口 あ 要



　遠路からお越しの講師・パネリストの方々、それから多数ご来

場いただきました方々に心からお礼申しあげます。

　このセンターは平成元年に設置されたときから、「地域のこと

は地域で考える」というスタンスでやってまいりました。それ

から１０数年が経ちましたが、国の構造改革などが進められるな

かで、地域の有り様をどのように考えるかがいままさに具体的に

問われているところです。先ごろ、中国地方の有識者や経済界

の人々が参加して、松江市で「第１３回中国フォーラム」が開催

されました。そのときにも、このあたりの問題が最も熱心に討議されたところです。

　今回の研究集会の共通テーマである「構造改革下における地域経営の課題と展望」と

いうのも、このあたりの状況に対応していると思います。今後、センターを中心とした

研究を通じて、地方分権に対応した地域経営をいかに構築していくかが重要だと思いま

す。

　一方、中国経済連合会におきましては、この春、中国経済産業省や広島大学などとと

もに「中国地域産学官コラボレーション会議」を設置しました。大学のシーズをいかに

地域に生かしていくか、企業の側でも空洞化などの問題に対処しながらいかに新しい産

業を育てていくかがきわめて重要な課題となっております。

　当連合会では、こういった産業の問題をはじめ、地方分権、行財政改革、観光振興、

瀬戸内海、社会資本整備などの問題について、中国地方の意見をとりまとめていこうと

考えております。

　今回の研究集会やパネル討論でもいろいろご示唆をいただきたい思っておりますので、

よろしくご指導のほどお願いいたします。

― ―�

主 催 者 挨 拶

　地域経済研究推進協議会会長　林　あ　憲　弘
中国経済連合会専務理事　　　　　　　　　　



基　調　講　演

「地方分権と地域再生」

講　師
神野　直彦　（東京大学大学院経済学研究科教授）



プロフィール

神野　直彦（じんの　なおひこ）
　

　１９４６年生まれ。東京大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科博士課程修了。大

阪市立大学助教授、東京大学経済学部助教授などを経て、現在、東京大学大学院経

済学研究科教授。財政学。主要な著書として『システム改革の政治経済学』『人間回

復の経済学』『地域再生の経済学』など。



スピードより冷静沈着さ

　すべての改革にはめざすものがあります。いわば「約束の地」があります。何をして

いくかということが重要です。地方分権については何をめざしているのか。

　１９９５年に地方分権推進法がつくられました。その第１条では、「国民がゆとりと豊か

さを実感できる社会を実現することの緊要性にかんがみ…地方分権を総合的かつ計画的

に推進することを目的とする」とうたわれています。地方分権の目的は、「国民がゆと

りと豊かさを実感できる社会の実現」だと理解されます。

　改革というのは、いままで走ってきた道が行き詰まりとなり、ハンドルをどちらに切

るかが問われている状態になぞらえることができるかもしれません。だから改革という

ときには、とにかく「スピード、スピード」といわれます。

　しかし、ヨーロッパの場合、改革の合い言葉は「スロー＆カームダウン」です。むし

ろ落ち着いて進めなくてはならない。まっすぐ進むときにはアクセルをふかしていても、

ハンドルを切るときには冷静にならなくてはいけません。スピードを出したままカーブ

を曲がろうとするとどういうことになるか――。私は、ヨーロッパの考え方が大切だと

思います。日本では、この２０年来「スピード、スピード」と叫び続けてきました。それ

により事態はますます混乱するのではないかと危惧しています。

　地方分権の目的は「ゆとりと豊かさが実感できる社会の実現」ということですが、「ゆ

とりと豊かさ」とは何でしょうか。最近、筑紫哲也氏のニュース番組などで「スローラ

イフ」が提唱されています。これは何でもゆっくりやれということではなく、私は人間

としての全体性を取り戻すことだと理解しています。日本の社会は部分的合理性のみを

追求しすぎて、全体的合理性を見失いはじめているようにみえます。

　私が住んでいる埼玉県の浦和には、サクラソウの自生地があります。広大な河川敷を

保護地域に指定して、市民がサクラソウを大事に育ててきました。これは市民の誇りと

なっています。けれども保護しているにもかかわらず、しだいに減少し、あと２０年かそ

こいらで絶滅するといわれています。これは虫媒、つまりサクラソウの花粉を虫が媒介

することに注意を払わなかったからです。部分だけ残して合理的に追求しようとしても、

万物は一つにつながっています。私たち日本人の生活についても、そういうことがいえ

ると思うのです。

― ―�

　
地方分権と地域再生

　　東京大学大学院経済学研究科教授　神　野　直　彦



不安の増幅

　わが国では、１９９７年から９８年にかけて失業率が急上昇し、同時に自殺者が１万人増え

て年間３万人を超えるようになりました。これは世界からも注目を浴びました。当時私

はフランスにいたのですが、同国の国会議員から「フランス人は生きるために仕事をし

ているが、日本人は仕事のために生きているから自殺者が多いのではないか」と質問さ

れたくらいです。

　その後も自殺者は３万人の大台に乗ったままです。これはたいへんな人数なのですが、

さらに問題なのは自殺者の３分の２が団塊世代だということです。団塊世代はまだ働き

盛りです。ところが、失業率が高いなかで一度職を失うと再就職はなかなかできない。

大勢の人が悩んで自殺することになります。特に男性の場合は家族を抱えているから悩

みも大きい。女性より男性の自殺者のほうがはるかに多いのです。

　これは年金問題とも関係しています。経済情勢は依然として厳しく、将来の見通しが

不安です。年金の破綻問題も顕在化しています。団塊世代がどんどん高齢化する一方で

団塊世代の自殺者も増えている。そうすると年金の破綻が加速されるおそれがあります。

　その一方では少子化が進んでいます。高齢化と少子化とは年金財政を不安にしている

最も重要な要因です。２０～３０歳代の女性にアンケートをすると「結婚したくない」「結

婚しなくてもよい」という比率が増えています。その理由は「子育てがたいへんだから」

「仕事と家事が両立しないから」というものです。これは地方自治体が良質の行政サー

ビスを提供できていないことにも関係しています。ところが最近のアンケートによると、

２０～３０歳代の男性で「結婚したくない」「結婚しなくてもよい」という比率が女性より

も高くなっています。その一番の理由は「結婚後の経済的負担に耐えられないから」と

いうことだそうです。

　こうして出生率はますます低下します。そうするとどういうことになるかというと、

人々は年金破綻などの将来不安に備えて貯蓄をします。消費を抑えます。人々が物を買

い控えると物が売れない。物が売れないと、企業はコスト削減のために賃金を抑えざる

をえない。正社員の賃金を抑えるだけでなく、正社員を減らしてパート・アルバイトを

増やす。パート・アルバイトだと企業は社会保険に加入する必要がありませんので、社

会保険財政が空洞化してきます。正社員にしろパートにしろ人々の不安は解消されませ

ん。さらに消費を抑えて貯蓄に回す――といった悪循環が繰り返されます。

民主主義と地方分権

　先ほど、人間としての全体性を取り戻すことが大事だと申しあげました。全体的なも

のという“������”と神聖なものという“����”とは発音が同じです。語源も同じです。つ

まり、神聖なものとして人間が全体性を取り戻すこと、それが“�������”です。日本人
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は休日を神聖なものとしてとらえ、全体性を取り戻すことを忘れてしまっているのです。

　地方分権の目的は、「ゆとりと豊かさが実感できる社会の実現」ということです。人

間は生活や経済活動を展開していくため、自然に対して戦いを挑んでいくわけですが、

自然に対する人間の自己決定権をエンパワーすること、これが地方分権です。これは民

主主義にも通じています。地方分権を進める運動は、民主主義を進める運動と深く結び

ついてきました。１９２８年の第１６回総選挙で、政友会は次のようなポスターを使っていま

す。

　　　地方に税源を与ふれば　完全な発達は自然に来る

　　　地方分権丈夫なものよ　ひとりあるきで発てんす

　　　中央集権は不自由なものよ　足をやせさし杖もらふ

　地方分権はいかに丈夫なものであるか、地方に財源を付与すれば地方の完全な発達は

自然と生まれてくるものであるかが簡潔に表現されていると思います。

　１９２８年の総選挙は第１回の普通選挙でした。わが国における民主主義の歴史の中では

重要な意味を持っています。それよりまえのことですが、第１次世界大戦後の１９１８年に

米騒動が起きました。経済的混乱に伴い地方財政が困窮してきます。義務教育の実施も

困難になってくる。そのようななか三重県度会郡七保村（現大宮町）の大瀬東作村長が

全国に呼びかけて、小学校教員俸給国庫支出請願運動を展開しました。これをきっかけ

に１９２０年に全国町村会が設置され、翌年第１回の全国町村会が開催されました。全国町

村会は、義務教育の国庫負担の増額を要求するとともに、地租と営業税の地方税委譲を

求めた「両税委譲運動」を展開しました。また、郡長廃止も訴え、これらが大正デモク

ラシー運動を担っていくことになります。

　このうち義務教育の国庫負担の増額については、地方間の財政力格差を是正する機能

を持っており、現在の地方交付税のいわば原型にあたるといえます。一方、両税委譲は

戦前には実現しませんでしたが、第２次世界大戦後のシャウプ勧告に反映されています。

シャウプ博士らは、大正デモクラシー運動の取り組みをふまえ、地方税の充実を図る一

方、地方交付税の前身にあたる地方財政平衡交付金の導入を勧告しました。両税のうち

地租は固定資産税に、営業税は事業税につながっています。

　このように日本の財政制度は自然に生まれたものではなく、全国町村会の活動に代表

されるように民主主義を求める運動として形成されてきたのです。

知識社会への移行

　民主主義と地方分権の動きということでは、１９８０年代も重要です。８０年代半ばごろか

ら市場経済が国境を越えて拡大してきます。国民国家の枠組みを超えた経済活動が活発
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化し、国民国家が担ってきた規制緩和と民営化への要求が世界的に強まってきました。

国民国家の枠組みは狭められ、いわば「国民国家の黄昏」という現象が始まります。

　その背景には産業構造転換があります。工業社会が行き詰まり、代わりに知識や情報

が重要となる社会、つまり知識社会に移行してきました。

　知識社会あるいは情報社会というと、どうも誤解があるようです。知識社会に移行し

たからといって、ものづくりがなくなるわけではありません。私たちは自然に働きかけ

て生産物をつくりますが、その生産物は自然に存在している物質量と同時に情報量の両

方を備えています。たとえば自然界の鉄鉱石に知識や経験を加えて、鉄の塊を取り出し

ます。それをハサミに加工するときには、さらに情報量が加わります。これが携帯電話

になると、物質量に比べて多大な情報量が必要になってきます。つまり、ものづくりそ

のものは変わらないのですが、ものをつくるときの情報量が増大してくるのです。

　スウェーデンについていうと、産業構造が変化していることを政府が国民に対して訴

えています。産業構造を変えないと「歴史の峠」を越えることができないことを理解し

ているからです。郵便局を民営化したり、高速道路を株式会社化して、産業構造が変化

すればたやすいのですが、そんなことをしても産業構造は変わりません。スウェーデン

の人々はこの点をよく理解していると思います。

社会的セイフティネットの張り替え

　工業社会の時代には、政府が市場経済の外部で人々の生活を守ってきました。年金、

失業保険、医療保険などを現金で給付してきました。現金給付によって所得再分配をす

るときにはボーダーを管理していないといけません。たとえば広島市でこれをやろうと

すると、貧困層が流入し、その代わりに負担を求められる富裕層が流出していくおそれ

があるからです。

　そこで、１ドル＝３６０円のように為替を固定し、資本を統制する。第２次世界大戦後に

できたブレトン・ウッズ体制がそれです。しかし、１９７０年代になると資本をもっと自由

に動かそうということなって、ブレトン・ウッズ体制が崩壊します。金融自由化が始ま

ります。各国の租税負担率と経済成長率の関係をみてみると、１９７０年代にはほとんど関

係がありませんでした。まだ資本統制が働いていたと考えられます。これがニクソン・

ショックを経て１９８０年代になると、租税負担率の低い国は経済成長率が高く、高負担の

国は経済成長率が低くなるという傾向が明瞭になってきます。これは、高負担の国から

低負担の国へ資本が移動した結果とみられます。

　ヨーロッパでは、こういった金融自由化、グローバル化、ボーダーレス化の流れに対

して、２つの方向から対応しようとしました。一つは、国民国家を超えたＥＵ統合です。

その一方、金融というのは、知識社会・情報社会の典型といえます。金融自由化を進め

ようとすると、規制緩和や国営企業の自由化などをしなくてはなりません。そうすると
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弱肉強食、優勝劣敗の傾向が強まります。それでも冒険をしてもらわないとやっていけ

ない。そのためにはサーカスの空中ブランコ乗りが失敗しても死なないようにネットを

張らなくてはなりません。けれどもボーダーレス化が進展するなかで、これはもはや国

民国家ではできなくなっています。

　そこで、地方分権によって地方自治体にセイフティネットを張り替えてもらうことに

なります。ただし、先ほど申しあげましたように地方自治体はボーダーレスです。現金

給付はできませんので、代わりにサービス給付によって社会的なセイフティネットを整

備します。ヨーロッパの地域社会では、医療、福祉、教育といった対人サービスはこれ

まで教会が担ってきました。教会が行ってきたサービスを地方自治体が提供することに

よって、人々は市場経済で安心して生活し、ときにリスクを冒すことができます。

　市場経済を活性化させるためには、こういう地域性を持った社会的セイフティネット

が備えられている必要があります。サッチャー、レーガン、中曽根に代表される新自由

主義の考え方を要約すると、「サーカスの空中ブランコ乗りは下にネットがあるから慢

心する。モラルハザードが起きる。だからそれを取り外すと、インセンティブが働いて

真剣な演技をするようになる」といえます。しかし、セイフティネットを外すと真剣な

演技はするかもしれませんが、落ちたら命をなくしますので、安全な演技しかしなくな

ります。

　現在は工業社会から知識社会に移行する変革期です。新しい環境を創設していかなく

てはなりません。人々には冒険、アクロバットをしてもらわなくてはいけません。そう

いう大事なときにセイフティネットがないから、人々はアクロバットをしたがりません。

これがいまの日本の現実です。

ヨーロッパ地方自治憲章

　人々が安心して新しい環境にチャレンジできるように社会的セイフティネットを張り

替える――これがヨーロッパにおける地方分権の動きです。ヨーロッパではＥＵ統合を

進める一方、１９８５年に「ヨーロッパ地方自治憲章」を制定しました。現在、世界３４ヵ国

で批准されています。

　「ヨーロッパ地方自治憲章」の第４条の３では、「公的部門が担うべき責務は、原則と

して、最も市民に身近な公共団体が優先的にこれを執行するものとする」ことが高らか

にうたわれています。いわゆる「補完性（����������	
）の原理」です。個人でできない

ことは家族で、家族でできないことはコミュニティで、コミュニティでできないことは

市町村で、市町村でできないことは道府県で、道府県でできないことは国民国家で、国

民国家でできないことは��で、という考えです。これは、もともとは１９３０年代のロー

マ法王ピオ１１世の言葉に基づいています。

　第９条の１では、「地方自治体は、国家の経済政策の範囲内において、かつ自らその権
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限の範囲内において、自由に使用することのできる適切かつ固有の財源を付与されなけ

ればならない」とされています。

財政調整の意義

　「ヨーロッパ地方自治憲章」の理念を頭に入れたうえで、財政調整のことを少し考えて

みたいと思います。財政調整の仕組みは、ドイツのワイマール共和国で１９２３年に成立し

た財政調整法にさかのぼることができます。財政調整とは政府間の財政力格差を是正す

ることです。財政調整には、国・地方自治体間で行う垂直的財政調整と地方自治体間で

行う水平的財政調整があります。
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ヨーロッパ地方自治憲章（抜粋）

第４条　地方自治の範囲

１．地方自治体の基本的な権限と責務は、憲法またはこれに準ずるような基本法において規定されなければ

ならない。ただし、法律に違反しない限りにおいて、地方自治体に対し、特定の事項に係る規定を設ける

権限および責務を与えることを妨げるものではない。

２．地方自治体は、法律の範囲内において、自己の機能に属さないとされた事項および他の地方自治体の機

能とされた事項以外の事項については、その処理に関し、完全な裁量権を有するものとする。

３．公的部門が担うべき責務は、原則として、最も市民に身近な公共団体が優先的にこれを執行するものと

する。国など他の公共団体にその責務を委ねる場合は、当該責務の範囲および性質ならびに効率性および

経済上の必要性を勘案したうえで、これを行わなければならない。

４．地方自治体に与えられる権限は、原則として完全かつ排他的なものでなければならない。この権限は法

律による場合を除き、中央政府または他の地方政府によって侵され、または制限されてはならない。

第９条　地方自治体の財源

１．地方自治体は、国家の経済政策の範囲内において、かつ自らその権限の範囲内において、自由に使用す

ることのできる適切かつ固有の財源を付与されなければならない。

２．地方自治体の財源は、憲法および法律によって付与された責務に相応するものでなければならない。

３．地方自治体の財源の少なくとも一部は、法律の範囲内において、当該地方自治体が自らその水準を決定

することができる地方税および料金から構成されるものとする。

４．地方自治体に付与される財源の構造は、その責務の遂行に相応して伸張していくことができるよう、十

分に多様でかつ弾力的なものでなければならない。

５．財政力の弱い地方自治体を保護するため、財政収入および財政需要の不均衡による影響を是正すること

を目的とした財政調整制度またはこれに準ずる仕組みを設けるものとする。ただし、これは、地方自治体

が自己の権限の範囲において行使する自主性を損なうようなものであってはならない。

６．地方自治体は、財源の地方自治体への再配分に当たっては、その再配分の手法につき、適切な方法によ

りその意見を申し出る機会を与えられなければならない。

７．地方自治体に対する補助金または交付金は、可能な限り、特定目的に限定されないものでなければなら

ない。補助金または交付金の交付は、地方自治体がその権限の範囲内において政策的な裁量権を行使する

基本的自由を奪うようなものであってはならない。

８．投資的経費の財源を借入金によって賄うため、地方自治体は、法律による制限の範囲内において国内の

資本市場に参入することができる。



　垂直的財政調整では、まず国と地方自治体との間で行政任務の配分を行い、これらの

行政任務を遂行できるよう課税権を割り当てます。一方、垂直的財政調整についてです

が、地方自治体に行政任務を割り当てると、当然のことながら財政需要が生じてきます。

課税権を配分すると、地方自治体には課税力または税収力が伴います。財政需要と課税

力とを総称して財政力と呼びます。財政需要と課税力は地域によって格差があります。

この格差、つまり財政力を地方自治体間で調整するのが垂直的財政調整です。

　垂直的財政調整については、重要なことが２つあります。１つは、行政任務と財政支

出との間の非対応の問題です。行政任務の決定と支出を切り離して、国が決定権限を

握ったまま行政任務は遂行せず、地方自治体に遂行させる、つまり支出させることがで

きます。機関委任事務はその典型といえます。もう１つは、行政任務と課税権との間の

非対応の問題です。わが国の場合、国と地方自治体との配分は、行政任務については

３：７か４：６ですが、課税権については逆に７：３か６：４となっています。地方分

権とはこれら２種類の非対応を解消することなのです。

��垂直的財政調整を分権化すると、水平的財政調整機能を強化しなくてはなりません。な

ぜなら、国に行政任務を多く割り当てれば、地方自治体の役割は小さく、格差を是正す

る必要も小さくなります。しかし、地方自治体に行政任務を多く割り当てれば、地方自

治体間の格差が大きくなってくるからです。

　そこで、もう一度「ヨーロッパ地方自治憲章」に戻ってみましょう。第９条の２では、

「地方自治体の財源は、憲法および法律によって付与された責務に相応するものでなけれ

ばならない」とうたわれ、４では、「地方自治体に付与される財源構造は、その責務の

遂行に相応して伸張していくことができるよう、十分に多様でかつ弾力的なものでなけ

ればならない」とされています。

　重要なのは５です。「財政力の弱い地方自治体を保護するため、財政収入および財政需

要の不均衡による影響を是正することを目的とした財政調整制度またはこれに準ずる仕

組みを設けるものとする」と明記されています。わが国では、地方交付税制度はわが国

特有のものというような見方がありますが、決してそうではないのです。また、「課税

率だけを調整すればよいにもかかわらず財政需要を調整するからいけない」という議論

もよく聞かれますが、「財政収入および財政需要の不均衡による影響を是正する」とあ

るように、両方の問題に配慮することが求められています。

　６では、再配分の問題について「適切な方法によりその意見を申し出る機会を与えら

れなければならない」とされています。

　７では、「補助金または交付金は、可能な限り、特定目的に限定されないものでなけ

ればならない」とあります。日本のように過度の補助金を出さないということ、しかも

日本のように補助金に多くの補助項目をつけてはいけないということです。わが国では

都市公園をつくろうとすると、どこにつくる場合であっても同じように滑り台とブラン

コと砂場を設置することが求められますが、そういったことはあってはならない。つま
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り、「地方自治体がその権限の範囲内において政策的な裁量権を行使する基本的自由を奪

うようなものであってはならない」のです。

　そして８では、「投資的経費の財源を借入金によって賄うため、地方自治体は、法律に

よる制限の範囲内において国内の資本市場に参入することができる」とされています。

世界地方自治憲章

　これらはヨーロッパでは常識ともいえることなのです。これに対応して国連において

も２００１年に「世界地方自治憲章」をつくろうとしました。

　その内容は「ヨーロッパ地方自治憲章」とほぼ同じです。第４条の３では、「行政の

責務は一般的に市民に一番近い行政主体によって行われるべきである」と、「補完また

は近接の原理」がうたわれています。第９条の５では、「脆弱な地方自治体のため、財

政の持続性を、垂直的（国と地方自治体間）、水平的（地方自治体間）またはその両方

であるとを問わず、特に財政調整制度により保護しなければならない」とされています。

　ところが、国連の「世界地方自治憲章」については、２つの主要国の反対によって実

現していません。一方はアメリカです。アメリカは連邦国家であり、州および市町村の

問題には口出しできないということで拒否しています。もう一方は中国です。中国には

地方自治という概念がないから反対したという説もあります。

　いずれにしてもヨーロッパでは、このようにそれぞれの地域に独立した財政権限を付

与することにより、各地で自発的な取り組み、地域再生が活発化しているのです。

　

ヨーロッパの地域再生

　ヨーロッパにおける地域再生の合い言葉は「サスティナブル・シティ」です。そのキー

ワードは文化と環境です。すでに工業社会は終わりました。これからは文化と環境だと

いうことで、工業によって破壊された生活環境を積極的に再生しようとしています。

　そのなかでも地域再生の優等生といわれるのがアルザス・ロレーヌ地方にあるストラ

スブールです。ストラスブールでは、汚染された大気を浄化するため、市民の共同事業

として���（次世代型路面電車）を敷設し、自動車の市内への乗り入れを原則として禁

止しました。広島にも市電が残されていますが、これはうまく利用していかなくてはい

けないと思います。

　アルザス・ロレーヌ地方はヨーロッパでも屈指の工業地帯でした。ライン川をはさん

だドイツのルール地方もそうです。ルール地方では「���エムシャーパーク」という事

業によって、エムシャー川沿岸の旧工業地帯に公園のようなランドスケープをつくり、

住宅や生活環境の整備を進めています。地域全体を公園のようにしようというものです。

また、スペインの工業地帯であるバスク地方では、水質汚染の浄化などに取り組むと同
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時に、地域文化の復興を図ろうとしています。

　ストラスブールでは、たくさんのパーク＆ライドを設けています。都心には自動車で

入ることができません。だいたいあと２０年もすると石油がなくなります。いまのままで

自動車はやっていけません。���、メルセデス・ベンツ、ポルシェといったメーカー

は、何十万円もする自転車をつくって売り出しています。ヨーロッパでは自転車と歩行

を主体にした運動が始まっているのです。

　ストラスブールでは、カトリーヌ・トロットマン市長の強力なリーダーシップのもと

で���が導入されました。パーク＆ライドの駐車場に車を預けて駐車料金を払うと、

���などの公共交通機関の１日乗り放題券が支給されます。���は芝生の上を走ってい

ます。自転車道にも芝生があり、公園のようです。

　というか私たち日本人には道というものがよく分かっていません。ヨーロッパでは、

道とは家を出てあらゆる人々と交流する場を意味します。だから道と道が交差すると、

そこには必ず広場ができます。ヨーロッパでは、人間が交流する権利を侵さない限りに

おいて自動車の通行が認められます。ところがわが国では、どんな地方に行っても自動

車が我が物顔で走っており、お年寄りや子どもたちは命がけで道路を歩かなくてはなり

ません。あれは道ではないのです。ターンパイクのような有料道路も道ではありません。

アダム・スミスは、『国富論』のなかで「人々が交流する権利を国王が奪い、お金を払

わないと通さない」といったことを述べています。お金のない通行人はそこでターンせ

ざるをえない。それがターンパイクなのです。道というものは、本来はすべての人間が

交流する権利を保障されてなければならないのです。

　ヨーロッパの地域再生でもう１つ重要なのは、国民国家が成立する以前にそれぞれの

地域が持っていた文化を復活させようとする取り組みです。

　文化とは生活様式、ライフスタイルのことです。グローバル化とともに国民国家の枠

組みが小さくなり、代わりに地域が前面に出てきます。ストラスブールでしたらフラン

スでもドイツでもないアルザス・ロレーヌ地方固有の文化です。スペインのバスクやア

ンダルシアでは地域固有の言葉や文化の維持・復興に努めています。ボーダーレス化し、

本物のバスク人やアンダルシア人がいなくなるからこそ、アイデンティティを確保する

ために地域固有の文化を守ろうとするのです。

地域文化と産業

　日本人には、こういう考えはまったくありません。しかし、こういう取り組みをしな

いと産業も滅んでしまいます。文化とは生活様式のことですので、それぞれ地域性を持っ

ています。その地域で採れるもの、その地域の産業に支えられてこそ、生活が成り立っ

ているのです。

　ヨーロッパの地域社会には２つの産業があります。１つはその地域社会の生活を支え
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る産業です。もう１つはその地域が世界または全国に売り出していく産業です。この２

つは完全に分かれています。

　ヨーロッパでは伝統や文化を重んじます。伝統や文化を安易に壊さない。食べ物にし

ても、いつ何を飲むか、いつ何を食べるかが決まっています。それぞれの地域社会がそ

れぞれ独自の生活様式のもとで動いています。だから産業が残るのです。どこかに一極

集中するということがないのです。

　たとえばソーセージのなかでもフランクフルトしか食べない地域があるとします。フ

ランクフルトによって１つの産業が生まれます。需要が増加すれば、その産業の賃金は

上昇します。すると、その地域から出ていく企業もあります。出て行った企業について

は、労働供給は増えますので賃金は上げ止まります。一方、残っている企業については、

労働供給の減少に伴い賃金は上昇します。こうしてそれぞれの地域が固有の文化を守り、

生活様式を継続しているがゆえに、地域の産業も残っていくのです。

　ドイツでは、第２次世界大戦の敗戦後、アメリカの文化が入ってきました。しかし、

いまではベートーベンやカントのいないアメリカの文化に追随するのではなく、それぞ

れの地域において国民国家になる以前の自分たちの文化を取り戻そうとしています。

　食料の需要が変化し、食糧自給率が低下することも地域産業の空洞化につながります。

そのためスウェーデンの学生たちは、コカコーラやマクドナルドを食べない運動をやっ

ています。コーラを飲むと、それまで飲み続けてきたハーブティーを飲む文化が崩れて

しまうからです。ファーストフードを食べると、食事のときに家族と会話する大事な習

慣が廃れてしまうからです。

　アメリカは１９２０年代に１つの文化戦略を立てました。アメリカの文化を世界に売り込

めばアメリカの製品が売れるということで、大量の資金をハリウッドにつぎ込みました。

映画産業を通してアメリカ文化の普及を図り、それによってアメリカ製品の売り込みを

ねらったのです。これにうまく乗せられたのが日本人です。アメリカの映画やドラマを

みて、あれがアメリカ文化だと思う。食べ物や飲み物もまねしてしまう。わけも分から

ずにやっているうちに食糧自給率はどんどん低下してしまいました。

　日本人は、地域社会にあったものを崩してしまったせいで、地域再生には地域文化が

大事であるということを忘れ始めているのです。

知識社会と地域社会

　ストラスブールの場合、女性市長の思い切った提案に、最初のうちは「こんなことを

すると地域経済は疲弊してしまうのではないか」といった心配や抵抗がありました。け

れどもストラスブールはパスツールやグーテンベルクを生んだ都市です。そういった地

域の伝統や文化を生かした研究機関を整備し、バイオ産業が育ってきました。ストラス

ブールの人口は２３万人くらいですが、ストラスブール大学の学生は５万５，０００人もいます。
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��議会が設置されています。ミッテラン政権時代の地方分権改革の一環として���（国

立高等行政学院）が移転しています。

　このように地域の文化がしっかりしており、環境に配慮した住みやすい都市だという

ことで、ストラスブールには大勢の有能な人材が集まってきます。周辺には新しいバイ

オ産業も育っています。都市に自動車を乗り入れないことで最初は不安もありましたが、

逆に商店街にはたくさんの人々が集まるようになりました。歩行や自転車でゆっくり通

行してもらったほうが消費は増えるという常識的なことに気がついたのです。

　ヨーロッパの人たち、特にスウェーデンの人たちは、まちの外に安い商品を売る店が

あっても、まちの外に出て買い物をしません。なぜかというと、自分たちのまちの商店

がつぶれてしまうと、自動車を運転できない人々が困るし、自分たちも運転しなくなっ

たときに困るからです。一方、日本では、郊外にショッピングセンターをつくってきま

したので、本格的な高齢社会になるともう一度都市づくりをやり直さなくてはならない

のではないでしょうか。

　工業社会の時代には工業の生産機能を集めると都市は発達しました。知識社会になる

と、商品企画機能やデザイン機能は日本に残りますが、生産機能はどんどん中国などに

出ていきます。知識産業というのは、いかに知識や情報を集めて発展させるかというこ

とです。かつては生産機能を集めれば、そこに人々が集まり生活機能ができていました。

しかし、これからは逆です。生活機能を充実させれば人々が集まってきます。それが磁

場になって地域は発展します。

　そのとき重要なのは知識です。もっと重要なのは、知識というのは貯め込むものでは

なく与えるものだということです。そこで地域社会において協力しあうということが大

事になってきます。

協力と共感がつくる地域社会

　協力ということについて、スウェーデンの中学２年生の教科書では次のように教えて

います。

　私たちは、学校、職場、余暇活動などで、さまざまなグループに属しています。

しかし、私たちにとって最も大事なグループは、それがどんなタイプであるかにか

かわりなく、家族です。人々は「家族は、社会全体がその上に成り立っている基礎

である」と、やや重々しく表現します。

　家族の中にあって、私たちは親近感、思いやり、連帯感、相互理解を感じます。

一方、そこに要求されるものもあります。お互いへの配慮や敬意、そして、家族の

一員として家族内の仕事を分担するなどです。家族にあっては、私たちはありのま

までいながら、受け入れられ好かれていると感じることができます。たとえ馬鹿な
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ことを言ったりしてもです。そういうことは、その他のグループでは決してありま

せん（以下省略）。

　家族の中では、「私たちはありのままでいながら、受け入れられ好かれていると感じ

ることができる」ということを教えています。この文章に続けて、『子どもが育つ魔法

の言葉』の著者であるドロシー・ロー・ホルトという人が書いた「子ども」という詩が

紹介されています。

　　　批判ばかりされた　子どもは

　　　非難することを　おぼえる

　　　　　殴られて大きくなった　こどもは

　　　　　力にたよることを　おぼえる

　　　笑いものにされた　子どもは

　　　ものを言わずにいることを　おぼえる

　　　　　皮肉にさらされた　子どもは

　　　　　鈍い良心の　もちぬしとなる

　　　しかし、激励をうけた　こどもは

　　　自信をおぼえる

　　　　　寛容にであった　子どもは

　　　　　忍耐をおぼえる

　　　賞賛をうけた　こどもは

　　　評価することをおぼえる

　　　　　フェアプレーを経験した　こどもは

　　　　　公正を　おぼえる

　　　友情を知る　子どもは

　　　親切を　おぼえる

　　　　　安心を経験した子どもは

　　　　　信頼を　おぼえる

　　　可愛がられ　抱きしめられた　子どもは

　　　世界中の愛情を　感じとることを　おぼえる

　ヨーロッパでは、子どもが悪戯をしたとき母親が子どものお尻を叩き、次の瞬間には

口づけをすることがよくあります。けれどもスウェーデンでは、母親が子どもを叩けば

すぐに逮捕されます。法律で禁止されています。なぜかというと、殴られて育った子ど

もは力に頼ることを覚えてしまうからです。

　スウェーデンの小学校では、どれが正しいかという教え方をしません。子どもたちに
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考えさせます。だから子どもたちはいつも討論をしています。スウェーデンの国会議員

には大勢の若者がいます。女性の閣僚も多い。２０歳代の女性が一番多いといいます。１９

歳の国会議員もいます。彼らは、小さいときから徹底的に考える訓練を受けたから、い

ろいろな改革に取り組んでいるのです。

　先ほどの教科書には、これらの文章や詩を読んだうえで「課題」という欄があります。

そこには、「家族の一員としてみて、家族の中で一番好きなことと嫌いなことを、それ

ぞれ５つあげましょう」という課題が提示されています。さらにその下のほうには、「あ

なたは、詩『子ども』のどこに共感しますか。激励や賞賛が良くないのはどんなときで

すか。この詩は、大人に対して無理な要求をしていませんか。両親が要求に対して応え

きれないのはどんなときか、例を挙げましょう」と質問を投げかけています。徹底的に

考えさせ、答えは示していないのです。
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戸田

　今回の研究集会の統一テーマは、「構造改革下における地域

経営の課題と展望」です。構造改革、行政改革、産業改革など、

いろいろな改革が進行しています。そんななかでそれぞれの地

域の目指すべき方向はどうなのか、またそれをマネジメントし

ていく課題と今後の方向性とは何かを考えて行きたいと思いま

す。

　先ほどの神野直彦先生のお話では、産業構造が変わっていくなかで、ゆとりと豊さが

実感できる社会をいかに実現するかという問題提起がありました。先生のご講演のタイ

トルは「地方分権と地域再生」というものでした。地方分権という言葉の中には２通り

の内容があると思います。１つは、いうまでもなく中央から地方への移譲という側面で

す。もう１つは、行政や公的主体がリードするのではなく、いろいろな住民や市民や企

業等の多様な主体が自ら地域の再生や新生に取り組んでいくという側面です。このパネ

ル討論では、そのような側面を重視して「多様な主体による地域の再生と新生」という

タイトルをつけています。

　そこで、本日は３つのパートに分けて議論をしていこうと思います。第１は、「多様

な主体による地域の再生と新生」というテーマにかかわる各自の取り組みと問題提起、

第２は、地域再生の基盤となる産業のあり方、しかもゆとりある地域社会と調和した活

力ある産業振興の方向、そして最後は、会場の方々とのやりとりを交えながら、まとめ

に入れればと考えています。

　最初に、４人のパネリストの方々に順番に問題提起をお願いします。

伊藤

　先ほどの神野先生のお話のなかで、地方交付税の問題は印象

的でした。本来は財政調整は不可欠であるにもかかわらず、そ

れが何か別の力で左右されているような状況にあることが問題

だと思います。神野先生は、「垂直的財政調整を分権化すればす

るほど、水平的財政調整が重要になる」と指摘されました。こ

ういった問題に対して地方の側は、どの程度の持ち出しがある

から、どのような水平的財政調整が必要であるといったことを理論的・実証的に提示し

ていかなくてはならないと思いました。

― ―��

多様な主体による地域の再生と新生



　さて、本日のテーマに沿って３つのことをお話したいと思います。第１は、中国地方

における生産主導型景況と生活実態との乖離の問題です。内閣府は、各種統計や調査を

基にした「地域経済動向」を２～３ヵ月置きに発表しています。２００２年１１月の発表をみ

ると、実は中国地方が一番よいのです。前回８月には「やや改善」という表現であった

のが、１１月には「改善が進む」という表現になっています。ほかの地域については、せ

いぜい「持ち直し」といった表現ですので、これらよりかなりよい。ただし、これは相

対比較です。注意は必要です。個人消費や企業の設備投資の水準は決して回復している

とはいえません。にもかかわらず雇用水準は持ち直しているなど、よい兆候もみられま

す。その源泉は鉱工業生産指数に代表される生産面での景気回復の動きです。

　先日の新聞に広島在住の支店長さんたちの記事が出ていました。「広島の人たちは“広

島に元気がない”といっているが、他地域と比較すると決してそんなことはない。自虐

的すぎるのでないか」というものでした。ここで重要なのは、広島を中心とした中国地方

の産業構造は生産主導型ですので、地域への影響が限定されているということです。地域

外の需要には反応しやすいのですが、その波及効果が地域内では循環しにくい。これをい

かに組み立て直していくかは、地方分権の問題とも密接に関係していると思います。

　第２に、中国地方はハイテク地域であると同時に、少子・高齢化の先行地域でもあり、

わが国の将来を先取りした性格を兼ね備えた地域です。特に化学やエレクトロニクス分

野ではハイテク工場が多く、生産財を中心に国内外への供給拠点となっています。これ

が生産主導型景気回復を支えています。その一方では、少子・高齢化とさらには過疎化

の典型地域でもあり、早くからいろいろな取り組みをしてきました。そうしないとやっ

ていけないからです。

　これら両方の特質を組み合わせることにより、本格的な高齢社会に対応した新しい産

業のあり方が考えられるのではないか。たとえば介護サービスとものづくりを組み合わ

せた分野が考えられます。あるいは少し突飛なアイデアですが、全国各地にとげ抜き地

蔵や嫁いらず観音といったお年寄りに人気のある民間信仰がたくさんあります。これら

をどこか１ヵ所に勧進し、温泉と組み合わせれば一大レジャーランドができると思いま

す。

　第３に、中国地方はものづくりを優先してきたせいで、経済のソフト化・サービス化

への対応が遅れました。初代センター長の櫟本功先生は、「一般には製造業が不振だから

中国地方に元気がないといわれているが、中国地方に元気がない理由の半分は、雇用の

受け皿となり成長の牽引力となるサービス業が弱かったからだ」と、実証分析に基づい

て指摘されています。

　ここで提案したいのは、両者を対立的にとらえるのではなく、ものづくりとサービス

業を組み合わせた視点、いわば「知識産業」が重要だということです。その応用分野は、

農業から介護・福祉、医療、公共交通機関などまで幅広いと思います。中国地方にも「知

識産業」の芽は少なくないはずですが、これまでは主要企業が内部化していたこと、ま
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だ需要規模が大きくないこと、需要があっても大都市圏に漏出していたことなどから、

顕在的とはいえませんでした。しかし、主要企業が事業再構築の一環としてソフトウエ

ア部門やエンジニアリング部門を外部化することなどにより、供給体制と市場が形成さ

れつつあります。先ほどの神野先生の表現によれば、中国地方の強みであるものづくり

に知識と情報を付加していくことにより、新たな「知識産業」が展開されていくと期待

されます。

地域政策を生み出す新たな場

佐々木

　私は長年、地域づくりやそれに関わる政策提言の仕事をやっ

てきました。国内各地の問題あるいは最近では中国とか韓国と

いった近隣の国での地域問題にも関わってきました。そういう

経験をふまえてお話できればと思います。

　神野先生から大正デモクラシーのお話がありましたが、私た

ちの国あるいは地域づくりというのは、明治になってからの話

に限りますと、ずっと国主導できました。大正に入って多少はデモクラシーが芽生えま

したが、昭和に入ってから国主導になりました。戦争を経て戦後復興は官主導で地域づ

くりが行われてきました。それが１９６０年代以降、日本経済が右肩上がりに成長するよう

になってきますと、今度は官主導というよりは国民の側が行政に依存するという状態に

だんだんなりました。経済が伸び、政府や地方自治体の財政収入が増加する中で、住民

が要求を出したものに対して、行政側も積極的に応えるということをやってきて、財政

がどんどん膨脹していきました。

　そんななかで私たちも行政依存になってきたということです。公害問題が発生したの

が１９６０年代です。政府あるいは行政がやることが必ずしも正しいことばかりでないとい

うふうに思うようになりました。１９６０～７０年代には、環境の問題あるいはまちづくりの

問題や福祉の問題等に取り組む地方自治体や市民たちが国を動かして制度化させました。

その後各地のオンブズマンの活動が情報公開制度を生み、あるいはボランティアの活発

な活動が素地となって���ができました。今日の新聞には自然再生法案が成立するだろ

うという記事が出ていました。これは乱開発で荒れた土地を再生させる目的で議員立法

として出てきましたが、各地の市民の方々の問題意識がまず生まれ、その市民たちが地

方自治体を動かし、地方自治体が国を動かすという流れがだんだん大きくなってきた。

そうした流れに対応した議員立法という感じがしています。

　そこで、今日は東北における新しい取り組みをご紹介したいと思います。東北では、

従来と違う考え方や行動をしないともはややっていけないと人々が考えるようになって

います。温暖な広島に住んでいる人々からみると、東北ほど追い込まれていないでしょ
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うから、エンジンをどうかけるかが難しいかもしれません。東北地方は厳しい状況にあ

るからこそ、いろいろなことに取り組んでいます。

　１つは、十数年前に開始された「東北インテリジェント・コスモス構想」です。東北

はこれまで農業地域でした。高速道路と新幹線ができてからは、多くの工場が立地しま

した。農業あるいは工業の生産基地、ものを生産する手足の役割を担ってきたのです。

これに対し、東北大学の先生方が呼びかけて、「これからは手足ではなく、自分たちで

新しい価値を生み出す頭脳を持たないと、２１世紀には生き残れない。そういう力を持っ

た東北をつくり上げていこう」という趣旨で、「東北インテリジェント・コスモス構想」

が提唱されました。

　そして、国や民間企業から出資を募って研究開発会社を設立しました。小さいもので

１０億円くらい、大きいもので４０億円くらいの規模のものが１５社程度できています。これ

らの研究開発会社はこれまでどうにか運営されてきたのですが、現在は曲がり角に立た

されています。「研究開発会社をつくっても、その成果が地域に還元されない」「参加し

ている大企業にはメリットがあっても、地域の中小企業には関係ない」「大学の先生た

ちの第２の職場の受け皿になっているのではないか」といった問題がいわれています。

情熱を持って取り組んでいた最初の世代が代替わりしたことも関係しているかもしれま

せん。

　しかし、東北が一体となって「東北インテリジェント・コスモス構想」に取り組んだ

ことは、地元の評価はともかく、国内外で高く評価されています。わが国の科学技術政

策や国土政策にも大きな影響を与えました。新しい意欲的な取り組みが地方から提示さ

れたことは評価してよいと思います。現在はこれを何とか立て直そうと必死に取り組ん

でいるところです。

　もう１つは、青森県における「政策市場づくり」です。これは、行政も企業と同じく

顧客指向というか顧客満足度を第一に考えていかなくてはならない。そのためにはどの

ような政策や政策評価をすればよいかを勉強しようということで、県庁職員の研究会か

ら始まったものです。現在では、県民代表と専門家から構成される第三者的な委員会を

青森県が設置し、県民がどのようなニーズを持っているかをいろいろな形で収集・整理

します。このようなニーズをふまえた地域づくりを展開していくときには、行政だけで

なく���や企業や地域社会にも責任と役割があります。「政策市場」というのは、これ

らの関係主体が何ができるかを互いに情報交換し、オープンにぶつけあう場なのです。

　「政策市場」も実際には思うように動いているわけではありません。県民の間に意識

は芽生えても、具体的にはどうしてよいか分からない。政治家の中には「県民ニーズと

いっても、それにどのように責任を取るのか」という人がいたり、行政職員の中には

「いままでのやり方で問題ない」という人もいます。とはいうものの、県民一体となっ

て主体的な地域づくりに参加する仕組みづくりに挑戦しているところは、国内ではもち

ろんのこと世界的にみてもないのではないかと思います。
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吉塚

　私の当面のテーマは「しまね学」の定立です。出雲地域にも

石見地域にも島根には個性と自立心をもった元気印の人々が大

勢いて、地域で独自な活動をしている。同時に島根は都会とは

比較にならないぐらいの豊かな地域資源を持っています。

　少子・高齢化が一段と進展するなかで、「島根らしさ」とは何

か、日本の中で島根はどういう位置を占めていくのか。そうい

う視点で考えると、どこにもない貴重な自然環境・歴史・生活文化など、さまざまな有

形・無形の価値をいま一度見直して、新しい価値を付加して活用していけば、未来が開

けてくるのではないか。いわば「地域学」あるいは「地元学」という視点から島根地域

を総合的・学際的に考えてみようというのが「しまね学」です。

　「地域財」を生かすためには、女性や高齢者を含めて地域に活力を与えていく「地域力」

が常に必要です。そのためには、女性力、老人力、リーダーなどの力を総合的に生かす

地域ネットワークが不可欠になる。こうした協働システムによって、地域福祉、地域づ

くりを推進していくことが今後のカギになると考えられます。現行の地方自治制度では、

市町村の守備範囲や行政サービスのあり方は、画一的で非弾力的な仕組みになっている。

特徴ある地域づくりのための条件整備がいると思います。

　中山間地域は「条件不利地域」であるとともに地域資源の宝庫ともいえます。地域資

源といってもその有り様は森羅万象、地域ごとに異なります。問題はその有形・無形の

独自の特性をどう生かすことができるか。その地域に相応しい方法でその多様な資源を

より深く、多面的に開発していくかということでしょう。今日、農林水産省などが旗振

り役となって「共生と対流」ということが強調され、関連事業も拡充されているのは、

グローバルな市場メカニズムに合わして競争力を持ちうるようにわが国の農林業を再編

成することはもはや不可能である。こうした農林業の危機的な未来が確実になったいま、

都市と農村との交流・相互作用に注目しようということだと思います。都市と農村、す

べての地域を視野に入れて、いわば都市と農村の「循環型社会」的関係をどう確立する

か。そして、中山間地域、そして農林業のあり方こそを真の「共生と対流」の根幹に据

えなければならない、ということでしょう。

　そのなかで問われているのは少子・高齢化が進む中山間地域だけではない。都市社会

の荒廃、生活不安が進む都市部の地域コミュニティの有り様こそが深刻ではないかと思

われます。都市と農村が今のような不毛な対立を止揚して、「共生と対流」関係をいっ

そう強めていかざるをえない、すべての地域の持続可能性を高めざるをえないという現

状にあるのではないか。そのため、とりわけ中山間地においては、その地域にしかない

ディープな「地域財」の発見とそれを開発・リファインしていく「地域力」の拡充方法

を追求していく必要があるだろうと思います。
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小さな自治体と大きな自治体

猪爪

　このパネルディスカッションで、私にいただいた最初のテー

マは「地方分権に対応した地域づくり」です。これを解題する

キーワードは３つあると思います。１つは住民自治、２つ目は

パートナーシップ、３つ目は中間組織です。

　現在、私は政令指定都市である広島市役所で働いています。

といっても、最初から公務員であったわけではありません。市

役所に勤める以前は、国、県、市町村などをクライアントにした地域計画の専門事務所

で働いていました。そちらのキャリアの方が断然長いですし、対象は日本全国、ときに

は国外にも出ましたから、広島市に特定しないで幅広くお話を進めることにいたします。

　国内における分権時代の地域づくりを考えたとき、小さすぎる自治体、大きすぎる自

治体、それぞれに問題を抱えていることを、まずお話いたします。前者においては、人

口規模が小さすぎて、運営上の効率が悪いという視点から、小規模自治体の規模拡大、

つまり市町村の広域統合が進んでいます。しかし、規模が大きいからといって、自治体

運営が能率よく行われているかというと、そうでもないところがあります。大きすぎて、

市民生活と役所の間隔が空きすぎている。つまり、大きすぎる自治体は自らの組織運営

に労力を取られてしまうあまり、仕事が内向きになってしまって、市井の生活に思いが

及ばない。つまり、仕事がバーチャルになり、そのことによる形骸化に気付かないまま

推移しかねない懸念があります。また、大きすぎる自治体において、草の根の市民生活

のリアリティにどう近寄れるか、必ずしも仕組みが十分機能していないという点で、問

題は深刻ではないかと思います。

　小さすぎる自治体における住民自治ですが、規模拡大を図って合理化しようという市

町村合併の作業が全国各地で進んでいます。国策誘導のこの改革路線は、いわれている

ところの「飴と鞭」が効を奏して、各地に不思議な名前の新しい自治体を生み出してい

ます。しかし、よくみると、地域によってその納まり方に違いのあることが分かります。

これまで蓄積してきた地域の活力を損なわずに、どうしたら新しいシステムに移行する

ことができるか、そこを意識しているか、していないか、自治体によって温度差があり、

出現した風景が異なります。組織合理化の側面から合併は正論でしょうが、地域の経営

という視点からはそう単純にもいいきれない。合理化によって、下手をすると肝心の担

い手側が解体しかねない事態も生じています。合併を進めるにあたって、勝負となるポ

イントの１つは、そのあたりへの対応の必要に気付いているかどうか、質を確保するこ

とに知恵をめぐらすかどうかにかかっているのでしょう。教科書のない、国の指導も基

本的には及ばない、地域が自らの自覚と才覚において手懸かりを発掘し、自前の手法で

クリアしなければ、草の根の地域活力は枯渇してしまいます。
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　合併待望論に地域世論が一元化しない理由はいろいろあるのですが、小さすぎる自治体、

つまり農山村には、組織合理化によって空洞化した苦い体験がトラウマとして痕跡を残し

ている場合もあります。自治体合併に先んじて行われた農協、森林組合、商工会など産業

組織の広域統合によって、組織そのものは規模拡大して体制強化に成功しましたが、大き

くなった器にふさわしい規模にない事業は、合併に際してクールに切り離されました。地

域への移管を模索した経過は当事者以外にはみえてきません。すっぱりと逡巡の跡もみせ

ずに取捨選択が行われたようにみえるケースは数限りなくあったと思います。

　農業でいえば、多くの地域が社会の要請によって小品目大量生産から多品目少量生産、

市場流通から消費者直送への変化をたどろうとしていた矢先のことでした。たとえば、

ホルスタイン種の乳牛で統一した飲用牛乳の生産事業体系に対して、乳質の高いジャー

ジー種を導入した地域では、自治体単位の農協を主軸に、繁殖から育成、搾乳、加工ま

で技術開発やプラント導入、販路も自前で開拓してきました。しかし、その中核を担っ

ていた農協組織が脱地域化を果たしたとき、生産者は置き去りです。差別化を図るため

に専門農家が肥育する黒豚を使ったハムの加工も、価格競争という大義名分の前に、生

産者を置いたまま大量生産の別材料を使用した体制に移行してしまいました。協業体制

から外れたことで、リスクを負った末端の生産者は、自力再生ではなく消極的な選択肢

である離農の道をたどらざるをえないことが多いのではないでしょうか。

　９０年代はじめ頃に取り組まれた、全国各地の自治体に国が一律に１億円を配って、独

自の取り組みを奨励した「ふるさと創世１億円」事業のその後にも、同じような問題状

況でさまざまな展開がみられました。独自の取り組みといっても、日本は前例踏襲主義

が強いですから、温泉掘削とか、農産物加工所などのハード施設に事例が集中したこと

にそれほど違和感は持ちません。しかし、多くの自治体がそれら施設の直営を避け、農

協や森林組合などに管理を委託するとか、最初から外部に事業主体を立ち上げてそこを

支援するというような形を取ったので、１０年も経過しないうちに、施設管理の受け皿と

なった既存組織そのものが、地域から離脱する方向へと転換したのです。おおむね自治

体規模と同レベルの範囲を掌握していた農協が、極端な場合は全県一組織にまで統合さ

れました。森林組合の広域化も進んでいます。商工会の合理化も例外ではなくなってい

ます。スケールメリットから外れる独自の取り組みを例外として残すことは、地域や生

産者の側によほど強い意思がない限りありませんでした。これを「住民サイドにある地

域自治の力量」と言い換えてもよいでしょう。

　そもそも、事業の組み立てが甘く、経営責任がどこにあるかもはっきりしない例が多

かったといえばそれまでのことですが、そうともいえないケースも合理化の対象から逃

れることは基本的にできなかったような気がします。「ふるさと創生」前後、後にバブ

ルであったと総括された好景気を背景に建設された多くの施設は、ストックとして残る

ことなく、多くが形を変えあるいは消え去ったようにみえます。分権時代の地域活性化

は誰が担うのか。これは地域の末端では常に問われる課題です。大きすぎる自治体にお
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ける住民自治については、次のキーワードであるパートナーシップとの関連で述べたほ

うが実態に即して説明できると思います。

　パートナーシップ、つまり市民と行政の協働という言葉が、行政関係で使われるよう

になったのは、９０年代のはじめ頃、大きすぎる自治体である大都市、特に首都圏におい

てであったと記憶しています。首都圏は、東京を中心に３，０００万の人口が集積する大都市

圏です。人々の日常的な行動は、住民登録をしている行政区を越えて広範囲に広がって

います。移動手段である公共交通体系や自動車道路網などがいずれも東京から放射状に

広がっているので、働いたり、学校に行ったり、買物をしたりという日常の生活は、ほ

とんど東京の行政区域内にあります。こうした社会基盤を背景につくり出された人々の

気持ちは「横浜都民」「川崎都民」であり、新聞も地方紙より中央紙、さらには関心の

高い東京の地方版を選んで購読する人が多いと聞いています。こうした東京のベッドタ

ウンの性格が強い神奈川県下の郊外住宅地も、居住歴が長くなるにつれて顔見知り社会

ができ、地域にコミュニティの形成が進みます。

　しかし、大きすぎる自治体の場合は、身近なところに行政はいません。極端な場合、

電車で東京に出て、乗り換えてからまた郊外に出て市役所に行くというような位置関係

にありますから、引っ越してきてから一度も市役所に行ったことがないという人すら少

なくありません。役所への届け出などは、最寄りの区役所やその下の出張所などで済む

からです。電子自治体化が進む現在、その関係はもっと希薄になっています。

　広島市に８区あるように、政令指定都市には本庁と行政区があります。行政区は、東

京２３区のように選挙で首長や議員を選び、自主財源で区政を動かすことのできる特別区

とは違います。人事、財政などにおいて主体性を持っていない行政区は、市民にとって

本庁業務を補佐する単なる出先機関でしかないようにみえるので、市民活動をする人々

はあまり頼りにしません。大都市住民のネットワークや専門知識の広がりは、自分たち

の力量の中で完結して行うことを可能にしていましたから。

　こうして、役所が遠くてあてにならない分だけ市民活動が活発化してくるときに、民

間パワーがみえてこない役所は、危機感を抱いてパートナーシップの必要を市民に投げ

かけた経過があったように記憶しています。市民側においても、活動の成熟によって行

政と組まざるをえない事態にも遭遇しました。汚れた河川の浄化やゼロ・エミッション、

教育や防災、市民が抱える課題は、どれも民間側だけで完結せず、行政との連携が欠か

せないことに気づき始めたからです。

　小さすぎる自治体の場合は、特に産業政策において手厚い行政からの支援があったた

めに民と官の役割分担の経験がありましたが、広域合併によって網の目が粗くなってい

る現在、これまでの蓄積を瓦解させないために、新しい関係構築の必要が認識されてい

ます。しかし、既存の組織の多くは広域合併によって「脱地域化」しているので、行政

は誰とパートーナシップを組むかということが改めて課題となっています。

　３番目のキーワードである中間組織が、その問いかけに対する答えです。アメリカ型
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の���が日本でどう現出するのか、法律次第というところもありますが、認可を受け

た団体の数は相当なものになります。コミュニティ・ビジネスという考え方も出てきて

います。

　地域の実情に合わせた独自の取り組みもあります。大分県の湯布院町では、民間が主

導して観光協会と旅館組合を合体させた総合事務所というものを機能させています。景

観形成や交通問題などについて、調査して提言をまとめ、行政に働きかけています。熊

本県の小国町では大字を母体にした財団を立ち上げ、行政ではできない能率が悪い仕事

を請け負っています。小国町にはデザイン性に優れた公共建築がたくさんあって、それ

自体が地域の魅力となっています。しかし、それを永続的に管理するには、従来のよう

な所管別に施設ごとに費用を用意するのではなく、全体をひとつの長期営繕プログラム

で組み立て、その業務を行政内部で行わずに、財団に委託する方向を模索しました。財

団では、施設管理を一義的な仕事としながら、地域が必要とする新しい仕事をさまざま

な分野で発掘し、そこに若者を雇用して自立への道筋を示すことを一方で追求しました。

変化する地域の課題や、それに必要な人材育成をも視座に置いていることが分かります。

　大きすぎる自治体では何が中間組織になっているかということですが、政令指定都市

では、行政区が地域と密着した現場最前線ですから、そこから発想したいと思っても、

実態はそうなっていないことが多いように見受けます。行政区の権限については全国各

市一律ではなく、その土地なりの経験に基づいた独自のあり方があるようにもみえます。

小規模自治体の規模拡大がクローズアップされているわりに、大きすぎることの問題が

議論の俎上に上がっていないからではないでしょうか。大都市行政体の全体像を手短に

語ることはできませんが、ひとつの事業予算の流れをみても、担い手となる組織の多層

化に気づきます。中間組織として、問題意識を自らの発露で克服する柔らかさがあるか

どうかは、組織から組織へ決まった形で事業や金が流れていく体制のなかでは、期待で

きないことが多いように私は感じています。

　また、地域にはいろいろな民間組織がありますが、小さすぎる自治体の例でお話した

ように、できあがった組織は行政以上にフレキシブルでないことが多いのです。つまり、

行政でない、市民個人でもない、その中間に必要な組織は、形もさることながら、自前

で問題を発掘し克服することのできる中身が大切なのだと思います。「古い皮袋に新し

い酒を入れる」ことによっても、問題を克服することができるというわけです。形より

そこに入れる中身ということから、かつて横浜市で議論した事柄を思い出してお話いた

します。

　横浜市内には実にたくさんの市民活動がありますが、生活が住民登録した自治体内で

納まっていないのと同じように、活動グループのあり方も行政の枠組みとは一致してい

ません。たとえば、当時、可燃ゴミとして分別なしで収集していた衣料の資源化に取り

組んだ女性たちのグループがあります。独自に収集するルールをつくり、資源化するた

めに民間事業所と組み、事業所はウエスにしたり起毛して再資源化したり洋服としての
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利用を追及したりする過程で、業務は国際化します。行政からすると、当初の女性行政

からはじまって環境行政、中小企業行政、国際協力などに拡大する活動を、どの行政分

野に位置づけて付き合うか、お世話するか、混乱してしまう。活動の当事者からすると、

地域に万遍なく配置されている役所の集会施設を資源回収の場として使いたいけれど区

役所は許可しない。回収した衣料が業者に無償提供されるのではなく、事務費にも足り

ない程度でも売買値段が付くからというのが、許可しない理由なわけです。本庁である

市役所からの支援があれば、区役所の対応も行き届いたのでしょうが、運動の幅が広す

ぎてバックアップしてくれる所管がない。

　大都市には、役所の縄張りと一致しないこうした市民活動が実はたくさんあるのでは

ないかと考えて、いろいろな行政分野から市民活動の認識を高めるための調査を実施し

ました。活動助成金を創設して、市民の側から行政に近寄ってくるような仕掛けもしま

した。公募型で一定期間研修をして、その結果を踏まえた大規模な発表会を開いたこと

もありました。その過程で、役所は、地域には従来型の役所からみえる地縁コミュニティ

に加えて、共感するテーマによってメンバーが集まってくる「テーマ・コミュニティ」

のあることを、仕分けて認識すべきだという結論を得ました。

　「テーマ・コミュニティ」には、そこに住む人だけでなく、近隣の市町あるいは国外

からの参加者もあるので、活動のネットワークは自治体の範囲に特定されません。テー

マもひとつの分野に止まらず、どんどん変化します。役所は、そうした人々との連携を

持つことによって、自閉的な関係から脱することができないと考えるべきだと思います。

戸田

　ありがとうございました。猪爪さんの問題提起は、このパネル討論全体で考えなけれ

ばいけないテーマではないかと思います。こういった地域社会の問題は、あとで議論し

たい産業の問題と両輪であって、両者には調和が必要と思います。

　その前に神野先生にお伺いしたいと思います。猪爪さんが「大きすぎる自治体」「小

さすぎる自治体」のことを話されていましたが、この問題についてヨーロッパではどの

ような考え方をしているのでしょうか。

神野

　先ほどの基調報告で、スウェーデンの中学校の教科書をご紹介しました。その教科書

には「より民主的なコミューンへの道」という話が出てきます。コミューンというのは

市町村のことです。かつては２，５００くらいあったコミューンは、強制合併により現在は２９０

くらいになっています。コミューンの地区委員、つまり議員の数は約２０万人から６万人

くらいに減少しました。それでもスウェーデンの人口は約８００万人ですから、６万人と

いうのは、人口１億２，０００万人の日本の地方議員の数とほぼ同じです。いかに地方議員の

数が多いかが分かります。
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　民主主義のためには地方議員は多くいなければなりません。ただし、日本以外の国で

地方議員に給料を支払っている国を私は知りません。アメリカの州では上院は有給です

が、下院は無給です。つまりボランティアです。地方自治体というのはそういうボラン

ティア活動によってつくられているのです。

　コミューンが大きくなると役場の職員は増えます。「コミューンの事業を運営してい

る人々に接触するのが困難になった」という不満も少なくありません。すべては中心地

区で行われ、周辺地区の人々にとっては意見をいう場がありません。コミューンにおけ

る民主主義の機能が悪化している面もあります。

　しかし、すべてがそういうわけではありません。別のコミューンでは、地区委員会を

設置して住民の影響力を増強しようとしています。コミューンをいくつかの地区に分け

て、それぞれの地区の問題を自分たちで考え、解決しようとしています。スウェーデン

の場合は強制合併でしたが、自分たちの地区で何かやりたいといえば、それが可能です。

たとえば福祉をやりたい、教育を充実させたいといった権利を持っているのです。ダイ

オキシンの出ないゴミ処理工場を造るといった規模の原理が働くようなサービスについ

ては、合併後の広域自治体ですればよい。福祉や教育などの身近なサービスについては、

合併前の地区でやっていけばよいのです。

　他方、フランスでは合併を進めていません。人口５，０００万人のところにコミューンは

３万５，０００もあります。人口７～８人のコミューンもあったと思います。先ほどお話し

たストラスブールでは、周辺市町村と都市共同体――日本でいうなら広域連合――を設

置しています。都市共同体の代表は選挙で選ばれ、課税権を持っています。そして決め

られた一定の行政サービスをやっていきます。

　こうしてみると合併するかしないかは国によって違いますが、合併するかどうかにか

かわらず、結局同じことともいえます。住民に最も身近なサービスは、フランスでいえ

ばコミューン、スウェーデンでいえば地区委員会が行います。規模の経済が働くような

サービスについては、フランスでは広域自治体、スウェーデンでは合併後の地方政府が

実施すればよいのです。

　日本の場合、なぜ合併するかが明確ではありませんが、合併すると民主主義が制約さ

れる面もあります。そのため地区委員会、地区協議会のようなものを設置する必要があ

ると思います。合併しない市町村についてはマイナスイメージで語られることが多いの

ですが、フランスのコミューンのように合併しないと決めたら、それでやっていくくら

いの意気込みとイメージづくりが大事だと思います。

地域社会と地域産業

戸田

　ありがとうございました。市町村の規模にかかわらず、人々が主体的にかかわってい
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くことが大事だというお話だったと思います。

　神野先生からは、地方分権の目的は、ゆとりと豊かさの実現だというお話がありまし

た。ゆとりを地域社会の問題とすれば、豊かさとは地域産業の問題といえます。両者の

調和がいかに大事か、そして地方分権とは両者をどのように考えていくか――というこ

とだと思います。このことについて、どのようにお考えですか。

吉塚

　島根県立大学では、北東アジア地域学術交流共同プロジェクトとして２年前から「中

山間地域活性化に関する日韓比較研究」を実施しています。日本側のフィールドは、浜

田市に隣接する三隅町室谷地区です。ここには以前は確認されただけでも４，０００もの棚田

がありました。同地区と韓国の中山間地域との比較考察を通して、中山間地域活性化対

策の理論化と具体的提案を試みるものです。室谷地区の「日本一の棚田」を地域資源と

してどう活用するか、そして関心のある人々による里山運動をどう展開するかを考えて

いるところです。

　また、島根県の石見地方は古くから日韓文化交流のひとつの拠点でした。「たたら」

と鉄を中心に、日韓の中・近世史の比較研究を深めており、それをもとに新たな日韓文

化交流ネットワークの構築を試みてもおります。里山は昔から人々の生活と結びついた

山林ですが、他方では生物の多様性という特徴があり、また都市にとってのアメニティ

空間でもあります。市民にとっての自己実現の場にもなるという現代的な意義もある。

中山間地域における稲作に適していると考えられる戦前の奨励米の「亀治」を使った「手

間のかからない有機栽培米づくり」の方法もすでに試みています。中山間地には可能性

は無限にあると思います。

　昨年には、韓国の農山村における民間主導の地域振興の取り組みについて現地調査を

行う機会を得ました。韓国では、いわゆる���経済危機後、「帰農」と呼ばれる農山村

への�・�ターンの動きが顕著になりました。その動きを支援しているのは、ソウル市

にある「全国帰農運動本部」をはじめとし、各地で活動を行っている民間の組織です。

こうした組織の多くは、国からの経済的支援をほとんど受けていないこと、有機農業に

基づく自立的な生活を志向していること、教育を重視していることなどに特徴があるよ

うに思われます。こうした帰農者を積極的に受け入れることにより、地域も活力を取り

戻し、全羅北道南原市山内面のように人口が増加しているところもあります。

　また、韓国の農山村では、稲作や畑作に加えて、野草や山菜取り、きのこ狩り、木の

実や樹皮、樹液の採取、在来種ミツバチによる養蜂などの活動が、季節ごとに頻繁に行

われている。このような伝統的な地域資源を活用したグリーン・ツーリズムの取り組み

も芽生え始めています。

　「スローフード」「スローライフ」の取り組みが韓国の農村地域で根付いており、都市

地域でもこうした伝統的なライフスタイルがいまだに共通のものとして生きており、都
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市と農村をつなぐ縁となっていると思いました。自給自足による自立した地域自治の担

い手が各地にみられました。

�

戸田

　ありがとうございました。猪爪さんは、先ほど都市と農村の交流といったお話をされ

ました。いまの吉塚先生のお話に関連して、何かご感想はありますか。

猪爪

　先ほど神野先生から、地方分権の目指すところは、文化と環境による地域改革だとい

うお話がありました。広島市でもこうした考え方に基づく改革の素材はあるというご示

唆をいただきました。

　広島市民の生活を特徴づけるものとして、デルタを形成する水辺の環境と、路面電車

も含めた多様な移動手段があります。歩きと自転車は同じ平面を併用していて、やや危

険な状態ですが、昨今では「都心回帰」と称するデルタ内への人口移動が進んでいるこ

とでも知られるように、市民はデルタ内でコンパクトなシティライフを楽しんでいます。

歩きと自転車という移動が可能な都市は、国内はもちろん、国外でも、広島ほど条件の

整った都市は少ないのではないかと思います。

　しかし、こうした可能性を前面に押し出した都市政策が行われているかというと、そ

うでもないところが気になります。道路密度はほとんど限界ではないかと思うのですが、

まだ道路建設への熱意は相当に高いものがあります。ドイツのフライブルグ、アメリカ

のポートランドなど、多様な移動手段を組み合わせて環境への負荷を軽減した交通ネッ

トワークをつくり出している都市に比べると、移動手段を連携するという発想が弱く、

いろいろありながら中途半端であるため、いつまでも自動車通行のために道路づくりに

追われるという実態があります。交通政策というと、自動車道路関連が突出しますが、

自転車や徒歩もきちんと位置づけた「市民移動計画」のようなものが、この大都市には

必要になっていると思います。

　広島市における市民生活の質を支える産業として、豊かな食材を食卓に提供する第１

次産業があります。そこにも改革の大いなる可能性はあります。私の家族に血圧を心配

する者がおりまして、『高血圧の食事療法』という本をパラパラ見ていましたら、高知・

愛媛・広島というラインは、低血圧地帯と呼べるのだそうです。野菜生産地が背後にあっ

て、常に新しい野菜が手に入ること、それと瀬戸の小魚に代表されるカルシウム源。そ

れらが組み合わさって、健康生活を支える環境が整っているということです。「ひろし

ま育ち」のブランド化も素晴らしいですし、広島に住んでみて、食卓の質の高さを日常

的に実感しています。

　意識下に潜んでいる生活の質を支える諸要素に気がつき、さらなる向上を図る方向に

向けて動き出すとき、総合産業として浮上してくるのが「観光」です。観光の語源は
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「国の光を見る」にありますが、いまのところ広島は「観光衰退県」と呼ばれているこ

とで分かるように、何もしなくても人がやってくるというほど優れた珍しい観光資源が

ありません。広島市の観光資源も「平和と宮島」しかないことが、伸びない理由といわ

れています。それでも、年間９５０万人くらいの人が広島市に来ておられるという計算結

果が公表されています。その人々が使うお金は２，０００億円ということです。人数、消費

額とも、ここ数年は下降気味であるとも聞いています。

　広島市のポテンシャルを踏まえて、今後、広島にさらなる人々の来訪を考えるとき、

それは、従来のように日常から出て非日常に触れるということではなく、広島という大

都市の日常にある空間や機能に触れてもらう。つまり、「住んでよく、訪ねてよい」と

ころであることをもっと楽しんでいただくほうを目指したい。日常的な楽しみ方ができ

るような改革路線を見つけ出すということは、広島市の都市性を高めることにほかなり

ませんが、その実現には従来の行政が持っている手法ではとうてい及ばない。

　役所は、市民の発想を導き出す手伝いはしても、机上で決めたことを下部組織に下請

け仕事で流し、さらに動員をかけて市民を使うようなことをしてはいけないのです。従

来、旧運輸省の関連業界だけで成り立たせようとした観光行政では、市民生活から乖離

した特殊な業界だけのことに終わってしまいかねません。市民が主体となり、行政、企

業、各種団体がそこへの道筋をイコールパートナーの関係で追求するようなことができ

ないだろうかと考えています。

　こうした方針について、従来の「観光」という言葉を使うと、温泉が欲しいとかテー

マパークがないだのという議論になってしまうので、違う言葉で表そうと模索中です。

私は、来訪者によってさまざまなビジネスチャンスを生み出し、それをもって都市性を

獲得し、活性化も図ろうという意欲を込めて、「ビジタース・インダストリー」にしよ

うと提案しているところです。観光客ではなく来訪者全般に概念を広げようということ

です。多様な目的で広島市を訪ねる人々、来てみたくなるような目的を、従来の観光産

業の枠組みからはみ出して意識しようと。そして、人が来ることで発生する経済活動を

助長する政策を観光行政の中身にしようと考えているところです。

　まだ、市役所内部の合意にはなっていませんが、広島市以外の政令指定都市では、す

でに「観光」という言葉を使っていないのです。「来訪者」とか「ビジター」といって

いますし、観光産業ではなく「ビジターズ産業」を興そうともいっています。略して「��」

です。「��」を振興するために何をするかですが、神野先生がご指摘されたように広島に

はたくさんのいいものがある。それもかなり高レベルです。それらをどう生かすか、そ

れから情報もポイントです。素敵なものや場所があるけれども、それを独り占めしてし

まっていて、みんなのものにしない。情報として社会に伝達するチャネルの部分が壊れ

ていないかと思うところがあります。次は、世界に突出した知名度。やり方次第では、

コンベンション都市としてさらにグレードアップしていくのではないでしょうか。

　被爆による戦後復興の第１段階を終えたいま、都市空間の複合性も必要です。単目的
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では賑わいや活力は生み出せません。行政の守備範囲は都市計画行政の範疇にあるので

しょうが、そこでは空間しか対象としません。それでは、賑わいとは商店街にあるもの

だという前提があるので、経済行政に振られる。しかし、賑わいの創出について、行政

は自らがその担い手になることはできません。啓発したり、動機づけをしたりする程度

しかやることがないのです。

　平和大通りをリニューアルする議論をここ数年間やっています。問題は、賑わいのあ

る面白い空間にしたいというところにあります。しかし、１００ｍの幅員全部が道路とし

て認定を受けていますから、何によらず道路法・道路交通法がかかわってきます。そこ

に賑わいを持ってこようというときに、現在の法律がかぶさっている土地利用ではいろ

いろな問題が起きてきます。ですから、そのあたりの道路の問題から次に賑わいに転換

していくプロセスについて市民も知らないのです。なぜそれができないか。行政内部は

縦割りで分散して仕事をしていますから、その中で横断して平和大通りを賑やかで楽し

い道にしようということがほとんどできないのです。他部局に配慮しなくてはならない

など、そういう議論ができないという事情もあります。

　ですから大きなお金をかけて何かをつくるのではなく、いまあるものをどうやって活

用していくかというところに、頭脳と決断力を要求されるということです。たとえば、

東京の原宿の表参道では午後３時になると銀行がシャッターを閉め、寂しくなります。

銀座も同じ問題で悩んだことがあります。原宿の場合は商店街がどういう形で当時の大

蔵省と協議したか分かりませんが、とにかく地元協議をしろという一定の決まりがあり

ました。そこで地元の人々は銀行に相談して、銀行には２階に上がってもらい、代わり

にポケットショップのようなものを設置して、まちの賑わいに貢献してもらうことにな

りました。

　広島にも、ある街角に２つのコーヒーショップが向かい合って立地しています。一方

は通りに面していますが、もう一方はセットバックして、外にはイスやテーブルを置い

ています。これは協議しながら、そういう形に誘導した経緯があります。そういうもの

を積み上げていけば、平和大通りに賑わいをつくれると思います。

　これはなかなかプラニングで計画書を描けないのです。私は役所に入って４ヵ月くら

いにしかならないのですが、そこらあたりの問題が私の分野として非常に関心がありま

す。市民から見えないけれども、市民とともに問題を発掘して、そして市民感覚で都市

の空間の複合性を追求して、やはり市民がそこで空間を使いこなせないと、メニューに

出せません。市民とともにメニューに出してそれを行政が紹介して、ある制約を乗り越

えて、新しいフロンティアが見つけ出されるのではないかと思います。

伊藤

　せっかく落としどころがみえてきたような気がしますが、もう一度最初の議論に立ち

戻ってみたいと思います。

― ―��



　先ほど佐々木先生は、瀬戸内海の人たちは東北の人たちに比べて少し危機感が足りな

いのではないかという趣旨のお話をされました。そうはいうものの、中国地方の産業は

重要な転機を迎えています。先行工業地域であるがゆえに、いろいろな悩みを抱えてい

ます。中山間地域や日本海側地域の問題もあります。そういったことから自分たちでな

んとかしなくてはいけないということで、自主的な取り組みが早くから活発でした。た

とえば「過疎を逆手にとる会」は２０年も前に設立されています。最近は「逆手塾」とい

う名称に変更しました。

　そういった取り組み関係者のアイデアなのですが、中国地方の中山間地域の町村は、

昭和の大合併のときにかなり広域化しています。これが今回の合併でさらに広域化する。

そうすると先ほどの神野先生のお話にあったように、周辺部はますます困難を強いられ

ることが予想されます。そこで、使われなくなった町村役場を利用して「第２の役場」

を自分たちで開設し、自治の拠点にしようという検討がされています。これは追い詰め

られたからこそ出てきた考えといえるかもしれません。西部開拓時代とはいいませんが、

自分たちの地域を自分たちで守ろうとする気運が出てきたようにも考えられることは評

価できると思います。

　もう１つ、これに関連して自治の多様性ということをもっと重視してもよいのではな

いでしょうか。先ごろ地方制度調査会において、西尾勝先生が「人口１万人以下の町村

は廃止する」という主旨の私案を提示され、波紋を投げかけました。このように何が何

でも合併という考えでよいのかどうか、もう少し地域に根ざした議論も大事だと思いま

す。

　といいますのも、中国経済連合会と中国地方総合研究センターは、「新しい地方行財政

システムに関する調査研究」に取り組んでいます。その一環としてこの９月、中国地方

の３１８市町村長を対象にアンケートを行いました。その中で小規模町村のあり方について

質問しています。それよると、「基本的サービス以外は垂直的または水平的に移譲して

もよい」という回答が６～７割くらい。５，０００人未満の小規模町村では、「議会の代わり

に住民総会や委員会を設置してもよい」という回答が２～３割くらいでした。

　小規模町村にとって権限をむりやり奪われることには抵抗があると思います。しかし、

自分たちに最低限必要な行政サービスを絞り込んだうえで、自分たちで実施が困難なも

のについては主体的に移譲・移管するという選択肢があってもよいように思います。中

国地方には中山間地域や島しょ部が多く、人口３�０００人未満の小規模自治体が少なくあり

ません。そういう小規模町村がたとえ２つか３つ集まって人口が１万人かそこいらになっ

たところで、基本的問題は解決しないと思います。

　この市町村長アンケートでは、道州制についても質問しました。どういう分野で道州

制が必要かという設問について、第１位の回答は「地域産業政策」というものでした。

これは、同時に実施した中国地方の経済界の人々に対する回答と同じでした。地域産業

政策などは国から地方にどんどん移譲していく。その一方で、小規模自治体では困難に
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なりつつある行政サービスについてはもっと広域的なところでカバーしてあげるといっ

たように、両方向からの分権・移譲・移管があってもよいのではないでしょうか。

戸田

　ありがとうございます。地域づくりに対する企業の役割も重要と思います。「企業市民」

という言葉もあるくらいです。佐々木先生、こういった多様な主体による地域づくりと

いう問題についてはどのようにお考えですか。

佐々木

　地域づくりの問題で企業の話をするのは少し厄介なのですが、企業は雇用や地域経済

という面を除いても、地域社会に影響力のある存在だということは間違いありません。

これから先どうするかということを中心に２点ほどお話したいと思います。

　１つは、これからの日本の産業あるいは日本経済を再生していくためには、やはりも

のづくりを中心に据えていくべきだと思います。そのものづくりは、必ずしも物的な製

品だけではなく、周辺のいろんなサービスなりシステムなり、さらにそれらの根底にあ

る新しい価値観まで含めた形で、新しい価値を社会に提供していく――そういった意味

のものづくりです。

　そのとき最大の課題はいかに高付加価値化するかということです。それには２通りあ

ると思います。１つは、国ではバイオだとか��とか環境とかナノテクとか将来のハイテ

ク産業はこれだという目標を掲げています。そのような産業技術の高度化・進化が１つ

です。もう１つの高付加価値化の方法としては、製品やサービスを地域や人間生活にい

かに幅広く浸透させていくかということだと思います。これについては意外に日本の産

業活動は遅れてきました。これからそこへ力を入れて行けば日本の産業はまだまだ頑張っ

て行けるし、新しい社会のエネルギーをつくり出していける、新しい担い手をつくり出

していけると思います。

　なぜかというと、日本は欧米からアジアに生産拠点を移しています。まずは東南アジ

ア、最近は中国に大きな市場が期待できるということもあって、中国に海外拠点を設置

する動きがあります。中国にはリスクもありますので、東南アジアと中国に両面作戦を

図っています。ヨーロッパは早くから中国に進出していますし、アメリカは最近急速に

中国にエネルギーを投入しています。それぞれ進出の形態は違いますが、いずれにして

も中国が日本にとって大きな関心事であることは間違いないと思います。日本企業も最

近は生産拠点として中国を考えるだけではなく、マーケットとして中国を考えるという

動きが出ています。したがって企業の行動の仕方もずいぶん違ってきています。

　中国側の動きを紹介すると、従来中国は外国資本を積極的に導入して産業構造の構造

改革をしようとやってきました。これはかつての日本と同じです。最近はそれだけでは

よくない、やはり自分たちの力を付けないといけないということで、自分たちなりの研
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究開発や技術開発、あるいは人材養成を積極的に進めています。いずれ外国資本が出て

いったときに、自力で頑張っていけるようにという産業政策に重きをかなり大きく置い

てきているのです。そんななかで中国は急速に技術力を高めてきました。日本企業は従

来程度のハイテクあるいは技術水準ではすぐ追いつかれてしまう。といっても中国の弱

点は、そんなに産業や技術の基盤がしっかりしているわけではない。本当に高い水準の

技術まではいっていない。中間的な技術のところで頑張っている。

　ですので、中国と日本、中国と広島の間にネットワークをつくることができれば、お

互いに補い合うことが可能な状況にあるのではないかと思います。日本もそうですが、

中国はいろいろな工業製品を単品で勝負することをやっています。日本も最近まではた

とえば自動車の高性能化に際して単品で勝負してきましたが、これをもっと高付加価値

化する、あるいは競争力を高めようとすれば、単に自動車単体ではなく都市の中でどう

生かすか、社会システムとしての交通手段や自動車をいかに社会に溶け込ませていくか、

あるいは生活の面からどのように自動車を見直すか、さらに自動車の造り方をいかに変

えるか――というところまで広げていくとまだ対抗できるし、日本はまだまだ世界の中

でもずっと優位であると思います。これは自動車だけでなくいろいろな工業製品につい

てもそうだと思います。

　そこで、多様な主体による地域の再生についてですが、地域の企業が単に製品をつく

るというだけではなく、いかに地域からいろいろなニーズを吸い上げ、あるいは地域の

主体に応えられるような製品なりサービスを提供できるかというところに意識を持つよ

うになれば、２つ目の柱が育っていくのではないかと思います。これは、日本企業の感

受性の高さからいえば十分対応できる課題ではないかと思います。

　１番目の話が長くなりすぎて、戸田先生からの問いかけ十分お答えする時間がなくなっ

てしまいましたが、２つ目は企業が地域に対してどう社会的な責任を果していくかとい

うことです。これは「企業市民」という表現で、アメリカでは８０年代に盛んにいわれ、

それを受けて日本もでもようやく９０年代に提唱されはじめました。単にものをつくる技

術活動だけでなくいかに地域社会に結びつくか、責任を持った存在になれるか。いまの

ところ、こうした活動も日本の場合はまだ企業中心で、従業員からの活動は多くないと

いう状況ではありますが、徐々に動き出しているのではないか。広島の工業面でのライ

バルともいうべき中部地方の企業の動きも活発となっています。企業の高付加価値化と

いう課題と併せて、企業の新しいあり方として広島でも考えていく必要があるのではな

いかと思います。

地域を組み立て直す

戸田

　多様な主体という枠組みのなかで企業がいかに貢献するかという話でした。ここでフ
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ロアの方々から質問をいただきたいと思います。

林　憲弘氏（地域経済研究推進協議会会長）

　神野先生にお伺いします。中国地方というのはゆとりと豊かさを実感できる社会だと

思うのですが、実態はそうなっていません。先生が紹介された政友会の話にも関連して

いますが、特に「１９４０年体制」以降、一極集中が進んでいます。最近でも東京の人口は

どんどん増えて、地方はどんどん減って過疎化している。地方分権とは逆の方向を向い

ています。

　構造改革の流れをみていると、本当の意味の地方分権が実現できるのか。東京がます

ます文化の中心になり、地方は疲弊してくる。地方の住民の豊かさというのは自然的な

豊かさもありますが、所得水準格差の問題もあると思います。文化にしてもある程度の

レベルを確保するための水準があると思います。いまの構造改革の流れは逆の方向を向

いているのではないかと思います。ゆとりと豊かさを実感できる状況にはない。どうも

納得できないと思うですが、この点はいかがでしょうか。

神野

　おっしゃるとおりだと思います。日本はハンドルを切り間違えて、間違った方向に進

んでいると思います。ご指摘のとおり、「１９４０年体制」以降、一極集中をもたらす中央

集権体制になりました。１９７０年代に人口の地方分散がみられたのですが、１９８０年代には

一極集中が一段と加速されました。これは産業構造が変化したからだと思います。１９７０年

代までは製造業の地方分散とともに人口も分散していましたが、１９８０年代以降は情報化

が進展し、特に金融業が重要な役割を果たすようになりました。１９９０年代も同じ状況で

す。最後の全総計画で想定していた以上に製造業の海外フライトが進行しています。現

在のような構造改革では、一極集中がますます助長されるおそれがあると思います。

　先ほど韓国のお話がありました。���の要請に基づいて韓国でも、ただでさえ一極集

中しているのに、いまの日本と同じような構造改革をしようとしました。これに対して、

地域が独自に発展していけるような方法が模索されています。

　日本についていうと、中央政府が地方政府に甘えていると思います。よその国で日本

のような政策をとると、地方が離反していきます。中央政府は躍起になってそれを止め

ようとします。小泉総理は、「江戸時代には地方は自立していた。これからは幕藩体制

のようなやり方でやる」という主旨の発言をしていました。こういう考え方はヨーロッ

パでは大歓迎されます。通貨発行権ももらえるのかと。かりに北海道が通貨発行権を獲

得して独立すると、農業の生産性などは中国などよりはるかに高い。十分に国際競争力

はある。通貨の競争力も確保されます。

　スイスやベルギーといったヨーロッパの小国が豊かなのは、それぞれが完全に独立し

ているからです。だから地方の側は、「それほどいうなら独立する」と中央政府を脅さ
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なくてはならないのです。中央政府の側は、地方をどんなにいたぶっても何もしないと

思っているところがあると思います。

戸田

　先日の日本自治学会で道州制・連邦制に関するセッションがありました。そのときに

も神野先生は、同じような投げかけをされていました。そのときには処方箋のようなも

のも提示されていたように思いますが、何か具体的な提言はありますか。

神野

　私はいま過疎問題に取り組んでいます。過疎地域といっても実は東京都千代田区です。

同区には昼間は１００万人の人々がいるのですが、住民税を払っている人々は、つい最近ま

で３０万人くらいでしたが、いまや３万人を切りそうな状況です。そこで、ビルを建築し

たときには階上部分はマンションにしなくてはならないという条例をつくりました。け

れども事務所は入居しても、住民票を持った人々は来てくれない。なぜかいうと、地域

社会というのは生活が完結していなくてはいけない。いわば「生活細胞」というか、生

活の全体性を備えていなくてはなりません。千代田区には秋葉原の電気街、神田の本屋

さん街、岩本町の繊維問屋街は残っていますが、魚屋さんや八百屋さんはないのです。

　これに対し、パリの場合、シャンゼリゼやパレロワイヤルなどのように特徴のある区

画があるほか、２０区のそれぞれに人間が生活できる機能が完結されています。教会を中

心に人々が生まれ、育ち、そして老いていくために必要なものが備わっています。

　わが国の過疎地では、そういう機能が完結していないから過疎化する。たとえば「広

島に行けばその機能はまかなえる」とはいっても、いつも出かけていれば、過疎化がま

すます進行します。それぞれの地域で生活が完結していなくてはならないのです。人間

の身体でいえば心臓なら心臓、肝臓なら肝臓は同じ細胞から構成されます。同じ文化、

生活様式を持った「生活細胞」によって地域が形成されるのです。産業もそのような地

域社会のなかで考えていく必要があります。

　スウェーデンの場合、ある地域で失業者が出たとします。失業が生まれること自体が

問題なわけです。なぜなら、人間の生産と消費とが対応して地域社会が成り立っている

と考えているからです。人々の生活に必要なサービスは必ずあるはずなのに、失業者が

いるのはおかしい。むしろ不必要なサービスがあるから失業が発生したのではないか。

そこで、失業者は自分たちで組織をつくって問題を考えていきます。スウェーデンには、

こういった「ローカル・ディベロップメント・グループ」がたくさんあります。「ワーカー

ズ・コレクティブ」のようなものです。自分たちで必要なサービスを考えていく。保育

や介護など従来は家庭でまかなっていたようなサービス――基礎的サービスと呼ばれま

す――は、家庭だけでは充足が困難になっています。地域社会で対応していかなくては

ならなりません。「ローカル・ディベロップメント・グループ」は、そういうサービス
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を自分たちで考え、組織化していくのです。

　もう１つの柱は観光です。スウェーデンには日本でいう公共事業のようなものはあり

ません。自分たちでどうにかしなくてはならない。日本の場合には、たとえば教育にし

てもよいところを伸ばすという発想はしません。よくないところを伸ばしても人並みに

しかならないのです。しかしスウェーデンでは、教育にしても地域づくりにしても、よ

いところを見つけて伸ばそうとする。そういう取り組みのなかから観光が産業として発

展していくのです。

　さらにもう１つは先端情報産業です。スウェーデンでは子どもからお年寄りまで情報

教育を徹底しています。そして、地域に根ざした情報サービスを提供します。たとえば

日本でいえば出会い系サイトのようなものにあたるのでしょうが、友人がいなくて寂し

い思いをしているお年寄りがいるとします。そういうお年寄りたちが交流できるサービ

スがあります。そこに新しいサービスやソフトウエアが生まれてきます。

　地域の人々によって「ローカル・ディベロップメント・グループ」がつくられると、

地方政府は、支援サービスセンターと産業クラスターによって応援します。前者は、企

業としての組織化やマネジメントのやり方をサポートします。後者は、大学や既存企業

との連携を通じて、ひとつの産業としての発展を支援します。このように、まずはグラ

スルーツで生まれてくることが大事です。そして、それを側面からサポートするという

発想が重要だと思います。

戸田

　本日の研究集会のねらいは、現在の構造改革の流れで本当によいか、問題はないかを

考えることです。神野先生のお話に重要な示唆があったように思います。そのほかフロ

アから質問はありますか。

高原一隆氏（広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻教授）

　私は１０年ほど前、イタリアに１年間滞在しました。日本ですと、人口が３０～４０万人く

らいでないと都市として元気がありません。５万人や１０万人の都市は小さな田舎町とい

う感じです。しかし、イタリアでは５～１０万人の都市が非常に元気です。都市には中心

部があり、市街地があり、その周囲には森が広がっています。神野先生の表現によれば、

完結した生活があります。ミラノからローマに列車で行く途中には、そういうまちがずっ

と続いています。

　一方、広島大学のある東広島市は人口１２万人です。イタリアではちゃんとした都市の

部類に入りますが、有り体にいえば田舎町という雰囲気は否めないだろうと思います。

居住空間はあっても都市の文化のようなものが感じられません。これは猪爪さんのいわ

れた都市空間の多面的な利用の問題とも関係していると思います。

　生活者起点のまちづくりという点では、大分県湯布院町もそうだと思います。生活者
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を重視しながらも、外から来る人々を拒みません。一緒にまちづくりを進めていく。そ

ういったことが地域の文化を育て、多様な空間を生み出しているのではないでしょうか。

猪爪さんは、地域プランナーとしてこれらの問題をどのようにお考えですか。

猪爪

　楽しく感じられる地域は、都会や田園という枠組みを越えてあります。そういうとこ

ろには、決まって多様で高度な住民の欲求があります。全国どこに行っても文化施設と

称する箱モノがありますが、それを上手に使いこなす人々がいてこそ、文化が醸成され

ることはいうまでもありません。つまり、住民のレベルによって、まちは楽しくもつま

らなくもなるのではないでしょうか。

　たとえば大分県湯布院町の由布院地区は、住民主導型の地域づくりで有名ですが、当

初の動機は、田舎にいながら都市のような生活水準が欲しいということでした。たとえ

ば家族で従事する旅館経営者の奥さんたちが、「インスタントコーヒーではなく本物の

コーヒーが飲めるようなところでなくてはいけない」「映画館がなくても見たい映画が

見られるようにしよう」「都市の大ホールとは違った音楽を聴く機会をつくりたい」と

いった欲求を満たしたいと思い、それがまちの賑わいに結びつき、温泉地でありながら

来訪者の８０％が近郷からの日帰り客であるという結果を導きました。「生活観光地」と

称していますが、それがあのまちのサービス産業と観光業を特色づけ、基本になってい

るわけです。

　東広島市には行ったことがありませんが、面白くないとすれば、そういったことに関

心が薄いとか、なんとかして欲しいという市民の欲求度が低いのではないでしょうか。

大学都市として開発されて年数も浅く、まだ人間の手でハードが使い切れていない段階

かもしれません。ニュータウンは車社会を前提につくられますから、ヒューマンなスケー

ルでないという点も面白さを醸しだせない理由かもしれません。

　広島市の場合ですが、平和大通りを賑わいのある楽しいまちにしたいという課題があ

ります。１００ｍ道路は緑が多く、ゆったりとしたいい道路だと思いますが、散歩するだ

けではもったいないのです。しかし幅員全部が道路敷ですので、空間を楽しむ利用がな

かなかできない。今後、リバーフロントの土地利用がかなり緩やかになると思います。

その次には、平和大通りにあるいろいろな規制が緩和されて、利用可能性が拡大すると

思います。そのとき役所を先導するのは、市民がこの美しい道路をどのように使いたい

かという欲求にほかなりません。市民がイメージする活用の仕方を当てはめて、何が障

害になり、それをどうしたら取り除くことができるか。こうした取り組みによって都市

の空間は変わりますし、沿道の民間建物の用途も外に向かって開かれたものになります。

役所の縦割りがそのまま形となっている行政の都市建設が、利用の活性化によって機能

的に相互乗り入れし、快適なシティライフを生み出します。これが都市の成熟というも

のではないでしょうか。
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　由布院のように空間が限られていれば、こうした発想による用途の拡大は比較的容易

ですが、被爆復興都市である広島市、あるいは大学を核にした新しい都市である東広島

市などが、空間利用を複合化させて多様な市民生活を育む場として変わるには、結構、

時間とエネルギーが必要だと思います。

戸田

　ありがとうございました。まだまだ議論は盛り上がってくると思いますが、時間にな

りました。

　ゆとりと豊かさを実感できる社会をいかに実現していくか、そのためには地方分権が

どのように重要か、地域経営について今後の課題と展望はどうか――これらの点につい

て活発なご意見をいただきました。現在、いろいろな改革が進められ、さまざまな混乱

もみられます。いずれにしても猪爪さんの表現によれば生活者ベースというか、自分た

ちの身の回りのことから出発して、生活や地域社会のことを考えることが大事だという

ことでした。本日の議論が多少なりともお役に立てるようお願いして、パネル討論会を

終わります。長時間にわたってありがとうございました。
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はじめに

　当研究所では、広島県瀬戸田町の平山郁夫美術館からの依頼により、「平山郁夫美術

館の経済波及効果に関する調査」を行った。以下では、平山郁夫美術館を事例として、

地域に立地する美術館の今後の運営の方向性について検討したい。

Ⅰ．わが国の美術館の現状

１．美術館数の推移

　わが国の美術館数は近年増加傾向が続き、００年度の美術館数は８２７館で、平山郁夫美術

館が開設された９７年度と比較すると、１１％の増加となっている（第１図）。

　

　

　

　

　

　

　

２．入館者数の推移

　入館者数は近年減少傾向が続いている。国の全数調査によると、９８年度の入館者数が

２５百万人で、９５年度比▲２�５％の減少となっている（第２図）。また、１館当たりの入館

者数は９８年度で７万人と、前年より約１万人減少している。
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地域美術館のあり方について
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第１図　美術館数の推移

（資料）「博物館研究」（日本博物館協会）

（注）博物館相当施設・その他の施設を含む



　なお、最近年のアンケート調査によると、００年度の入館者数は前年より▲１０�７％減少

しており、１館当たりの入館者数もさらに減少している。

　景気低迷の長期化やここ数年の美術館数の増加などが、入館者数の減少に影響してい

るとみられる。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

３．県別の美術館数

　美術館数を都道府県別にみると、広島県は２１館（全国第１２位）で島根県と同数となっ

ている（第１表）。近隣の県では岡山県が２５館と最も多い。

　なお、登録美術館の数でみると、広島県は１２館（全国第８位）で中四国地方の中で岡

山県に次いで多い。

　（注）登録美術館は、学芸員の配置など一定の要件を満たし各県の教育委員会に登録された美術館。

４．人口当たりの美術館数

　美術館数と歴史博物館など美術館以外の博物館数（以下博物館数という）を人口１００

万人当たりで比較すると、広島県は美術館数が７館（全国第２２位）、博物館数が１８館（同
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第２図　入館者数の推移

（注１）９２・９５・９８年度は博物館相当施設を含む。９９・００年度はその他の施設も含む。

（注２）９９・００年度はアンケート調査のため全数は把握できない。

（資料）９２・９５・９８年度「社会教育調査報告書」（文部科学省）、

　　　　９９・００年度「博物館研究」（日本博物館協会）

第１表  県別の美術館数（００年度）

（資料）「博物館研究」（日本博物館協会）



３７位）となっており、美術館が相対的に博物館より多い（第３図）。しかし、中国地方５

県の中では第４位と山口県に次いで少ない。

　その他の都道府県をみると、長野県・島根県・山梨県などで美術館数と博物館数がと

もに多く、文化水準の高さが窺える。なお、長野県や山梨県に関しては東京・名古屋な

どの大都市圏に近い立地条件の良さも博物館が多い要因の一つとみられる。

　一方、大阪府・埼玉県・福岡県などでは、人口当たりの美術館数と博物館数がともに

少なくなっている。

　

　

　

　

　

　

　

Ⅱ．観光客数の動向

１．入込観光客数の推移

　�１ 　広島県の入込観光客数

　広島県内の入込観光客数（０１年）は３８百万人（前年比▲２�６％）で９９年以降減少傾向

が続いている。また、瀬戸田町内の入込観光客数は１１３万人（前年比▲３５�２％）と、し

まなみ海道が開通した９９年の３分の１の水準へ急減している（第４図）。
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第３図　人口当たりの美術館数

（注）人口１００万人当たり

（資料）「博物館研究」（日本博物館協会）「国勢調査報告」（総務省）



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　�２ 　瀬戸田町の入込観光客数

　瀬戸田町内の主要観光施設の入込観光客数（０１年度）をみると、耕三寺博物館が３９

万人で最も多い。次いで、平山郁夫美術館が２３万人、シトラスパークが１１万人となっ

ている。いずれの施設もしまなみ海道が開通した９９年度をピークに２年連続して大幅

に減少している（第５図）。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　�３ 　瀬戸田町周辺の観光客数

　瀬戸田町周辺の有料観光施設の利用状況（０１年）をみると、尾道市の千光寺山ロー

プウェイが２３万人で、平山郁夫美術館の入館者数と同程度となっている。続いて、因

島フラワーセンターが９万人、向島洋らんセンターが５万人、因島水軍城が３万人と
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（資料）「広島県入込観光客の動向」（広島県）

（資料）瀬戸田町

第４図　広島県の入込観光客数

第５図　瀬戸田町の入込観光客数



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　なっている（第６図）

　

　�４ 　愛媛県内の観光客数

　愛媛県内のしまなみ海道周辺における主要観光施設の利用状況（０１年）をみると、０１

年４月に大三島町にオープンした温浴施設「マーレ・グラッシア」が１４万人で最も多い。

　次いで大山祗神社宝物館が１２万人と多いが、９９年の４５万人に比べて▲７３�５％と入館

者数が激減している。

　続いて上浦町の温浴施設「多々羅温泉」が５万人、塩の製造工程が見学できる「伯

方の塩大三島工場」が４万人、上浦町の「村上三島記念館」が１万人となっている

（第７図）。
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（資料）「広島県入込観光客の動向」（広島県）

第７図　しまなみ海道周辺の主要観光施設の利用状況

（資料）「観光客数とその消費額」（愛媛県観光協会）

第６図　瀬戸田町周辺の有料観光施設の利用状況



２．宿泊客数の推移

　瀬戸田町周辺の市町村における宿泊客数（０１年）をみると、福山市が１２９万人と最も

多く、尾道市の６倍以上の水準となっている。

　次いで、尾道市が２１万人、瀬戸田町が７万人、三原市が５万人、因島市が３万人、向

島町が２万人となっている。

　入込観光客数の動向と同様に、しまなみ海道沿線の市町村の宿泊客数は９９年をピーク

に減少が続いているが、福山市では０１年の宿泊客数が前年比＋３�０％と若干増加してい

る（第８図）。

　なお、しまなみ海道沿線の観光客の多くが宿泊するとみられる道後温泉の宿泊客数（０１

年度）は、８９万人（９９年度比▲３４�２％）と、しまなみ海道開通前の水準（９７年度；９８万

人）をも下回っている（第９図）。
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第９図　道後温泉の宿泊客数の推移

（注）道後温泉旅館協同組合に加盟している旅館の宿泊客数
（資料）道後温泉旅館協同組合

（資料）「広島県入込観光客の動向」（広島県）

第８図　しまなみ海道周辺の宿泊客の推移



Ⅲ．「平山郁夫美術館」に関するアンケート調査結果

　平山郁夫美術館の来館者８１６名を対象に実施したアンケート調査結果を以下にまとめた。

１．調査概要

　調査概要は以下の通り。

２．来館者の属性

　来館者の性別をみると、　男性が４７�２％、　女性が５２�７％で女性の割合が若干高い（第１０図）。

　年代では、５０代�（３１�５％）の割合が最も高く、次いで６０代（２４�８％）、４０代（１５�２％）

などの割合が高く、中高年層が８０％を占めている（第１１図）。
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◇調査対象
　平山郁夫美術館の来館者

◇調査日時
　０２年５月２日（木）、５月３１日（金）、６月８日（土）、７月２３日（火）
　午前１０時～午後５時

◇調査方法
　無記名アンケート方式（調査員が館内でアンケート票を配布し、その場で回収。）

◇配布枚数・有効回答数
　配 布 枚 数…８１６枚
　有効回答数…８１０枚（有効回答率９９�３％）

第１０図　性別 第１１図　年代

回答者の内訳



　次に来館者の居住地をみると、広島県内が３２�３％、広島県外が６７�０％で広島県外の割

合の方が高い（第１２図）。

　広島県外からの来館者を地域別にみると、近畿（３０�３％）の割合が最も多く、次いで

広島県以外の中国地域（２２�７％）、関東（１４�６％）、四国（１２�４％）の順となっている。

近畿・中国・四国地域などの比較的近い県からの来館者が全体の６５％を占めている（第

１３図）。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

３．観光・旅行の最大の目的

　�１ 　全体

　来館者に「今回の観光・旅行の最大の目的」を尋ねたところ、「平山郁夫美術館」

が４６�６％でトップとなった。続いて「道後温泉など愛媛県内の観光」（１３�４％）、「海・

島・橋などの景観」（１０�６％）、「耕三寺」（５�０％）の順となっている。

　また、「その他」の割合が１４�１％と高いが、自由回答欄の記載では、帰省や里帰りと

いった回答が多くなっている（第１４図）。

　

　�２ 　属性別

　観光・旅行の最大の目的を属性別にみると、男女別では男性で「愛媛県内の観光」

（１５�４％）・「海・島・橋などの景観」（１１�３％）などの割合が若干高い。一方、女性で

は「平山郁夫美術館」（５１�４％）が半数を超えており、女性ファンが多いことが分かる。

　年代別では、２０代以下で「愛媛県内の観光」（２１�０％）の割合が高く、５０代・６０代で

「平山郁夫美術館」の割合が高い。

　日帰り客・宿泊客別では、日帰り客で「平山郁夫美術館」（７７�３％）と回答する人

が圧倒的に多い。一方、宿泊客では「愛媛県内の観光」（２２�１％）や「海・島・橋な

どの景観」（１４�５％）などの割合が相対的に高い。

　個人客・団体客別では、個人客で「平山郁夫美術館」（５４�２％）の割合が、団体客
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第１２図　居住地 第１１図　居住地（県外来訪者



で「愛媛県内の観光」（２８�７％）の割合が、それぞれ高くなっている。

　地域別では、広島県内在住の回答者で「平山郁夫美術館」（７３．１％）の割合が高く、

広島県外在住の回答者で「愛媛県内の観光」（１８�０％）や「海・島・橋などの景観�

（１２．９％）などの割合が高い。

　県外の回答を地域別に詳しくみると、四国や中国地域在住の回答者で「平山郁夫美

術館」と回答する人が多く、関東・近畿・中国地域在住の回答者でそれぞれ２０％前後

の人が「愛媛県内の観光」と回答している（第２表）。

　

　以上から、平山郁夫美術館を最大の目的に来館する人は、広島乃至近隣県に在住の

５０～６０代の女性が多く、個人グループの日帰り旅行で来館するパターンが多いとみら

れる。
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第１４図　観光・旅行の最大の目的

（注）無回答を除く。有効回答数６２５人。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

４．利用交通機関

　来館者に「今回の観光・旅行で利用した、または利用する交通機関」を尋ねたところ、

「自家用車」（６１�６％）の割合が６０％を超えて最も高い。続いて「バス」（２７�４％）、「新幹

線・ＪＲ」（１０�０％）、「船」（７�５％）、「飛行機」（５�９％）の順となった（第１５図）。
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（注）上位４項目。無回答を除く。

第２表　観光・旅行の最大の目的（属性別）

第１５図　利用交通機関

（注）無回答を除く。複数回答。有効回答数８０８人。



５．旅行の形態

　来館者に旅行の形態を尋ねたところ、「個人旅行」（７２�２％）が７０％を超えた。さらに

県内在住者と県外在住者に分けてみると、県内在住者で「個人旅行」（８６�１％）の割合

が圧倒的に高く、県外在住者で「団体・ツアー」（３４�４％）の割合がやや高くなってい

る（第１６図）。

　また、日帰り旅行か宿泊旅行かを尋ねたところ、「宿泊客」（５９�９％）が６０％弱にの

ぼった。県内・県外別では県内在住者で「日帰り客」（７７�７％）の割合が高く、県外在

住者で「宿泊客」（７８�０％）の割合が高い（第１７図）。

６．来館回数

　来館回数を尋ねたところ、「１回目」（７７�９％）の割合が８０％弱と最も高く、次いで

「２回目」（１１�３％）が全体の１０％強を占めている（第１８図）。

　属性別にみると、県内在住者では男性で「１回目」（６１�８％）や「２回目」（１８�３％）

の割合が高く、女性の方がややリーピーター率が高い。年代別では、４０～６０代で「２回

目」の来館者が多い。

　一方、県外在住者では殆どの属性で１回目の割合が８０％以上と高く、日帰り客・四国

からの来館者だけが１回目の割合が７０％台となっている（第３表）。
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第１６図　個人旅行・団体旅行 第１７図　宿泊旅行・日帰り旅行

（注）無回答を除く。有効回答数８０６人。 （注）無回答を除く。有効回答数８０６人。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

７．宿泊場所

　宿泊客に宿泊した場所あるいは宿泊する予定の場所を尋ねたところ、「道後温泉など

の愛媛県内」（５５�４％）が全体の半数以上を占めた。続いて「尾道・福山などの広島県

― ―��

第１８図　来館回数

（注）無回答を除く。有効回答数８０８人。

第３表　来館回数（属性別）

（注）無回答を除く。



東部」（１９�５％）が２０％弱、「広島市内」（７�３％）・「瀬戸田町内」（７�１％）が７％強と

なった（第１９図）。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

８．一人当たり旅行費用

　�１ 　全体

　今回の観光・旅行の一人当たりの予算を尋ねたところ、旅行費用全体で「１～３万

円未満」（３７�５％）の割合が最も高くなった。次いで「３～６万円未満」（２１�６％）、

「６万円以上」（１５�６％）となった（第２０図）。

　また、属性別にみると、日帰り客の旅行の平均費用は「１１�２千円」、宿泊客は「４４�６

千円」となった（第４表）。
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（注）無回答を除く。複数回答。有効回答数４６６人。

第１９図　宿泊場所

第２０図  一人当たり旅行費用

（注）無回答を除く。有効回答数６３５人。



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　�２ 　１泊当たりの宿泊費

　宿泊客に１泊当たりの宿泊費を尋ねたところ、「１～２万円未満」（４９�７％）が全体

の半数弱を占めた。また、「２～３万円未満」（１９�９％）や「５千円～１万円未満」

（１７�８％）もそれぞれ全体の２０％弱を占め、全体の平均では「１３�５千円」となった。

　

　�３ 　その他の費用

　日帰り客では、交通費が「５�６千円」、土産物代が「１�７千円」、飲食代が「１�６千円」、

入場料が「１�１千円」となった。また、宿泊客では、交通費が「９�６千円」、土産物代が

「３�９千円」、飲食代が「３�８千円」、入場料が「１�３千円」と、それぞれ日帰り客の平均

を上回っている。
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第４表　一人当たり旅行費用（属性別）

（注）無回答を除く。



　�４ 　瀬戸田町内での支出

　１人当たりの旅行費用のうち、瀬戸田町内で支出または支出予定の金額を尋ねたと

ころ、日帰り客の平均が「５�６千円」、宿泊客の平均が「７�４千円」となった。

Ⅳ．経済波及効果

１．平山郁夫美術館オープンによる観光客数の増加

　平山郁夫美術館のオープンからこれまでの来館者数は１７４万人に達する。前掲のアン

ケート結果（第１４図）によると、来館者の４６�６％が平山郁夫美術館を最大の目的に瀬戸

田町を訪問している。そこで、美術館オープンによる観光客数の増加を約８１万人と推計

した。

　なお、アンケート結果及びヒアリングなどから、８１万人のうち広島県内に宿泊した宿

泊客が１４万人（全体の１７％）、日帰り客及び県外宿泊者が合わせて６７万人（全体の８３％）

とした。

２．広島県における経済波及効果（５年間の累計）

　平山郁夫美術館のオープンによる広島県内における観光消費効果は、直接需要額が約

１１３億円、生産誘発効果が約９２億円で、これらを合わせて経済波及効果が約２０５億円と

なった（第５表）。なお、県内における一人当たりの観光消費額については、アンケー

ト調査・ヒアリング調査の結果等をもとに、日帰り客が９，６００円、宿泊客が３４，６００円と推

計した（第６表）。
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第５表　広島県内における観光消費効果 第６表　一人当たり観光消費額（ｄ）の内訳

（注１）一人当たり観光消費額（ｄ）の内訳は第６表参照。

（注２）「平成７年��広島県産業連関表」を使用。

（注３）直接需要額（ｅ）＝［（ａ）×（ｄ）］…県内で支出される関連消

　　　　費額。

　　　　生産誘発効果（ｆ）＝［（ｇ）＋（ｈ）］…１次波及効果と２次波

　　　　及効果の合計。

　　　　１次波及効果…直接需要によって誘発された県内生産額。

　　　　２次波及効果…県内生産額増加による雇用者所得や企業所

　　　　得の増加が消費や設備投資を経て誘発する県内生産額。

（注４）経済波及効果（ｉ）＝［（ｅ）＋（ｆ）］

（注５）誘発倍率（ｊ）＝［（ｉ）÷（ｅ）］

（注）第５表の一人当たり消費額（ｄ）

　　　＝｛（ｂ）×（ｋ）＋（ｃ）×（ｌ）｝÷（ａ）



３．瀬戸田町における観光消費効果

　平山郁夫美術館オープンからこれまでの瀬戸田町内における観光消費額（直接需要額）

を推計すると約４８億円となった（第７、８表）。
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Ⅴ．美術館運営における今後の課題

　最近の観光客の動向や今後の社会・経済情勢の変化などを勘案し、美術館運営におけ

る今後の課題について検討を行った。

１．少子高齢化の進展・人口の減少

　国の推計では、広島県の人口は２０３０年には現在より約３０万人減少し、高齢化率は３０％

に達する。今後は都市部への人口集中が進展し、地方では定住人口や交流人口の減少も

予想される。

２．観光旅行の多様化

　最近では職場等の団体旅行が減少傾向にあり、宿泊観光旅行における個人型旅行への

シフトが顕著となっている。また、利用する交通機関も、鉄道から自家用車へとシフト

している。

３．しまなみ海道の全線開通

　２００５年度末にもしまなみ海道の生口島内区間が開通する予定であり、これまで瀬戸田

町内の一般道を通行していた観光客の素通りも懸念される。

Ⅵ．今後の美術館運営の方向性

　以上をもとに、今後の美術館運営の方向性について検討を行った。
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第７表  瀬戸田町内における観光消費効果 第８表  瀬戸田町内における一人当たり観光消費額



１．地域における文化の向上への貢献

　平山郁夫美術館ではオープンからこれまでに、瀬戸田町の人口の１�７倍に当たる１６千

人が町民招待券により入館している。今後も、町民招待券の配布を継続し、町民に親し

まれる美術館として運営していく必要がある。また、文化に関する講演会やイベントな

どの開催により、観光客と町民がともに文化・芸術に親しむことができる機会を用意す

ることが考えられる。

２．次代を担う子供達への文化普及活動の促進

　平山郁夫美術館にはオープンからこれまでに、修学旅行や遠足あるいは家族連れなど

で数多くの子供達が入館している。次代を担う子供達に文化や芸術に親しんでもらう事

も、地域における美術館の重要な使命ではないだろうか。

　倉敷市の大原美術館では、参加・体験型の子供向けイベントを実施している。平山郁

夫美術館でも、夏休み期間の子供向けイベントや企画展における子供向けの解説なども

検討する必要がある。

３．ＰＲの強化

　今回のアンケート結果では、「ツアーにあらかじめ組み込まれており、瀬戸田町に来

てはじめて美術館の存在を知った」という回答も多くあった。しまなみ海道の島内区間

が開通し単なる通過地域になる前に、美術館の存在自体のＰＲや企画展の案内など、テ

レビや新聞等を通じて積極的にアピールしていく必要がある。

　また、情報化が急速に進展するなか、今後はホームページや電子メールなどインター

ネットを利用したＰＲの重要性が高まることが予想される。メーリングリストやメール

マガジンなどで、新たなファン層の取り込みやリピーターへの情報提供の充実も検討す

る必要がある。

４．収蔵作品・企画展の一層の充実

　今後も引き続き収蔵作品の充実に努めることが重要であり、平山郁夫美術館にわざわ

ざ来なければ観ることができない珠玉の作品を所蔵・展示することが、入館者の増加に

つながるものと思われる。

　また、個人の観光客が増加傾向にあるなか、平和など広島ならではのテーマを設定し

た企画展の開催やストーリー性を持った展示などにより、多様化するニーズに対応して

いく必要がある。

５．他の観光施設等との連携強化

　急速に進展する高齢化や人口の減少、しまなみ海道の全線開通や特別割引通行料金の

終了など、瀬戸田町の観光産業には今後のマイナス材料が多い。
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　自家用車を利用した個人旅行の観光客を瀬戸田町に呼び込むためには、目的意識をもっ

てインターチェンジを降りてもらうことが必要になってくる。

　近隣の大三島町では、温浴施設の「マーレ・グラッシア」や「伯方の塩大三島工場」

など新しい観光施設がオープンし、利用者数も増加している。また、大三島美術館では

マーレ・グラッシアとのセット券を発売するなど観光施設間の連携も進みつつある。

　平山郁夫美術館が入館者の増加を図るためには、地元はもとより他の集客力のある施

設などとの広域的な連携により、観光客にとって魅力ある観光ルートを整備し、積極的

にＰＲしていく必要がある。

　例えば、以下のような連携やＰＲの方法が考えられる。

　�近隣の耕三寺や大山祗神社等との共通割引券の導入による日帰り客の誘引

　�旅行代理店などとの提携による宿泊客向け周遊ルートのＰＲ

　�道後温泉の旅館や広島―松山間のフェリー航路などを組み込んだ周遊ツアー

　�大原美術館・ふくやま美術館・当館などを巡るツアー、

　など

　なお、近隣の飲食店や温浴施設などとの提携により、若い女性など新たな顧客層を開

拓する取り組みも必要と考えられる。

６．ソフト面の一層の充実

　平山郁夫美術館ではオープン以来、職員の育成に力を入れている。美術館では、喫茶

室における落ち着きのある雰囲気作りや展示作品や地元についての説明など、職員のき

め細かな対応が求められる。

　今後も、引き続き人材の育成に努め、入館者の満足度を向上させることで、リピーター

の増加につなげていく必要がある。

　また、平山郁夫美術館ではスロープや身障者用の駐車場・トイレなどが設置されてお

り、車イスなどでの入館者も多い。今後、一層のバリアフリー化を促進するとともに、

説明文の文字の大きさや文章などを工夫することで、多くの人に分かりやすく親しみ易

い美術館づくりを進めていく必要がある。

おわりに

　今回の調査では、地域における美術館の現状を把握するとともに、経営面における課

題や今後の方向性について検討を行なった。しまなみ海道沿いの１施設を事例にした調

査ではあるが、地域における観光施設に共通した課題や目指すべき方向性が多くあった

ように思われる。個々の観光スポットの魅力を高めることも重要だが、施設同士の連携

を進めることにより、しまなみ海道沿線がより魅力的な観光地となることを期待したい。
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はじめに

　平成１１年度に中心市街地活性化基本計画を策定した下関市は、今年度から中心市街地

活性化推進室を設け、下関商工会議所内のＴＭＯと連携し、市街地の整備改善・商業等

の活性化を推進する体制を整えた。６月には中心市街地活性化推進協議会を立ち上げ、

初会合を開いたところである（中心市街地活性化に関する組織は図－１の通り）。
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グリーンモール商店街活性化とリトル釜山の街づくり

財団法人　山口経済研究所　
�調査研究員　山　　本　　克　　也

図－１　中心市街地活性化に関する組織



　また今年４月、下関市から���（街づくり機関）に認定された下関商工会議所は、

���構想にもとづいた事業のひとつとして、グリーンモール商店街を国際色豊かな通

り（韓国を中心としたアジアの下町情緒がイメージコンセプト）として整備しようとし

ている。

　そのグリーンモールでは、昨年と今年の１１月に「リトル釜山フェスタ」が開催され、

多くの市民で久しぶりに賑わった。計画・実行した地元商店主らは、この街のポテンシャ

ルを再認識し、商店街活性化や街づくりに関して、「自分達でもやればできる」、「やる

なら今しかない」といった気運が高まっている。

　そこで今回は、商店街活性化と街づくりの観点から、グリーンモール商店街をリトル

釜山として活性化させることの意義を明らかにするとともに、その可能性について考え

てみたい。

１．グリーンモール商店街活性化

�１ 　グリーンモール商店街の経緯・現状

　グリーンモールは戦後、線路の跡地にできた闇市からスタートした。そして、１９７６年

９月１５日、下関駅周辺の都市改造（再開発）事業として、駅東側広場前から上条交差点

までの延長６００ｍ、幅員２０ｍの幹線街路を整備する目的で、買物公園通り（グリーンモー

ル）が完成した。完成当時、市民の間では、非常にユニークな通りができたと評判にな

り、近郷の市町村はじめ広範囲から家族づれを含めた買物客が訪れるようになった。

　しかし、シーモール下関が１９７７年１０月２１日にオープンすると客足はダウンし、以降中

心商店街としてのパワーを失ってしまった。

　現在のグリーンモール商店街は、韓国食材・韓国衣料を販売する小売店舗や韓国料理

店などが多数集積している。そこで前述の通り、下関商工会議所が中心となって、韓国色

を前面に打ち出した街づくりを行ない、他都市との差別化を図ろうとする動きが出てきた。

　ところが一方では、こうした動きに異議を唱える人がいるのも事実である。この問題

に関しては、未だに商店街内部あるいは地域住民のコンセンサスが得られておらず、今

後の紆余曲折が予想される。

　こういった現状を踏まえながら、本レポートでは「リトル釜山」をキーワードに話を

展開していくことにする。

�２ 　リトル釜山とは

　「リトル釜山」と聞いて、ロサンゼルスの「リトルトーキョー」を思い浮かべる人も

いるかもしれない。「リトル釜山」とは文字通り、小さな釜山ということで、下関市と

釜山広域市の結びつきを考えれば、割と簡単にイメージできる。

　下関市と釜山広域市は１９７６年１０月に姉妹提携の調印を行なった。両市の間では各種民
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間団体による姉妹関係の提携も多く、経済、文化、教育、スポーツ、行政など幅広い分

野において、非常に活発な交流を推進している。

　また、関釜・釜関フェリーの毎日運航によって、人と物の流れが常にあることも両市

の結びつきを強くしている。さらに、グリーンモールがある下関旧市内には、在日韓国・

朝鮮人の人々が多く住んでいる。

�３ 　リトル釜山フェスタ

　このような中、両市の姉妹都市提携２５周年を記念して、昨年の１１月２３日に「第１回リ

トル釜山フェスタ」が、グリーンモール自治繁栄会と下関商工会議所の主催によって開

催された。約５００ｍしか離れていない大和町が会場である「下関さかな祭り」と同日開

催したことも集客力のアップにつながり、午前１１時から午後３時の間、歩行者天国にし

た商店街には約２万人の市民・観光客が訪れた。

�
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図－２　グリーンモールの韓国関連商店マップ



　同フェスタは、韓国のもち（トック）まきでスタートし、通りの特設ステージでは山

口朝鮮歌舞団の韓国伝統舞踊や下関朝鮮初中級学校の生徒によるカヤグン（琴）演奏な

どが披露された。また、キムチとチヂミの無料プレゼント、下関チング会（下関の日本

人、在日韓国人、在日朝鮮人の交流・親睦団体）のふぐチゲ鍋の無料配布があった。さ

らに、グリーンモール商店街や釜山広域市を紹介する写真パネルの展示、韓国民族衣装

（チマ・チョゴリ）の展示・試着のコーナーも設けられ、通りは一日中、「リトル釜山」

と呼ぶにふさわしい熱気と活気に包まれた。

　このイベントは、グリーンモール商店街活性化に一役買い、地元市民に同商店街のイ

メージを改めて強く印象づけることに成功した。成功の裏には様々な要因があったと考

えられるが、ひとことで言えば、地元に「リトル釜山」を具現化できる潜在的能力があっ

たから、ということである。

�４ 　リトル釜山化の意義

　グリーンモール、ひいては下関市が保有する潜在的能力を顕在化させ、商店街活性化

の起爆剤と成り得るものがリトル釜山化にほかならないと考える。そして、グリーンモー

ルのリトル釜山化は、単に一商店街の活性化にとどまらず、下関市の中心市街地活性化

にも大きな役割を果たしていくものと考えられる。次章では、グリーンモールのリトル

釜山化の可能性を探るために、����分析を試みることにする。

２．リトル釜山化の課題と方向性

�１ 　グリーンモールの SWOT分析

　まず、リトル釜山化する場合のグリーンモールについて、����分析（強み（�）－

弱み（�）、機会（�）－脅威（�））をしてみると、以下の通りとなる。
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表－１　韓国朝鮮国籍外国人数

表－２　関釜・釜関フェリーの輸送実績の年次推移

１９７０年６月　営業開始

１９８８年８月　完全毎日運航

　　　１６年目に累積赤字解消

１９９０年１２月　カメリアライン就航

１９９１年３月　ビートル就航

１９９５年　　　韓国が海運自由化

１９９８年８月　はまゆう就航

２００２年５月　星希（ソンヒ）就航

２００２年１０月　銀河（ウンハ）就航



　このように、内部環境である強み－弱みと外部環境である機会－脅威は相互に関連し

合い、リトル釜山化の方向性に対して、微妙に影響を及ぼしていることがわかる。
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表－３　下関市中心商店街別店鋪数・空き店鋪率（２００２年３月）

表－４　外国定期航路３社比較表



　次に、����マトリックスの前段階として、グリーンモールのリトル釜山化の基本的

な方向性を考察してみると、以下の通りとなる。

　最後に、����マトリックスから考えられるリトル釜山化の方向性を示すと、以下の

通りとなる。
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�２ 　分析結果

　以上のように、����マトリックスから導き出されるリトル釜山化の方向性は、①景

観整備・空き店舗対策事業の実施、②「リトル釜山フェスタ」の継続実施の二点に集約

される。

　そしてこれから、強みの活用および弱みの克服による韓国ブランドの強化と街のイメー

ジの固定化を進めるうえで、この二点は絶対に必要となってくる。また、最悪シナリオ

を回避するうえでも、この二点を確実に計画・実行していくことが求められる。

３．リトル釜山の街づくり

�１ 　全国の代表的なコリアタウン

　全国で代表的なコリアタウンと言えば、大阪の御幸通りと鶴橋、東京の上野、新大久

保、川崎のセメント通り、神戸の長田区などがあげられる。各地域でコリアタウンづく

りを進めているのは、主として在日二世、三世、四世の人々である。

　つづいて、これらのコリアタウンを参考にして、下関独自のリトル釜山の街づくりを

考えてみることにする。

�２ 　景観整備・空き店舗対策事業の実施

　日本から韓国に行って街を歩いた時、最も目につくのは、やはり〇、□、─、│の組

み合わせからなるハングル文字である。韓国に来たという実感が湧いてくる。リトル釜

山を標榜するのなら、まず最初に、ハングルの案内板や看板をグリーンモール界隈に増

やすことから始めよう。

　つぎに、大阪の御幸通りや川崎のセメント通りに設置されているような韓国風の楼門

や街灯等により、韓国・釜山の下町情緒を演出するなどの工夫も必要になってこよう。

　そして、空き店舗に家賃補助などの優遇措置を行ない、下関市内に散在している韓国

関連商店の集積をさらに進めるとともに、インターネットカフェやミニモールなどの若

者向け店舗の新規出店を促進したい。東京の新大久保には韓国の音楽��やビデオソフ

ト、書籍、雑貨などを専門に置いている店もある。

　その他に空き店舗や人材を利用して、手づくりキムチ教室や韓国家庭料理教室を定期

的に開催するなど、集客プラス認知度アップに向けた仕掛けづくりについても考えてみ

たい。

�３ 　「リトル釜山フェスタ」の継続実施

　昨年の「リトル釜山フェスタ」は、市や商工会議所などの支援があって、はじめて実

現できたものである。このイベントが毎年開催され、市民や観光客に定着していくため

には、関係機関による継続的支援はもとより、地元商店主らの積極的な取組が絶対的条
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件となる。

　今年も昨年同様、１１月２３日に「下関さかな祭り」と同日開催という形で、「第２回リト

ル釜山フェスタ」が開催された。韓国伝統舞踊他、キムチづくりの実演教室もあり、約

２万５千人の人出があった。来年の第３回までは、資金的にある程度目途が付いたとい

うことであるが、それ以降どうなるかの見通しは立っていない。

昨年、今年と実施して成功体験がいかに大きいか、そして、次を目指す力となるかを多

くの関係者が感じ取ったはずである。今年の成功が来年に、来年の成功が再来年につな

がる。そのことによって、市や商工会議所、民間団体などの協力のもと、毎年開催でき

るような基盤・仕組みが地元に形成されていくのである。

�４ 　マスメディアの活用

　上記の二点以外に、リトル釜山の街づくりを強力に推進する手段のひとつとして、新

聞、テレビ、ラジオ、映画、雑誌などに代表されるマスメディアの活用が考えられる。

幸い先日、新聞で報じられた通り、下関市と釜山広域市を舞台にした映画「チルソクの

夏」（佐々部清監督・下関市出身）が来年夏に公開予定で、下関・釜山両市でのロケも

あるという。このような機会を通じて、グリーンモール、あるいは下関に対してのリト

ル釜山というイメージが、全国の人々に広がっていくことを期待したい。

おわりに

　下関市の中心市街地活性化のためにも、グリーンモール商店街を活性化させたい。そ

んな熱い思いを持った人は地元にたくさんいる。しかし、なかなか具体化されなかった

のは、その思いがひとつにまとまらなかったためである。

　下関���構想においてのグリーンモール商店街の目指すべき方向性が明確になった今、

グリーンモール商店街をリトル釜山として活性化させることは、下関の街そのものの魅

力をアップし、市全体の発展につながっていくものと考える。

　そして今後、ここ下関において日本人と在日コリアンの関係に良い変化が生じ、国籍

や民族の違いを超越した「下関人」の時代がやって来ることを切望する。

　さらに長期的な視野に立てば、日韓にとどまらず、中国も含めた日韓中の交流拠点と

して、下関を活性化させることも可能であり、その試金石として、グリーンモールのリ

トル釜山化を位置づけることもできよう。

　そういう意味で、国際商業観光都市、アジアへ開かれた窓口、などといったキャッチ

フレーズにふさわしい下関へ発展する第一歩が今まさに、踏み出されたところであると

言えるのではないだろうか。

以　　上
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はじめに

　現在、いわゆる地域とそこでの農業・食料との関係は、���発足以後の農産物の一般

的な自由化の開始以後、それまでの状況とは、安全性、自給率、担い手の高齢化の進行

などさまざまな面で大きな違いを見せてきている。この中での大きな変化は二つある。

第一に、農林水産省発表２００２年４月の「「農」と「食」の再生プラン」が代表的に示すよ

うに、食料・農業に関する制度がそれまでの農業生産重視から消費まで、いわゆる川上

から川下までの食料の流れに重点を動かしたことである。第二に、１９９９年の新農業基本

法にみられるように、全国一律の農業スタイルの追求から地方それぞれの特色にあった

農業スタイルの追求へと大きく変わったことである。

　このことは、地方分権改革推進会議の２００２年１０月発表の「事務・事業のあり方に関す

る意見―自主・自立の地域社会を目指して―」の中での

「補完性の原理」「自主・自立の地域社会性」という方向の

流れで大きな意味で追認されたといえる。

　この中で、地場生産・地場消費（以降、地産地消と略）

は、生産者と消費者との顔の見える関係とそれに伴う安全

性と信頼性の確保という点で現在、多くの地域、��、���

等で取り組まれている動きの一つであり、上記の流れを象

徴するものの一つである。

　本論では、この流れを受け、前提となる制度的な流れを

整理した上で、島根県�町を例に取り、地方自治体が実

際、どのような地産地消に関する政策を構想し、それがど

のような影響を地域社会／経済に与えるかを検証する。
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国際化時代における自治体での農業政策について
――島根県�町農業政策における地産地消モデル構築への模索――
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１．�地方自治制度・農政の変化と地方自治体にもとめられる役割の変化

�１ 　地方自治制度～「事務・事業のあり方に関する意見」（平成１４年１０月　地方

分権推進会議）

　地方分権会議は、地方分権一括法（平成１１年度）の後を受け、今後の、国と県、市町

村との関係を以下のように提言し、補完性の原理の前面に押し出し、より地域の主体を

求めてきている。

�２ 　国レベルでの農政における地方自治体の位置付けの変化（表１）

　農業基本法（昭和３６年）では、地方公共団体の責務という項目はなく、ただ、国を大

きな柱として、その骨格が形成されていた。しかし、食料農業基本法（平成１１年）では、

地方公共団体の責務と「基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切

な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた

施策を策定し、及び実施する責務を有する」という項目が加わり、より、地方公共団体

の自主性・自立性が協調された。

�３ 　まとめ

　地方自治制度そして、農業制度の変化のトレンドとしても、地方自治体の主体性が大

きく求められている。
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○　「補完性の原理」に基づく国と地方の役割の適正化

　　　⇒ナショナル・ミニマムの達成から地域が選択する地域ごとの最適状態

　　　（ローカル・オプティマム） の実現へ

○　地域における行政の総合化の推進　○　地方の創意工夫の発揮と知恵とアイディアの地域間競争

○　 地方における自立的な財政運営が可能なシステムの形成

　　　⇒受益と負担の関係が明確な仕組みを作ることが必要

○　国の決定についての地方の参画の確保　○　自主・自立の地域社会の形成

○　分権型行政システムへの転換に向けた国と地方の意識改革が重要

改革の方向性（地方分権推進会議）

●　地方分権の進展

●　補完性の原理の強調

●　農政における地方公共団体の重要性の増大

まとめ　
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２．島根県�町農業現状と課題

�１ 　H町の現況

　�町は、出雲平野のほぼ中央に位置し、島根県の中では、珍しく、比較的平野部が多

い地形をしている。

�２ 　H町農業の状況（JA・農家所得・流通構造）～町外中心の出荷構造～

　基本的に、水稲とタマネギ・キャベツがおもな作物であり、それぞれ県内ではトップ

クラスの生産量・高を誇る。以下、��・農家所得・流通構造の状況について述べる。

　①　JA《減少傾向にある取扱い量》

　取扱い量は、平成４年度の約４�５００ｔから減少と増加を繰り返しているが、全体として

は減少傾向にある。取扱い金額は、平成５年度の約６億５千万円をピークに減少傾向に

ある。
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表２　JAの動向



　②　農家所得

　�町の農業の構造は、農業粗生産額から見ると、耕種特に、米と野菜を中心としたも

のとなっている。ここ１０年の流れから見ると、平成６年の約６０億を頂点として、現在で

は約４０億円台にあり、停滞気味であるといえる。同様に、一戸あたり農家所得の最近は

伸びなやみを見せている。耕種の中の割合をみると、米と野菜・花卉を中心としたもの

になっている。

　③　流通　《７０％以上を占める県外出荷》

　��の出荷状況を見ると基本的に圏外市場に大きく依存した構造になっている。出荷量

の７２％が県外、地元出雲圏域への出荷は１５％。出荷額の６１％が県外、地元出雲圏域は

１８％。出荷量と出荷額で、県外のシェアを比べると出荷額で１１％少なくなっている。
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表３　動向一般について



�３ 　農業政策の流れ

　�町は、平成６年以降、農業経営基盤整備の強化の促進に関する基本的構想（平成６

年）に基づき、圃場整備をはじめとした、農業基盤事業を進展～圃場事業、国営かんが

い排水事業を展開してきた。　また、農業生産のマスタープラン的な計画として、アグ

リプラン２１の制定（平成９年）を行った（図１）。役場ヒアリングによると、この大き

な方向性の中で、現在問題になっているのは、特産品開発である。平成９年以降の農業

を取り巻く環境の大きな変化の中で、計画通りに行っていない。その他は、比較的順調

に展開している。現在、これらの問題を踏まえた上で、新しい計画を模索中である。
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表４　JAの動向



まとめ

　これまでみてきたように、�町の農業は、米と野菜に特化し、また、町外に多く出荷

する構造をとってきたため、現在の環境の変化の中で、非常に厳しい状況におかれてい

る。そのため、町の農業政策も大きな変革が必要とされている。
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図１　「アグリプラン２１」基本方向

図２　現状と課題　フロー



３．�町農業政策の展開

　現在、これまでの分析から、�町は新しい農業に関するマスタープランを策定中であ

る。現時点での特徴は、以下のとおりである。

　①　穀物・野菜を中心とした食料自給率調査の実施。

　　・　統計上の値と実態的に流通している値を算出することで町内農産物市場の試算

　②　ヒアリング・統計等を使用した幅広い調査の実施

　③　消費・流通・生産の幅広い関係者があつまった検討委員会の実施

　本論では、現在、策定中ということもあり、①の食料自給率調査を中心に述べる。こ

のような食料自給率の算定は、技術的に妥当なものを算出することが困難なこともあり、

非常に特色あるものである。また、策定後もワーキンググループをつくり、その中でプ

ロジェクトを実施する予定である。この点もまた、特色あるものの一つといえる。

�１ 　食料自給率調査について

　暫定ではあるが、今回の策定式については、消費量を生産量で除したもの（表５参照）

を設定している。国レベルでは、食料自給率はほぼすべての農産品において実施されて

いるが、町村レベルで実施するには様々な問題がある。そのうちの一つが消費量・生産

量とも正確な量がないことである。消費量は国の貿易統計・食料需給表から算出するこ

とで代用した。しかし、生産量に関しては、実態はヒアリング等でカバーできるが、統

計値に関しては、食料自給率を試算すると、多くのものが１００％越えるなど妥当性に問題

があるように思われる。この問題については、今後、土地の利用区分に合わせたパネル

調査を企画し、補正する予定になっている。

�２ 　試算結果について～他調査との関係について（表６参照）

　現段階では、データのあつまりの都合上、名目的食料自給率がしか出ていない。この

数値の妥当性については、多少問題があるが、それでも、特産品とそうではないものの

差がきわめて大きいことを指摘できる。実態的食料自給率については、市場関係者・小

売店バイヤーなどからのヒアリングなどの結果から以下のようなデータが現状では浮か

び上がっている。

　実態的食糧自給率（穀物を除いて）…５％～１０％程度　　　　　　　　　　　　　
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４．�町農業政策の今後地域に与える影響について

　これらの食料自給率調査等から形成される今後の農業政策は、想定だが、以下のもの

があげられる。

　①　小生産地の形成とネットワーク化による地元小規模農産物の生産拡充

　②　消費・流通・流通までの関係者の連携強化

　③　上記二つの結果として、学校給食等など食農教育・環境教育など

　これらのことは、地域社会にとって以下の影響が与えると考えられる。

　①　高齢者等を中心とした小規模農家の生き残りの可能性の増大

　②　市場の変化に強い農業モデルの構築

　③　連携の強化による食物に関する安全・安心感の増大

まとめ

　本論では、島根県�町の事例から地方自治体でのあたらしい農業政策の検討してきた。

この�町での模索は、これまでの大規模化をすすめてきた農業政策をより多様化し、地

域自らの特性に合った農業モデルを構築する一つの事例として大きなものの一つと考え

られるであろう。
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はじめに

　「産業観光」とは、文字通り産業を観光資源と見立てて産業に関連した施設などを観光

の対象にするものである。具体的には、地場産業や大手企業の工場見学、伝統工芸の見

学や体験、産業遺産の見学などが挙げられる。

　産業観光の目的として、企業のイメージアップや製品のＰＲ、産地からの情報発信、

観光振興やまちおこし、産業遺産の保存活動などが挙げられ、その取り組みによって地

域全体の活性化が期待されている。

　全国の動向をみると、名古屋を中心とする中京圏では、９６年３月から「産業観光キャ

ンペーン」を展開し、産業文化財の育成・保存・展示・公開、モデルコースの設定、「産

業観光のしおり」の作成などを実施しており、２００１年１０月には、「産業観光サミット��

愛知・名古屋」が開催された。サミットでは、１０月２５日を「産業観光の日」とし、「産

業観光推進宣言」が採択された。また、北九州市では早くからホームページで産業観光

施設の紹介をしており、浜松市ではオートバイや楽器などの産業を活かした取り組みを

行っている。これらの他にも各地でさまざまな取り組みが行われており、産業観光は今

や全国的な広がりを見せている。愛媛県内でも、ここ数年、自社の工場などを観光資源

として活用する「産業観光施設」のオープンが相次ぐなど、注目度が高まっている。以

下、愛媛における産業観光の現状と今後の課題について考えてみたい。

１．愛媛の産業観光の現状

�１ 　９８年以降注目高まる

　愛媛県内で産業観光について注目されはじめたのは、９８年に工場見学システムが整備

されたアサヒビールの四国工場が西条市にできてからである。その翌年の瀬戸内しまな

み海道開通に合わせ、造船所の進水式見学会などが行われたことも拍車をかけたようだ。

さらに最近では、タオル業界のセーフガード問題など産地の地盤沈下が危惧される中で、

産地からの情報発信や、より消費者に近づくために産業観光の取り組みが活発化してい

る（表－１）。
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愛 媛 の 産 業 観 光

株式会社　いよぎん地域経済研究センター

�主任研究員　松　　尾　　明　　彦



�２ 　東予地区に多い産業観光施設

　愛媛県内にはどのくらい産業観光施設があるのだろうか。工場、伝統工芸、産業遺産

など、産業について見学・体験・学習ができ、対象を特定せず、パンフレットやガイド

ブックなどで広く一般にＰＲしている施設をカウントしてみたところ、約６０施設が確認

できた（図－１）。施設の分布をみると、東予地区に最も多く全体の約６割が集中して

おり、次いで中予地区、南予地区の順となっている。

　地区別の特徴をみてみると、東予地区では、タオルなどの地場産業の工場や別子銅山

関連の産業遺産を活用したものが多く、大型施設も多い。中予地区では、砥部焼や伊予

かすりなどの伝統工芸関連の施設、南予地区では、蒲鉾や真珠など特産品関連の施設が

代表的である（表－２）。
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表－１　愛媛における産業観光の最近の主な動向

図－１　愛媛の産業観光施設マップ 表－２　産業観光施設の地区別の主な特徴



２．東予地区の産業観光への取り組み事例

　愛媛県内では東予地区に産業観光施設が多いが、中でも今治と新居浜では、それらを

観光振興やまちづくりに活かそうとする取り組みが活発化している。また、２００１年５月

に発足した５つの大型施設の広域連携も注目されている。

�１ 　地場産業見学がメインの今治地区

　今治は「タオルのまち」「造船のまち」として知られている地場産業のまちである。

そのため、タオルの工場見学や造船所の進水式見学が産業観光の中心である。

　①「タオルのまち」をアピール

　～大型複合施設は高い集客力～

　今治市では、産業の活性化をまちづくりと結び付けた「ファッションタウン構想」を

掲げ、産業観光に力を入れている。その取り組みもあって、ここ数年タオルメーカーの

工場見学受け入れが増加しており、最近では工場併設の「工房ショップ」開設の動きも

活発化している。ただし、工場の中には、駐車場が狭い、土日が休業、事前予約が必要

といったものもあり、集客を増やすのはこれからの取り組み次第である。

　一方で、２０００年にオープンした大型施設「タオル美術館ＡＳＡＫＵＲＡ」は、タオル

製造工程の見学施設に加えて、タオルを中心とするショップや一流の飲食施設を館内に

設置し、大きな集客力を発揮している。「タオル産地としての情報発信」を目的として

観光に軸足を置き、土日も営業しており、広い駐車場を設置している。このため、週末

の行楽客も気軽に立ち寄ることができる。美術館や飲食・販売施設などとの複合化によ

りさらに魅力を高め、集客に成功している事例といえる。

　②「造船のまち」をアピール

　～全国的にも貴重な観光資源～

　進水式見学会は、しまなみ海道開通時の地元造船会社数社によるイベントとして期間

中（９９年４～１０月）計１４回実施された。募集人数１�３００人に対して約３�５００人もの応募が

あり、最終的には募集人数を大幅に上回る約２�５００人を受け入れた。見学者の感想は「感

動した」「すごい迫力だった」など絶賛の声ばかりだったそうである。

　この大好評だったイベントを復活させようと、今治市・今治商工会議所・今治市

ファッションタウン推進協議会が主催者となり、造船会社の協力を得て２００１年度から再

開させた。「造船のまち」のイメージアップのため、各社はコスト負担もいとわず協力

してくれているそうである。しかし、進水式はもともと造船会社と船主のイベントであ

るため見学には企業の協力やコスト負担が必要であること、新造船の建造に合わせるこ

とが大前提であること、見学者の安全確保や見学スペースの面から受け入れ人数に制限

があることなどから、　いつでも実施可能なものではない。　とはいえ、　進水式見学会は全国

的にも貴重な観光資源であり、今治の観光にどう活かしていくかが今後の課題といえる。

― ―��



　これらの今治の事例からは、自然や名所旧跡だけでなく、「産業」も取り組み方次第

で十分観光資源となり得ることがわかる。

�２ 　産業遺産が豊富な新居浜地区

　～市民の産業遺産に対する愛着と誇り～

　現在生産活動を行っているものばかりではなく、過去に活躍していた産業遺産もまた

産業観光の資源となり得る。新居浜は、産業遺産を活用した取り組みとしては全国的に

も先進地とされており、２０００年８月には「近代化産業遺産全国フォーラム」が新居浜で

開催された。

　新居浜地域は「住友発祥の地」として知られており、住友飛躍の礎は「別子銅山」に

よって築かれた。近年、別子銅山をテーマとした「マイントピア別子」をはじめ、旧別

子から四阪島に広がる産業遺産を地域のアイデンティティとして活かして地域の活性化

に結び付けようとする動きが活発化している。８６年、新居浜青年会議所が「産業遺産を

新たな産業創造風土の醸成や都市景観づくりに活かそう」と提言したのがはじまりで、

その後、研究会や関連する市民団体が結成され、市民の産業遺産に対する関心を高めて

きた。現在では、「マイントピアを楽しく育てる会」が結成され、市民がマイントピア

に集う各種イベントが実施されたり、有志がマイントピア周辺のボランティアガイドを

買って出たりしている。こうした市民活動に支えられながら、別子銅山関連の産業遺産

は新居浜観光の“顔”として広く認められている。そして、活動活発化の背景に産業遺

産の所有者である住友グループの果たしている役割が大きいことは見逃せない。現在に

至るまでの産業遺産の維持・保存はもちろん、全国フォーラム開催時にも視察コースの

清掃や現地案内など積極的な協力があったという。「新居浜の産業観光の活発化は市民活

動と企業の理解の賜物」と新居浜市観光協会は高く評価している。

　この新居浜の事例からは、産業の観光資源化のためには、まず地元住民が地場産業や

産業遺産を再評価してその価値を再認識することにより、愛着や誇りを持つことが重要

であるということがわかる。

�３ 　大型施設間の連携

　東予地区では、大型の産業観光施設間の市町村を越えた広域連携もみられる。マイン

トピア別子（新居浜市）、アサヒビール四国工場（西条市）、四国コカ・コーラボトリン

グ（小松町）、タオル美術館ＡＳＡＫＵＲＡ（朝倉村）、日本食研（今治市）の５施設の

連携である。２００１年５月に「えひめ東予産業観光施設連絡会」を発足させ、８月には共同

パンフレットを制作した。２００２年には「特典チケット」を導入し、有料施設の入館料割

引を開始している。

　各施設は、各分野において四国唯一の工場であるなど、それぞれ個性的な魅力がある。

トータルで��すれば、さらに大きな魅力が感じられるはずである。また、この５施設
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は、すべて瀬戸大橋としまなみ海道の中間「瀬戸内周遊ルート」に位置しており、施設

間は遠いものでも車で７０分の距離であり、１日で２～３施設を楽しむことが可能である。

すでに、ある旅行会社では周遊コースに組み込んでおり、ツアールートとしても認知さ

れ始めている。

３．消費者の意識調査

　産業観光についての一般的な意識や行動

はどうなっているのだろうか。四国・山陽

地区の一般個人に対して実施したアンケー

ト結果からみていきたい。

�１ 　産業観光のイメージと関心度

　～「興味がある」は過半数に達せず～

　産業観光についての関心度は、「大いに興味がある」としたのは、全体の１割にとど

まり、「どちらかといえば興味がある」を含めても過半数には達しなかった（図－２）。

一方、３割が「あまり興味ない」「ほとんど興味ない」だった。産業観光に対して一定

の関心は持っているようだが、関心度は必ずしも高いとはいえない。産業観光は、“勉

強になりそう”だが、“難しそう”“堅苦しそう”といった「楽しくないイメージ」で敬

遠されている部分があるのではないだろうか。

　地域別にみてみると、東予地区では中予地区や南予地区に比べて「大いに興味がある」

と回答した人が際立って多い（図－３）。もちろん、東予地区に産業観光施設が多いため

であろうが、新居浜の例でみたような住民の意識の高まりも寄与しているのだろう。
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図－２　産業観光に対する関心度 図－３　産業観光に対する関心度（地区別）



�２ 　観光の際に重視するポイント

　～「見る」「休む」「食べる」が中心～

　産業観光への関心度は必ずしも高いとはいえないが、では、何が観光の中心となって

いるのだろうか。圧倒的に多かったのは、「（自然や名所旧跡などを）見る」、「（温泉な

どで）休む」、そして「食べる、飲む」だった（図－４）。続いて、「（遊園地などで）遊

ぶ」、「買い物する」となっており、産業観光に通じる「（工場見学や歴史などを）学ぶ」、

「（伝統工芸などを）体験する」と答えた人は少数派だった。観光は、高齢化の進展や余

暇時間の増加などにより、従来型の「見る」観光から発展し、「体験する」観光にシフト

していくといわれているが、全体でみると、今のところまだまだ従来型が中心のようだ。

　ただし、年齢別にウェイトをみると、４０歳代、５０歳代と年齢層が高くなるにつれて、

２０歳代、３０歳代で多かった「遊ぶ」が低下する一方、「見る」がさらに高まり、「学ぶ」

「体験する」も高まっている（図－５）。「見る」「休む」「食べる」は各世代共通で重視

されているが、年齢が上がるにつれ、「見る」欲求はさらに高まっていくとともに、「遊

ぶ」志向よりも「学ぶ」志向が重視されているようだ。産業観光施設にとっては、高齢

者層は見逃せない重要なターゲットである。一方で、若年層を取り込んでいくためには

「遊ぶ」といったエンターテインメントの要素も必要といえる。

�３ 　産業観光施設を訪れる目的・動機

　～最も多いのは「ドライブがてら」～

　産業観光施設を訪れる際の主な目的をきい

たところ、最も多かったのは「ドライブがて

ら」だった（図－６）。「近隣の他の観光施設」

や「施設に併設や隣接している飲食・販売施設

など」の回答も多いことから、産業観光施設へ

の来場は、“立ち寄り型”のケースが多いよう

だ。
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図－６　産業観光施設訪れる際の主な目的
（複数回答、上位項目）

図－４　観光の際重視するポイント
（複数回答）

図－５　観光の際重視するポイント（年齢別）



４．今後の発展のために

　産業観光が今後、観光の柱のひとつとして発展していくためには、どのような努力が

必要なのだろうか。施設への聞き取り調査や消費者へのアンケート結果などを参考に考

えてみたい。

�１ 　立ち寄りたくなる魅力ある施設づくり

　まず、「気軽に立ち寄れる」施設づくりが必要である。産業観光施設は、施設によっ

てその設置主体や設立経緯、目的などが異なっている。そのため各施設で集客に対する

意識には自ずと温度差がある。中でも、工場見学型の施設の多くは工場での生産活動が

主体であり、「見学したい人にはどんどん来てほしい」としながらも、事前予約が必要

であったり、土日が休業であったりするなど制約が多い。確かに見学者の安全面の確保

や案内係の配置コストなどの問題もあり、制約なしに見学者を受け入れることが難しい

ところもあるだろう。しかし、“立ち寄り型”のケースが多いことからも、一般の人が

予約なしでも休日でも気軽に立ち寄ることができるようにしていく努力は必要である。

　そして、「立ち寄りやすさ」に加えて「立ち寄りたくなるような魅力」を備えること

も必要不可欠である。アンケートで、「過去に不満を感じた産業観光施設があれば、そ

の時どのような不満を感じたか」をきいてみたところ、「施設自体がつまらない」と回

答した人が半数にのぼった（図－７）。もちろん、「よかった」「おもしろかった」とい

う施設はたくさんある。しかし、来場者を満足させていない施設があることも事実だ。

また、自由意見では、「ハコモノだけでは人は集まらない」といった厳しい意見もあった。

　産業観光施設にとっては、「学ぶ」「体験する」施設の魅力アップに加えて「見る」「休

む」「食べる」施設との複合化も重要課題であり、思わず行きたくなるようなイベント

の仕掛けや演出などソフト面での一工夫、二工夫も求められている。

　例えばありきたりだが、「食べたい」「買い物したい」女性をターゲットにした飲食施

設・販売施設などの拡充や、「遊びた

い」若年層やファミリー層に“遊び

心”や“好奇心”をくすぐるようなイ

ベントを実施することなどは効果があ

ると思われる。加えてリピーターを増

やすためには、ハードあるいはソフト

面で定期的にリニューアルを実施し、

「新鮮さ」を維持していく努力も必要

である。
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図－７　産業観光施設全般に対する不満点
（複数回答）（複数回答）



�２ 　連携強化によるルート化の推進

　アンケートによれば、産業観光が活発化するために重要なこととして、「既存の観光

施設との連携」「テーマ性のあるルートの形成」を挙げている人が多い（図－８）。「学ぶ」

「体験する」に、観光の中心である「見る」「休む」「食べる」をどのように組み合わせ

てルート化していくかが、大きなポイントであるといえる。もちろん集客力の高い“主

役級”の産業観光施設もあるが、そうでない施設もルート観光の“名脇役”になること

ができ、名所旧跡や温泉、飲食・宿泊施設などとの幅広い連携が重要である。ヒアリン

グでも「これからは施設単独ではなく、地域全体を売り込んでいくことが必要」との意

見が多く聞かれた。

　大三島では、伯方塩業大三島工場に隣接して２００１年４月に海水温浴施設（マーレ・グ

ラッシア）がオープンしたが、それ以降、「大山祗神社～マーレ・グラッシア～伯方塩

業大三島工場」という観光ルートができ、同工場では見学者が前年に比べて倍増してい

るという。名所旧跡を「見る」→温泉で「休む（リラクゼーション）」→工場見学で「学

ぶ」がひとつのルートとして認知されて相乗効果が出ている。産業観光施設と他の一般

観光施設とが連携しセットで売り込み、集客に成功している好事例である。

　あと重要であるのは、「教育」との連携である。学校週５日制がスタートし、子ども

たちの余暇時間は増加しており、

総合学習による見学や体験学習の

ニーズも高まっている。地域に根

ざして、地場産業やその歴史教育

の場として施設を活用していく必

要があるといえる。そして、地域

の学校だけでなく、修学旅行の誘

致活動や、大人、特に高齢者層に

対する生涯学習の場としても活用

していくことが望まれる。

�３ 　積極的な情報発信

　産業観光についての取り組みが活発な東予地区の主な施設でさえ、県外はもとより県

内でも知られていないものがまだたくさんある。知名度を上げるには、まず地元住民に

施設やその内容を知ってもらい利用してもらうことが第一歩である。新居浜の例からも

わかるとおり、地場産業や産業遺産が地元住民に再評価され、理解が深まることによっ

て、地域に対する愛着や誇りが芽生えてくる。その結果、地元住民が他地域に対する情

報の発信源にもなり得る。新居浜では高校生がインターネットで別子銅山を紹介すると

いった活動なども出てきている。
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図－８　産業観光活発化のために重要なこと
（複数回答）



おわりに

　産業観光は、企業にとっては自社のイメージアップや製品の��などに有効な取り組み

として重要な位置付けである。また、地場産業などの「ものづくりの現場」にふれ、伝

統工芸の伝承や産業遺産の保存活動などから、地元住民には地域に対する誇りを、観光

客には新しい発見や感動を与えることができる。

　観光の中心が「見る」「休む」「食べる」であることは、今後についても基本的には変

わらないが、高齢化の進展や余暇時間の増加などにより、「学ぶ」「体験する」のウェイ

トは順次高まっていくものと予想される。したがって、各地域が特色を活かした産業観

光活用の取り組みをしていけば、交流人口の増加や地場産業の再生など地域全体の活性

化に結び付くだろう。産業観光は、地域の企業や行政、住民が一体となり知恵と汗を出

し合うことにより、大きな観光の目玉となることも十分可能である。

　幸いにして、愛媛には他に誇れる地場産業や伝統工芸、産業遺産が数多くある。今後

の各地域の産業観光の発展に期待したい。
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序　　文

　我が国の財政をみると、長期の景気低迷を受けて厳しい環境が続く中、従来型の社会

資本整備による景気浮揚効果は期待できない状況にある。一方で、国民は公共事業の効

率性に対し、今まで以上に厳しい目を向けており、国民ニーズの質の高度化に伴い、行

政サイドはよりハイレベルな公共サービスの供給を求められている。

　そのような状況の中、英国で誕生した���という新たな社会資本整備手法が我が国に

も導入された。橋本内閣時の１９９９年９月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律（���法）」を施行後、基本方針やガイドラインを制定し、���導

入に関わる制度面のフレームが整備されつつある。そして、２００２年６月に小泉内閣が示

した「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００２」においても、政府活動の効率化

を通じた高コスト構造の是正に向けて社会資本整備について積極的に民間委託及び���

等の活用を進めることとしており、無利子貸付など様々な支援体制も整備されているこ

とから、県や市など地方公共団体を中心に、���導入の気運が高まりつつある。２００２年１２

月２０日現在、全国で８５件の事業が実施方針の策定・公表に至っており、公共事業費の縮

小・削減の進捗を受けて、財政支出を抑えつつ、より高度な社会資本整備を可能とする

���の事業規模はさらに拡大するものと思われる。

　もっとも、社会資本整備の全てに���を導入すれば、どの事業でも財政支出が抑制で

きるとともに行政サービスの質的向上を最大限図ることができるといった幻想を抱いて

いる向きが少なからず見受けられる。���は万能ではなく、活用方法を誤ると公共資源

の無駄遣いとなり得ることも十分念頭に置くことが求められる。

Ⅰ．���の成り立ち

�１ 　英国で起こった背景

　サッチャー首相（７９～９０年）の就任以前より、英国は、長期的な景気低迷や財政赤字

の拡大により経済活動の疲弊が続いた。そこで、政府は“小さな国家”への転換を目指

し、国有企業の民営化のほか、官から民への権限譲渡などによる効率的でハイレベルな

公共サービスの提供を進めた。そして、９０年に発足したメージャー政権においても、こ

の行財政改革の潮流は受け継がれ、９１年には、行政サービスの基本原則となる市民憲章

― ―��

���が創出する新たな社会資本整備について

財団法人　岡山経済研究所

�調査研究員　阿　　部　　嘉　　徳



（����������	
�������）が発表されたほか、大蔵省では基本概念を標準化するガイドラ

インとして“����������”を制定し、９２年１１月、遂に���の導入を正式発表するに至っ

た。

　次に政権に就いた労働党ブレア首相は、サッチャー、メージャー保守党政権時に確立

された���の導入方針について改善を実施した。９７年、ベイツ報告の作成、翌年、���

推進役として大蔵省内に��������	�
�
������������を組織するなど、���の推進体制に

関する改善は進み、９７年５月の労働党政権発足後、契約件数は著しく拡大した。

　英国における���事業の代表例としては、英仏海峡横断トンネル鉄道やノーザンライ

ン、����（��������	�
���������������）道路、グリンウィッチ学生寮、王立武具博

物館が挙げられ、その他、橋や庁舎、情報施設、医療施設など幅広い事業範囲で実施さ

れている。

　

�２ 　我が国での歴史

　８０年代以降、財政赤字が拡大傾向を続ける中、行財政の抜本的な改革が急務とされた。

８２年の第２次臨時行政調査会が第３次答申で「増税なき財政再建」と方向付け、翌８３年

には、行政改革に関する第５次答申が打ち出され、タテ割り行政の弊害を排除や、可能

な限りの統合・調整、内部部局再編、現業・特殊法人改革、予算・会計・財投改革、行

政事務改革など、多岐に亘り改革の道筋を示した。

　公共投資は、従来、雇用創出や総需要の拡大など、景気浮揚のためのカンフル剤とし

て経済政策に活用されてきた。しかしながら、バブル経済の崩壊後、地価や株価の大幅

な下落による不良債権の激増、総需要の縮小による企業活動の停滞化などを背景に、国・

地方公共団体は、税収減による歳入不足が慢性化するようになり、公共投資に対して、

質や効率性などにおいて、非常にシビアな施策が求められるようになった。そこで、英

国発の公共投資手法の導入が検討され始め、社会資本整備の新たな選択肢として、急速

に日本版���の整備が進められている。
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表１：日本版���の取り組み経緯

総理府内に民間資金等活用事業推進室（���推進室）を設置８月　　１１年通商産業省「民間主導型インフラ研究会」設置１０月平成９年

���法施行９月建設省「民間投資を誘導する新しい社会資本整備検討会」設置１１月

���推進委員会開催１０月自民党「民間資本主導社会資本整備（���）推進調査会」設置２月　　１０年

政府「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する

事業の実施に関する基本方針」公表
３月

　　１２年与党（���）プロジェクト・チーム設置３月

政府「総合経済対策」を打ち出す４月

第６回���推進委員会で「���事業実施プロセスに関するガイドライン」「���

事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」がとりまとまれる
１月

　　１３年第１４２回通常国会に���法当初案提出５月

通商産業省研究会中間報告「日本���の実現のために」公表６月

第７回���推進委員会「���に関するガイドライン」がとりまとまれる７月経済企画庁「���推進研究会」設置９月

平成１３年度第１次補正予算で、地方公共団体が実施方針や���

の検討を行うための調査費用の一部の補助制度（民間資金等活

用事業調査費補助金）が創設され、予算計上される。

１１月

経済企画庁研究会中間取りまとめを公表１月　　１１年

衆議院本会議で���法案可決６月

参議員本会議で���法案可決成立７月

参議院本会議で改正���法が可決成立。１２月���法公布

改正���法公布、同日施行。経済企画庁研究報告書公表８月

※内閣府資料より当研究所にて作成



Ⅱ．���の定義とメリットについて

�１ 　日本版���とは

　���（��������	�
�
����
��������：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、

公共施設等の建設、維持管理、運営等において民間企業の調達資金、経営能力及び技術

能力を活用する社会資本の整備手法である。つまり、公共部門で実施されてきた社会資

本整備を、民間主導で実施した方が効率的・効果的とみなされる事業については���で

実施することで、国や地方公共団体における公共事業のコストを削減するとともに、限

られた財源で最大限の行政サービスを提供するという概念である。

　９９年７月に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（���法）」及び２００１年１２月に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律の一部を改正する法律（改正���法）」を根拠法としており、

２０００年３月に公表された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の

実施に関する基本方針」や、２００１年１月にとりまとめられた「���事業実施プロセスに

関するガイドライン」「���事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」、同年７

月にとりまとめられた「���に関するガイドライン」などが、実際に事業を遂行する際

の細目として打ち出された。

�２ 　���（��������	�
����）の最大化

　���の基本理念である���の最大化とは、「財政資金の最大限の効率的活用」を意味

し、同じレベルのサービスを最小限の財政支出で賄うため、また、同額の財政支出であ

れば、より良質のサービスを提供するという概念で、事業の効率性を計る判断基準一種

となる。社会資本整備を実施する際、従来からの公共事業の手法を用いたケースと、���

による手法を用いたケースとを比較して、���の���（��������	���
��※）が���（�������

���������	
������
※※）を下回った場合に、本事業につき���事業を採択する。���の主
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表３：投下資本の回収方法による分類

独立採算型 

ジョイントベンチャー型 

サービス購入型 

表２：施設の所有形態による分類



な発生要因としては、

　�　大規模事業を一括発注することによるスケールメリット。

　�　民間企業のノウハウ、アイディアを活用した、徹底したコスト削減や効率的運営。

　�　公共と民間で明確かつ適切なリスク分担。

などが挙げられる

　社会資本整備に���を活用する目的は、２００１年７月に制定された「���のガイドライ

ン」に示されている通り、���の最大化による財政資金の効率的かつ効果的な活用に加

えて、公共サービスの質の向上も挙げられている。つまり、���の���が���と比べ

て低廉であるという定量評価だけでなく、長期に亘る事業期間に公共サービスの質的向

上を図れるかという定性評価も、事業提案を選定する際の重要な検討材料となっている。

　
※※
PFI 事業の LCC

　PFI 事業として実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値

　
※※
PSC

　公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込み額の現在価値

�３ 　���を導入するメリット（地公体、企業、市民の立場から）

　我が国における���事業は、制度導入から歴史が浅く、実施案件もまだ少ないため、導

入による明確なメリットを列挙し難い。しかしながら、英国での成功事例や、綿密な

���の算出結果を鑑みると、実現可能と考えられるメリットは少なくない。そこで、発

注元である地方公共団体、全般に亘って事業を請け負う民間企業、そして、それらの公

共施設等から直接サービスを享受する市民のそれぞれの立場からみた導入メリットを挙

げてみた。
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図１：���事業の���について



　国・地方公共団体

　���の基本原則である���の概念を徹底することで、公共投資に係る財政支出の効率

化が期待できる。もっとも、全ての公共事業が既存手法と比べ、必ずしもメリットが発

生するということではなく、事業によっては、���がそぐわない場合もある。

　

　民間企業

　国・地方を問わず、公共事業関係予算の削減が進む中、新規事業の見直しにより、建

設業界やその関連産業は厳しい経営環境を余儀なくされている。そのような状況下、���

手法の導入は、　これまで公共セクターが担ってきた公共事業の設計や建設、　維持管理、運

営などの行政サービスを、民間企業が２０～３０年という長期間に亘り運営していくことか

ら、総需要の縮小が続いている日本経済において、新たな事業機会の創出が期待される。

　

　住民（納税者）

　���は、公共施設等の設計や建設、維持管理、運営を長期間に亘り民間企業が請け負

うことから、民間企業が蓄積しているコスト削減や良質なサービスに関するノウハウ、

創意工夫などを取り入れて事業遂行する。そこで、市民（納税者）は、自らが納めた税

金の最大限の有効活用が成されるとともに、既存手法と比べ、より良質で効率的なサー

ビスを享受することができる。

�４ 　���と第三セクターの相違点

　我が国では、８０年代以降、行財政改革や民活路線を進めていく中、地方公共団体と民

間企業の共同出資による第三セクターの設立が加速し、様々な公共的事業に活用された。

　しかしながら、事業計画や経営見通しの甘さ、景気の低迷による消費の落ち込みなど

を要因として、第三セクターは観光・レジャー開発型を中心に赤字経営を余儀なくされ

ており、２００１年における全国の第三セクターの破綻は２２件にのぼった。岡山県をみると、

岡山空港開発が２００１年２月に民事再生法の適用を申請し（負債総額９９億９０百万円）、県

内の第三セクターで初の破綻となった。
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表４：���と第三セクターの主な相違点

PFI 第三セクター 



　そのような状況で、���のメリットばかりがクローズアップされ、第三セクター方式

を批判的に捉える認識が少なからず見受けられるが、第三セクターの意義、効用に適し

た事業に活用することで、市民に対して最大限の貢献をすることは不可能ではない。つ

まり���も第三セクターもそれぞれ民活の一形態であり、それぞれ最適な事業に活用す

ることが重要である。

�５ 　明確かつ適切なリスク分担

　���事業を実施するうえで発生する可能性のあるリスクとしては、事故や需要の変動、

天災、大幅な物価変動など経済状況の変化などが考えられる。そこで���を最大限活用

するとともに、���事業者と発注者（国、地公体）間のトラブルを回避するためには、

契約締結時に想定されるリスクについて、可能な限り明確かつ適切に分担することが必

要不可欠である。このことは２００１年１月に制定された「���事業におけるリスク分担等

に関するガイドライン」にも記載の通り、リスク分担は想定されるリスクをできる限り

明確化した上で、「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」

との概念に基づいている。

　公共サイドからみると、従来型の公共工事において、負担していたリスクは極力民間

事業者にシフトさせることで、リスクの顕在化による財政支出をヘッジしようとするも

のの、民間事業者に過度のリスク負担を負わせることは、最適な���を達成できず、

���の効用を引き下げることとなる。

　���事業には、形態、方式、規模、種類、民間事業者が持っているノウハウの強み（弱

み）など、様々なケースが存在する。そこで、その選定事業から想定されるリスクを可

能な限り明確化し、各リスクごとの最適な負担者を決めていかなければ、結果的に、���

手法を選択したメリットがなくなることに留意する。

　

�６ 　���の基本原則

　���事業は、公共性のある施設等の整備について、民間の資金や経営能力、ノウハウを

最大限活用し、財政資金を効率的に利用し、適切な運営を実施するため、「���の基本方

針」の中に様々な原則や主義が定められている。

○公共性原則

　���事業の対象は、公共性のある施設等の整備に限定されている。

○民間経営資源活用原則、効率性原則

　���事業は、効率的で効果的な社会資本整備を行い、質の高い公共サービスを提供す

るために、民間企業の資金、経営能力、ノウハウやアイデアなどを最大限活用し、財政

資金を効率的に使用することを目的としている。

○公平性原則、透明性原則

　���事業は、特定事業の選定及び民間事業者の選定においては公平性が担保されると
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ともに、特定事業の発案から集結に至る全課程を通じて透明性を確保することが求めら

れる。

○客観主義

　���事業の実施にあたっては、各事業段階について客観性が求められる。

○契約主義

　公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意については、書面により民間・公共

の担うべき役割、適切なリスク分担等の契約内容を明確にすることが必須となる。

○独立主義

　���事業を担う���は、経理や法人格上で、親会社との独立性が確保されることが必

要である。

Ⅲ．���導入のプロセス

�１ 　標準的な事業プロセス

　���事業の標準的な事業プロセスを図２にまとめた。従来の公共事業のプロセスとの

大きな違いとしては、事業に対して民間企業からアイデアを受け付ける点や、民間事業

者の参入を配慮した実施方針を公表する点、さらに、価格面を定量的に審査するだけで

なく、定性的な面も含めた提案を審査する点であろう。

　官と民が適切なリスク分担について話し合いの場を持つことにより、従来の公共事業

のプロセスより複雑化することは否めないものの、長期間の事業を効率的かつ効果的に

遂行し���の最大化を図るためには、事業評価や細部に亘る交渉、綿密な打ち合わせ、

慎重な提案審査などのプロセスは必要不可欠である。

　

�２ 　プロジェクトファイナンス

　���事業においては、資金調達者の役割を民間側が担っているため、金融機関から大型

プロジェクトに対し巨額の資金を調達しなければならない。従来からの借入方式である
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図２：���事業のプロセス



コーポレートファイナンスによる資金調達は不可能ではないが、���事業においては、

貸手、借手の双方でプロジェクトファイナンスを活用する方がメリットが多いと考えら

れる。

　コーポレートファイナンスは、企業の信用力や資本力、財務内容、保証人資力などを

審査対象とする融資方式である。一方、プロジェクトファイナンスは、ある特定の事業

を実施する会社（���）が親会社とは独立し事業に対して貸付を受ける方式で、以下の

特徴が挙げられる。

　①　プロジェクトファイナンスは、親会社の信用力は影響を与えず、対象のプロジェ

クトの事業価値のみを審査対象として事業者（���）に融資する。

　②　親会社は、事業が破綻し債務不履行に陥っても返済義務はない。

　③　事業活動が産み出すキャッシュフローが償還原資となるため、資金調達力が弱い

企業にとっても事業内容次第で巨額の資金調達が可能となる。

　地価の下落による担保価値の減少を受けて、金融機関は担保第一主義の貸出姿勢から

の脱皮を図りつつある中で、企業のキャッシュフローを償還原資とし、企業信用力では

なく事業に貸出をするプロジェクトファイナンスは、���の発展に伴い、今後、拡大し

ていくであろう。

�３ 　国・地方公共団体の支援体制

　���事業の実施状況をみると、積極的に取り組んでいる自治体もあれば、そうでない

自治体もあり、各地方自治体間で温度差がみられている。背景としては、小規模な自治
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図３：���の基本的な事業スキーム



体では、���導入メリットが十分発揮できるような大型プロジェクトが発生しにくいこ

とや、���についてのメリットは理解しているものの、従来からの公共事業と比べて手

続きが煩雑なうえ、導入の是非を問うために事前に入念な調査・検討を要することで、

自治体に対して新たな財政負担となることなどが考えられる。

　そこで、国・地方公共団体の支援制度を���法に明文化したほか（表５）、２００１年度第

１次補正予算では、地方公共団体が実施方針や���の検討を行うための調査費用の一

部を補助する制度を創設（民間資金等活用事業調査費補助金）した。その後、２００２年度

予算においても、調査や検討に係る費用や設備整備に係る費用などの補助金、日本政策

投資銀行の無利子融資などを盛り込んでおり、���事業の導入検討している自治体を金銭

面で支えると同時に、法制面や制度面などの環境を整備し、導入検討を促している。

Ⅳ．全国自治体の���の取り組み状況～内閣府アンケートより～

　内閣府は２００２年１月、全国の自治体における���事業の取り組み状況を把握するため

アンケート調査を実施した。この調査結果によると、自治体における���の導入可能性

（図４）では、「導入済み、及び既に検討」と回答した自治体は、人口３０万人以上の自治

体では３９％と高いウエイトを占めたのに対し、人口５万人以下の自治体では５％にとど

まり、「しばらく様子を見たい」が大多数を占めた。このことは、①自治体の規模によっ

て、���導入に関する意識の格差が明確になっている、②���事業の事例がまだ少ない

ため、他の自治体が実施した後に、そのメリット・デメリットなどの情報を十分に把握

することが先決と考えている自治体が多い、などの背景が考えられる。

　また、���導入にあたっての課題（図５）を挙げると、トップに「���の行政側の認
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表５：国・地方公共団体の支援



識不足」（７１�７％）で、「行政内の推進体制の未整備」（６１�０％）が続き、「補助金に係る

課題」（２０�５％）、「予算措置等が新たに必要」（１９�５％）、「税制上の課題」（９�９％）など

金銭的課題を挙げる自治体は相対的に低水準となっており、全体では���事業に関する

ノウハウや情報の収集、意識改革が最優先すべき課題としている自治体が多くを占めた。

もっとも、大型プロジェクトが発生しやすい人口３０万人以上の自治体の回答では、「補助

金に係る課題」がトップとなっており、情報収集する体制づくりや���事業を推進する

ための組織整備などの初期段階から、現実的な財政上の問題に及んでいることが窺える。

Ⅴ．岡山県内の���事業

　岡山県の財政状況をみると、起債制限比率が９５年以降、都道府県中で最も高い水準が

続いているほか、経常収支比率も高水準にあるなど、極めて厳しい状況となっている（図

６）。そこで県は、９７年１１月に岡山県行財政改革大綱を策定、さらに９９年１１月には第２次

行財政改革大綱を策定し、行財政改革に

対する取り組みが加速させた。���に関

する動きとしては、２０００年４月の庁内組

織再編で「行政改革・���推進室」を創
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図４：���導入可能性 図５：���導入にあたっての課題

図６：岡山県の財務状況の推移

表６：都道府県別���推進状況

3 岡山県 6件 7兆11百億円（21位） 



設したほか、同年「岡山県版���推進のための実務マニュアル」の策定など、導入基盤

の整備が進められており、２００２年１１月現在における県内の���導入件数（実施方針公表

ベース）をみると、県発注事業が３件、岡山市発注事業が２件、倉敷市発注事業が１件

の計６件と、他県と比して積極的な取り組み状況となっている（表６）。そこで、県内

で実施方針を打ち出した事業について簡単に紹介したい。

�１ 　当新田環境センター余熱利用施設整備・運営���事業（発注者：岡山市）

　岡山市は県内初の���事業として、隣

接する当新田環境センターで発生する余

熱を利用した健康増進施設の整備・運営

事業についての実施方針を２０００年８月に

公表した。本事業は「健康づくりと癒し」

を基本コンセプトに、「地域に調和した健

康的でさわやかな」施設を志向し、市民の

健康増進、リラクゼーション及びコミュ

ニケーションの場の提供、地域の活性化

を図るとともに、余熱を有効活用すること

で化石燃料の消費を抑制し、環境の保護

に資することを目的としている。また本事

業では、経営努力のモチベーションを高

めるため、事業者は集客リターン（リス

ク）を抱えることとしており、サービスの質的向上などによる収益向上が期待できる。

その他、事業の目的から逸脱しないことを条件として、飲食コーナー、フィットネス事

業など、企業からの自由な事業提案も認められており、民間企業のノウハウが活かされ

る部分も盛り込まれている。

�２ 　倉敷市・資源循環型廃棄物処理

施設整備運営事業（発注者：倉敷市）

　県内最大の工業集積地である水島コン

ビナートを抱える倉敷市では、既存の廃

棄物処理施設の老朽化が進んでおり、処

理施設の新設が急務とされていた。また、

２００１年４月、保健所政令市となり、岡山

県から産業廃棄物行政を譲り受けた。そ

こで、厳しい財政状況の中、新たな財政

負担（約３００億円）からの回避から、２００１
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表８：倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設整備
　　　運営事業の概要

表７：当新田環境センター余熱利用施設整備・

　　　運営���事業の概要　　　　　　



年２月、同市は「倉敷市・ごみ処理事業概要書」を発表し、���方式による産業廃棄物

処理施設建設のプロジェクトを打ち出した。

　同施設は、一般廃棄物（可燃ごみ、他のごみ焼却施設で排出された焼却灰、下水汚泥）

を処理すると同時に、①施設規模拡大に伴うスケールメリットの確保、②高カロリーな

産業廃棄物を補助燃料材としての活用し灯油などの化石燃料の削減、③一般廃棄物処理

のコストダウン効果、などを目的として、産業廃棄物を同時に処理する。また、ガス化

溶融炉という高温の焼却炉を設置することで、ダイオキシンの発生も大幅に抑制でき、

通常発生する灰が溶けた後に残る副生成物を建設資材等に活用することが可能となる。

�３ 　岡山リサーチパーク・インキュベーションセンター（仮称）整備等事業

　　（発注者：岡山県）

　岡山情報ハイウエイの整備などで全国屈指の��先進国であり、水島コンビナートなど

生産拠点が集積している岡山県では、地場産業の育成及び新規産業の創出による地域産

業の活性化が急務とされていた。そこで、��関連も含めた基盤的技術産業の育成及び、

それを支える新技術開発を促進し、地域産業の振興を図る目的で、２００１年８月、イン

キュベーションセンターの整備等事業の実施方針を公表した。

　本事業は、通信インフラ整備における優位性や産業集積などの本県の強み・特性を活

かすため、「��」及び「ものづくり」を事業の対象分野として、入居者間のネットワーク

を構築することで、様々な技術の融合による新しい事業の創出も目指している。

�４ 　岡山市東部余熱利用健康増進施設整備・運営���事業（発注者：岡山市）

　岡山市は、市民の健康増進、休養・休

息及びコミュニケーションを図ることによ

る地域活性化と公共福祉の増進、また、

環境保護の観点から化石燃料を抑制する

ことを目的として、岡山市が誘致を進めて

いる工業団地「新産業ゾーン」内に建設さ

れた東備クリーンセンター（ごみ処理能力

が４５０トン／日）から発生する余熱を活用

した温水プールや、温浴施設、会議室など

を建設、運営する事業を���方式にて行

うこととし、２００２年９月、本事業の募集

要項を公表した。
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表９：岡山リサーチパーク・インキュベーション
　　　センター（仮称）整備等事業の概要



�５ 　新総合福祉・ボランティア・���会館（仮称）等整備事業（発注者：岡山県）

　県民総参加のもと、ボランティア、

���、各種団体が手を携えて、多参画社

会の形成を図るとともに、県民と行政が協

働して地域福祉を推進することができる総

合拠点施設を���方式として整備を目指

し、岡山県は２００２年１０月、本事業の実施

方針を公表した。

　本事業は、整備方針で打ち出しているよ

うに、旧建物（旧国立岡山病院）をリ

ニューアルして活用することで、建設廃棄

物の削減による地球環境への負荷軽減を

図っているほか、全国有数の通信インフラ

である岡山情報ハイウエイに光ファイバー

で接続することで、施設全体を高度な情報化対応施設として整備することとしている。

�６ 　岡山県総合教育センター（仮称）整備等事業（発注者：岡山県）

　教育改革による初任者研修制度の全面実施等教員研修の充実が図られたことに加え、

県内の不登校児童・生徒の出現率が全国平均を上回ったことや、急速に高度化している

情報社会への対応など、教育をめぐる諸問題が山積している状況にある。また現在の施

設では、障害児教育に関する専門施設が設置されておらず、老朽化が著しい。そのよう

な背景で、教職員の資質と指導力向上と

学校教育の一層の充実を支援することを

目的として、岡山県は２００２年１０月に、岡

山県総合教育センター（仮称）整備等事業

の実施方針を公表した。
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表１０：岡山市東部余熱利用健康増進施設整備・
　　　運営���事業の概要

表１１：新総合福祉・ボランティア・���会館
　　　（仮称）等整備事業の概要

表１２：岡山県総合教育センター（仮称）整備等
　　　事業の概要



Ⅶ．���定着のための課題と地域での発展について

＜１＞課題について

　�１ 　事業の必要性、優先度

　���は、民間企業が事業の資金調達を行うため、発注者である公共セクターは、財政

支出を分割できるメリットがあるが、このことは財政の繰り延べ支出であり、長期の

負担となることを忘れてはならない。

　自治体は財政難の中、純然たる公共事業である���を実施しながら、財政支出が抑

制できるという点だけに着目し、事業の必要性、優先度についての検討を疎かにして

しまう可能性も否めないことから、不必要な、または優先度が低い事業を闇雲に立ち

上げるような政策は慎み、行政は民間（建設会社、アドバイザー、コンサルタント、

金融機関など）とともに必要性、優先度を十分に吟味しなければならない。

　

　�２ 　���に関する誤解

　上述した岡山県内の事例のほか、全国でも病院、教育施設、官舎など、多くの事業

計画が進められているが、そこで危惧されるのは、���が持つ機能やシステムなどに

ついての把握が不十分な状況で、“���＝財政支出削減”と誤解し、無用な事業さえも

���として実施し、その結果、さらに財政状況を悪化させてしまう点である。社会資

本整備の一手法である���の本来の趣旨は、自治体の財政負担の圧縮ではなく、財政

の有効活用である点を再認識し、事業を進める際には、従来方法や第三セクター方式、

民間委託、完全民営化、独立行政法人設立、アウトソーシングなど、様々な手法の中

から特性に合ったものを選択すべきである。もっとも、手法の採用基準には、���の

最大化や財政の効率化について求められることは当然であるが、その前提として住民

ニーズがあるか否かという点が最も重要である事を忘れてはならない。

　

　�３ 　現行制度上の課題

　公物管理法をはじめとした公的財産に関する法律が存在する中、事業遂行を妨げる

ような規制の撤廃や緩和を盛り込んだ���法が、今後、本来の趣旨通り機能しない可

能性も予想される。また、所有権を保有しているか、抵当権の設定が可能か、などの

点から資金調達面で制約を受けることも想定される。

　一方で、国土交通省は２００２年８月２９日に公表した見解によると、

　

　�　公物管理法における公物管理者に関する規程は、国民等に対し、公物を管理する

最終的な責任を負う主体を規程するものであって、民間事業者への事務委任、一

定の範囲における占有、公物を所有した場合の抵当権設定などを禁止していない。

　�　���事業者が行う公共施設の整備等に関する行為は、あくまで公物管理者との協
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定等に基づく公物管理そのものであり、占用許可や承認工事の承認の為の手続き

は不要である。

　�　つまり、協定等により、公物管理法が���事業遂行の制約にはならない。

　

　このように、���の実施主体である事業者と国との間で見解の相違が窺える。そこ

で、国土交通省が出した見解以外の具体的事例についても、早期に整理していくとと

もに、���事業者の立場を明確にし、法令上・制度上の基盤整備が急がれている。

　

　�４ 　地域経済への寄与

　本県だけでなく、地方共通の課題として���導入目的には地場企業は優先されない

という点がある。���の基本概念は厳格な競争原理に基づいているため、税金を最大限

有効活用することで、地域振興策とは概念が異なる。それは、国内のみならず国外企

業の応募も考えられる。そのため、���の提案、実施・運営に携わることができる企

業は、鉄鋼メーカーや大手ゼネコン、商事会社などが大半を占めているのが現状であ

る。

　

　�５ 　企業の取り組み姿勢の変化

　���法が施行して３年以上が経過し、���に対する参入企業の取り組み方針にも変化

がみられている。施行当初は新たなビジネスチャンスとして、参入企業の積極的に取

り組む姿勢が目立ったが、現在では、建設業など企業の経営環境が厳しくなっている

中、他県では入札件数がゼロとなる案件もみられるなど、プロジェクトの取り上げ要

件が厳しくなっている。

＜２＞県内で���が定着・発展するためには

　���が定着し普及していくためには、解決すべき課題や問題点は山積しているが、我

が国に、���の概念が取り入れられて、　まだ数年しか経っておらず、　短期的な成果のみに

ついて考えるのではなく、　長期的な視点に立って、　その有効性を議論していく必要がある。

　本県は、��関連では全国有数の情報インフラである岡山情報ハイウエイを有している

ほか、新見市では全国初の電子投票を実施するなど、一部の分野で先進的な事例がみら

れている。���に対する取り組み状況をみても、２００２年１２月現在、実施方針を公表してい

る事業は６件と、他県と比べ積極的な取り組み姿勢がみられている。そこで、県内自治

体と民間企業が一体となってチャレンジ精神やバイタリティーの旺盛さを発揮するとと

もに、��関連や「ものづくり」の分野などの強みを十分活かしていけば、地場の優位性

を活かした提案による県内企業の事業参入機会も全くないとは言えず、今後、���が定

着・発展し、地域経済の発展に寄与する可能性は十分にあると考えられる。

　以上
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１．産業支援サービス業の重要性と中国地域における集積状況

�１ 　産業支援サービス業の重要性

①　地域の雇用を牽引する高い成長力

　従業者数が増加しているサービス業の中でも、産業支援サービス業はとりわけ成長

性の高い産業である。その結果、全国における全産業に占めるサービス業の構成比は

１９５０年の９�２％から２０００年には２６�８％（図表略）、サービス業に占める産業支援サービ

ス業の構成比は１９５１年の８�４％から１９９６年には３０�２％に上昇した。

　産業支援サービス業の成長の背景としては、製品の高付加価値化におけるデザイン、

マーケティングなどのサービス部門の重要性の高まり、総務や経理などの社内業務の

アウトソーシング需要の拡大、情報通信分野のイノベーションによる関連産業の創出

などが挙げられる。

　近年は「他に分類されない事業サービス業」（ディスプレイ業、労働者派遣業など）

や「ソフトウェア業」、「建物サービス業」、「その他の専門サービス業」（経営コンサ

ルタント業、機械設計業など）の伸びが大きい。サービス業における従業者数の増加

上位１０業種（増加寄与率順）のうち、産業支援サービス業が半数以上を占めている。

また、企業経営を対象とした「事業サービス業」や、専門的な知識をもとにサービス
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中国地域の産業支援サービス業の現状と課題

社団法人　中国地方総合研究センター　
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サービス区分別従業者数と構成比の推移（全国）



を行う「専門サービス業」の分野で“他に分類されない”、“その他”といったカテゴ

リーに属する業種が拡大していることから、これらの分野で新しいタイプの事業が多

数創出されていることが窺える。

②　地域の基幹産業である製造業の高度化に対する支援

　地域の基幹産業である製造業の競争力強化を図る上で、これらをサポートする設計、

デザイン、ソフトウェア、試験・検査などの産業支援サービス業の重要性が高まって

いる。

　一方、製造業自身においても、ものづくり専業から脱却し、いわゆる“スマイルカー

ブ”（収益源がサービス領域とコア部品領域へシフトする潮流）を念頭に、川下のサー

ビス分野に事業を展開する例も多く見られるなど、「製造業のサービス化」も進展し

ている。

③　地域のイノベーションシステムを構成する中心的なセクター

　知識経済化が進む中で、知識の創造とその産業化を継続的に行うための地域基盤

（地域のイノベーションシステム）の一部として、高質な産業支援サービス業の重要

性が高まっている。こうした地域のイノベーションシステムにおける産業支援サービ

ス業の役割としては、知識創造を媒介し、知識の実用化を支援することで、地域のイ
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サービス業における従業者数の増加上位業種（増加寄与率順、１９８９～１９９９年）



ノベーション・サイクルのポテンシャルを最大限に引き出すことと位置づけられる。
　

地域のイノベーションシステムの構成セクター
　

　　・産学官連携を中心とした効果的な研究開発システム（知識の創造）

　　・起業に対する支援制度、支援システム（知識の実用化）

　　・高質な産業支援サービス業の存在（知識の創造・実用化の支援・媒介）

　　・高度な情報通信基盤（知識の流通）

　

④　他地域にもサービスを提供する移出型・他地域支援型産業としての特性

　産業支援サービス業は、域内需要のみならず、他地域にもサービスを提供する移出

型・他地域支援型産業としての特性を有している。とりわけ、高度な知識や情報を提

供する産業支援サービス業では、大都市圏などで地域需要のボリュームをはるかに超

えた「集積」が形成されている。

　こうした集積は、企業間の密接なコラボレーションを通じて、新たな知識・サービ

スが次々と生み出されるダイナミズムを有しており、集積が集積を呼ぶ形で集積度が

加速度的に高まる傾向がみられる。

�２ 　中国地域における産業支援サービス業の集積状況

　全国の産業支援サービス業従業者数は４８８万人で、全産業の９�１％を占めている。中国

地域では２５万人で、全産業に占める割合は７�７％と全国を１�４ポイント下回っている。一

方で、その他のサービス業の割合は１７�０％で全国の１６�４％を上回っており、中国地域で

は生活関連のサービス化は全国並み以上に進む一方、産業関連のサービス化は全国を下

回っていることが分かる。

　中国地域の産業支援サービス業の対全国比（従業者数ベース）は５�０％であり、人口を

はじめ、製造業や商業などのいずれと比較してもその割合は低い。サービス業の中で比

較しても、その他のサービス業と比べて集積の不足が目立っている。

　県別には、特に山口県、岡山県の集積水準が低く、両県の製造業集積、高いものづく

り機能に見合った産業支援サービスの供給能力が地域に備わっていない状況が窺える。
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産業支援サービス業等の従業者数と全産業に占める構成比（１９９９年）



２．産業支援サービス業の都市立地特性

�１ 　都市に集中する産業支援サービス業

��サービス業のなかでも、産業支援サービス業は、顧客となる事業所が集積する都市、

とりわけ大都市に集中立地する傾向が強いことが特徴である。わが国における産業の都

市への集中状況を従業者数の都市階層別シェアからみると、全産業の都市部シェアは

８３�３％であるが、産業支援サービス業においては９０�３％と都市に集中度が強い。さらに、

産業支援サービス業の大都市シェアは３８�７％と全産業及びサービス業を１０ポイント以上

上回っている。

　産業別にみると、大半の産業において都市部シェアは９０％を超えており、「法律事務所，

特許事務所」「映画・ビデオサービス業」「広告代理業」等においては、都市部シェアは

ほぼ１００％に達し、とりわけ、大都市及びその周辺都市を含めた３大都市圏への集中傾向

が顕著である。

　中国地域においても、全国と同様、産業支援サービス業の都市集中傾向は明らかであ

る。都市階層別にみると、中国地域における産業支援サービス業は、広島市に集中立地
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中国地域の従業者数等の対全国比 産業支援サービス業の特化係数

サービス区分別従業者構成比の日米比較



する傾向が強くなっており、岡山市への集中もみられる。

　産業別にみると、全国において大都市に集中する産業が、中国地域においては広島市

に集中する傾向にある。また、岡山市や地方中核都市のシェアも全般に高い。
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（参考）産業支援サービス業の具体的業種
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我が国における産業支援サービス業従業者数の都市階層別シェア（１９９９年）

中国地域における産業支援サービス業従業者数の都市階層別シェア（１９９９年）



�２ 　産業支援サービス業の階層性

　規模が大きい都市に集中立地する傾向にある産業支援サービス業は、都市において「外

部地域を支援する機能」が発揮される典型的な産業である。こうした「外部地域を支援

する機能」は、ある程度の人口規模（内部需要）を基礎に、一定規模以上の産業支援サー

ビス業が集積する都市階層において発現すると考えられる。

　全国の都市圏中心都市（３大都市圏の中心都市７大都市及び地方圏の都市圏中心都市

３４７都市）を対象に、都市階層別の産業支援サービス業の集積係数を算出し、この係数が

１を超える（立地都市において外部地域を支援する機能が発現する）都市階層を示すと、

産業支援サービス業は、都市階層か高まるにつれて立地量が増大し、地方中核都市階層

において「外部地域を支援する機能」が発現していることが分かる。

　これを産業別にみると、大都市と地方中枢都市及び地方中核（中枢）都市においては、

ほとんどの産業が「外部地域を支援する機能」を発揮するだけの集積をみているのに対

し、地方中核都市以下の階層では、「外部地域を支援する機能」を発揮する産業は限定さ

れる傾向にある。

　なお、産業支援サービス業の各産業は、集積係数が１をこえる都市階層に対応させて、

「高次都市機能」（地方中核都市以上の階層において集積係数が１を超える産業）、「準高

次都市機能」（地方中心都市以上の階層において集積係数が１を超える産業）、「基礎的都

市機能」（地方中小都市以上の階層において集積係数が１を超える産業）の３階層に区分

することができる。

�３ 　産業支援サービス業の都市集積特性

��産業支援サービス業の立地集積は、都市規模が大きくなるほど拍車が掛かり、等比級数

的に集積量（従業者数）が増大していくものと考えられる。そこで、全国６７２都市の人

口規模と産業支援サービス業従業者数との相関関係をみると、都市人口が１００万人前後を

超える段階から、急激に従業者数が増大する傾向が認められ、それ以下の人口規模にお

いても緩やかな等比級数的な増加傾向がみられる。

　なお、前項で算出した集積係数は、図中に点線で示した「人口当たり従業者数」を傾

きとした等差級数直線（�＝０�０３９�）上の期待値に対する実績値の比である。この直線

は、人口に比例して一定量で従業者数が増加する傾向を示すものであり、これと実線で

示した回帰曲線との差が、等比級数的に拡大する集積の効果に相当するといえる。また、

実線（曲線）と点線（直線）の交点となる都市人口は８６８千人であり、これを、等比級
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集積係数＝当該都市の従業者数（ｅ）／当該都市の非基盤従業者数（ε）

　　　　＝当該都市の従業者数（ｅ）／（当該都市の人口（ｐ）×全国の人口当たり従業者数（Ｅ／Ｐ））

　なお、基盤（ベーシック）機能量は、当該都市の従業者数（ｅ）－当該都市の非基盤従業者数（ε）により

算出される
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産業支援サービス業の都市階層別集積係数（１９９９年）



数的な集積の効果が発現する（「外部地域を支援する機能」が発揮される）都市人口規

模の期待値とみることができる。

　産業支援サービス業の機能階層区分（高次都市機能産業、準高次都市機能産業、基礎

的都市機能産業の３区分）ごとに、都市人口と従業者数との相関関係をみると、都市人

口に応じて等比級数的に立地集積に拍車が掛かる傾向は、図中に示した回帰曲線（回帰

係数）に明らかなように、高次都市機能産業において特に強いことが検証される。こう

した傾向は、準高次都市機能産業においても強い。一方、基礎的都市機能産業について

は、都市人口に応じた等比級数的な立地集積増大傾向はみられず、都市人口の増加に比

例して等差級数的（直線的）に集積量（従業者数）は増加する傾向にある。

　なお、高次都市機能産業と準高次都市機能産業における等比級数的な立地集積増大傾

向（回帰係数）の相違は、最大集積を有する東京特別区の集積量（従業者数）の相違を

強く反映しており、産業支援サービス業の東京特別区への立地集積は、高次都市機能産

業において特に顕著である。

�４ 　中国地域における産業支援サービス業の過不足量

　集積係数を算出した考え方（経済基盤理論）に基づいて、中国地域各都市における産

業支援サービス業の基盤（ベーシック）機能従業者数を推定すると、広島市が約１８�０００

人（従業者数の約３０％）と突出しており、これに次ぐ岡山市は約４�５００人（従業者数の

約１５％）で広島市の１／４にとどまっている。このほかプラスであるのは、松江市・米子

市等の少数の都市に過ぎず、松江市以外の地方中核都市４市を含むほとんどの都市にお

いて、基盤（ベーシック）機能従業者数はマイナス（不足）となり、産業支援サービス

機能を他都市に依存する状況にある。
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都市の人口規模と産業支援サービス業従業者数との相関関係（１９９９年）



　

　中国地域においては、広島市への産業支援サービス業の集中と、これを背景とする「外

部地域を支援する機能」の広島市への偏在が目立っている。しかし、広島市の他地域支

援機能は、中国地域全体をカバーするには至らず、産業支援サービス機能が広島市等の

域内都市の供給力によっては充足されないため、域外都市に多くを依存せざるを得ない

状況にある。
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機能階層別にみた都市の人口規模と従業者数との相関関係（１９９９年）



― ―���

中国地域各都市における産業支援サービス業の基盤（ベーシック）機能従業者数（１９９９年）

中国地域における機能階層別・都市階層別の産業支援サービス業従業者過不足量（１９９９年）

中国地域における産業小（細）分類別・都市階層別の産業支援サービス業従業者過不足量 （１９９９年）



　特に、産業支援サービス業の不足は、高次都市機能産業の不足によるところが極めて

大きく、準高次都市機能産業の不足も大きいが、基礎的都市機能産業については域内で

充足している。

　高次都市機能産業の従業者不足を産業別にみると、大都市への集中立地傾向と成長性

が強い「ソフトウェア業」「他に分類されない事業サービス業」、「情報処理・提供サー

ビス業」の不足が特に大きいものとなっている。また、準高次都市機能産業についても、

「建物サービス業」や機械設計業・経営コンサルタント業等の「その他の専門サービス業」

など、広島市への集積量は大きいものの中国地域全体では不足が目立つ産業がみられる。

３．中国地域企業における産業支援サービスの活用実態とニーズ

　以下では、中国地域企業に対して行ったアンケート調査結果をもとに、産業支援サー

ビスの活用実態とニーズについて概観した。アンケート調査は、中国地域５県に本社の

ある１�１６０社に対して実施し（調査期間２００２年４～５月）、合計２１０社から回答を得た（有

効回収率１８�１％）。

�１ 　中国地域企業における産業支援サービスの活用方針

　企業が外部の「産業支援サービス」を活用する場合、一般に「必要最小限型」「コス

ト削減型」「高度化型」「中核事業集中型」の４つの方針が考えられる。

　「必要最小限型」は、できるかぎりの業務を社内で行い、社内では困難な業務を外部

に委託するという方針である。それには、外部サービスを“必要としない”という側面

と、“利用できない”という側面があると考えられるが、今回のアンケートでは、こう

した「必要最小限型」の方針を持つ企業は５５％と半数以上にのぼっている。いずれにし

ろ、中国地域では産業支援サービスの活用に消極的な企業が多くを占めている。「コスト

削減型」は、コスト削減が期待される業務について外部に委託するという方針であり、

そうした企業は３６％を占めている。
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産業支援サービスの活用方針



　こうした「コスト削減型」及び「必要最小限型」はある意味、外部に委託する必然性

を有しており、戦略的な要素は少ない。自社の経営目標を達成するための重要な手段と

して、産業支援サービスの活用を捉えているのは、以下のような「高度化型」あるいは

「中核事業集中型」の方針であると考えられる。

　「高度化型」は、外部の経営資源の導入によって事業の高度化が期待される業務につい

て外部に委託したり、他企業と提携したりする方針であり、単純なコスト削減から一歩

踏み込んで、高い専門性を導入しようとする戦略である。こうした「高度化」の方針を

持つ企業は２２％となっている。「中核事業集中型」は、自社の中核事業（コア・コンピ

タンス）に集中するため、中核事業以外の業務はできるかぎり外部に委託する方針であ

り、最も戦略的かつ究極的な産業支援サービスの活用であると言える。中国地域では、

こうした「中核事業集中型」の方針を持つ企業は３％とごくわずかにとどまっている。

�２ 　産業支援サービスの利用状況

　����［１９９９］は、コンピュータソフトウェア・情報処理サービス、�＆�・技術サー

ビス、マーケティングサービス、企業組織サービス、人的資源開発サービスを“戦略的

ビジネスサービス”と一括した上で、「戦略的ビジネスサービスは近年重要性を増して

きており、今日では企業一般、特に製造業の企業にはビジネスインフラの不可欠な部分

となっている。これらのサービスは、これまで十分に分析されていないけれども、企業

競争力の鍵となる要素であり、本質的に成長とダイナミズムの重要な源泉であることが

示されつつある」と指摘している。

　これらの５分野における具体的な業務について中国地域における利用状況をみると、

ＩＴの戦略的活用分野において、平均してサービスの利用割合が高いのが分かる。「ホー

ムページの作成・管理」で４０％、「ＩＴ活用の基本方針・戦略の策定、情報システム開発」

で３５％、「情報システムの運営」で２９％の企業が外部のサービスを活用している。

　そのほかでは、人材関連分野の「社員教育・研修」６５％、マーケティング分野の「広

告」４０％といった、相対的に産業として蓄積のあるもので利用割合の高さが目立つほか、

近年の国際化や環境経営の拡大を受けて、経営分野の「基準の認証取得」が２９％と、比

較的利用割合の高いのが特徴として挙げられる。一方、「マーチャンダイジング」「リス

クマネジメント」「アウトプレースメント」「人事考課の代行、人事データ分析」といっ

た、比較的新しいサービスについては、まだその利用は低位にとどまっている。

　産業支援サービスの戦略的な活用方針を持っている“高度化・集中型企業”では、大

半の業務において全体平均よりも利用割合が高くなっている。特にＩＴの戦略的活用分

野において、全体よりも１０ポイント前後も利用度が高く、産業支援サービスの戦略的活

用の特徴の一つが浮かび上がっている。そのほかでは、「市場調査」「広告」「基準の認

証取得」「リクルート・ヘッドハンティング」「製品デザイン・製品計画」などで、全体

平均を大きく上回っており、サービス活用方針による利用格差が比較的大きい。一方、
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全体の利用割合が最も高い「社員教育・研修」については、高度化・集中型企業のプラ

ス差は１�２ポイントしかなく、サービス活用方針に関わりなく幅広く利用されているこ

とが分かる。

�３ 　産業支援サービスの利用先地域

　産業支援サービスの利用先地域については、５分野いずれにおいても「県内」が最も

高く、結果的に自社から近い所に位置する事業者を選択する傾向が強いことが分かる。

特に、ＩＴ分野や研究開発・技術開発分野では、「県内」割合が７０％を上回っている。
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過去５年間の産業支援サービスの利用状況



　“近場”以外の地域についてみると、いずれの分野でも、県内に次いで近い「その他

の中国地域」や「大阪圏」よりも、距離が離れている「東京圏」の利用割合が高い。こ

うした傾向は、特に経営・財務分野において顕著であり、同分野では「東京圏」の割合

が４３％と「県内」４４％とほぼ肩を並べる水準に達している。その他の分野（ＩＴ分野を

除く）でも、「東京圏」の割合は３０％前後を占め、比較的高い。これらの結果は、企業

の本社機能等が集中する東京圏において、専門性の高い多様なサービスが提供され、中

国地域におけるニーズが少なからず流出している状況を示すものであると考えられる。

�４ 　今後の産業支援サービスの活用意向

　自社での産業支援サービスの利用が、今後、どの程度伸びる見込みであるのかをみる

と、「かなり伸びる」という企業は１１％とそれほど多くないが、「やや伸びる」という企

業が４９％と半数近くを占め、一方で「やや減る」「かなり減る」という企業は合わせて

５％未満にとどまっていることから、全体的に産業支援サービスの利用は拡大傾向とな

ることが見込まれる。

　利用意向のある具体的な産業支援サービス分野については、「ＩＴの戦略的活用」及び

「人材関連」の２分野を挙げる企業がそれぞれ半数以上を占めている。
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産業支援サービスの利用先地域



�５ 　サービス利用にあたっての問題点・懸念とサービス事業者に求められる取り組み

　産業支援サービスを利用するにあたって、どのような問題点や懸念があるかをみると、

「サービスの価格・料金が分かりにくい」「無形であるため十分にチェックできない」と

いった問題点を挙げている企業が多い。これらは、無形財としてのサービスの業種特性

に根ざした根本的な阻害要因とも言えるが、供給側の産業支援サービス事業者の工夫や

需要側の目利き向上により、ある程度低めていくことが可能であろう。また、そうした

問題点が多く指摘されるのは、全般的にサービス利用の成熟度が低い現状を示している

とも言える。

　サービス事業者には、サービス内容を積極的に情報発信するとともに、課題解決だけ

でなく、問題発掘からニーズを掘り起こす姿勢が求められる。利用側は、戦略的な活用

方針を持っている企業ばかりでなく、むしろ問題点や活用方法がはっきりしない企業が

多い。また、活用意向の高い企業は東京圏などに目が向きがちである。今後、中国地域
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今後の産業支援サービスの利用度 今後利用していきたい産業支援サービス分野

今後利用していきたい産業支援サービス分野（規模別・方針別・利用度別・業種別）



のサービス事業者においては、ニーズの高いＩＴや人材関連を中心とした戦略的分野の

サービス供給の強化が求められる。

　また、中国地域の基幹産業である製造業の競争力強化を促進するため、これらをサ

ポートする製品デザイン、マーケティング、試験・検査などの強化も重要である。その

ためには、事業者の自助努力とともに、客観的な資格・基準やサービス品質保証制度な

どの枠組みづくりなど、主にサービスの透明性を高めるための側面的なサポートが求め

られる。

４．産業支援サービス業振興の課題

　→いかに「イノベーションと需要の好循環（ポジティブ・フィードバック）」を生み

出すか

　産業支援サービス業の中でも、地域にとって特に重要なのは、情報関連サービス、�＆

�・技術サービス、マーケティング、人材開発、経営コンサルティングなどの“戦略的
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産業支援サービス利用にあたっての問題点・懸念

（参考）アンケート対象企業の概要



ビジネスサービス”に関わる産業である。それらは、２章で分析した「高次都市機能」

の階層に分類される産業であり、都市規模に対し等比級数的・加速度的に集積する特性

を持っている。それは、これらが優れて知識集約度の高い産業であるため、知識の偏在

的・非有限的・収穫逓増的な特性によって、集積規模が大きな都市、とりわけ大都市の

都心部において大きな外部経済効果が生み出されるからである。

　しかし、中国地域においては、中枢都市である広島市においても、産業支援サービス

業の集積水準は中国地域内の他地域を支援するという点から見て、不十分なのが現状で

ある。また、需要側から見ても、産業支援サービスを戦略的に活用している中国地域企

業はまだ少数にとどまっている。

　産業支援サービス業の集積を図るためには、まず地域需要への対応が重要である。他

地域を支援する特性があるとはいえ、産業支援サービス業における需要の大部分は当該

地域による需要が占めるからである。「高度な地域需要→産業支援サービス業の高度化→

知識創造を通じたイノベーション→地域産業全般の高度化→より高度な需要・・・」と

いった好循環（ポジティブ・フィードバック）をいかに生み出すかが重要である。それ

は、地域のイノベーションシステムの構築そのものであり、産学官連携を中心とした研

究開発システムや、起業に対する支援システムといった他の要素とも絡めて、産業支援

サービス業の集積・高度化を捉える必要があることを示している。

　具体的には、次のような政策的対応が考えられる。

①　地域需要の喚起・高度化の促進　　

　・地域業者への優先発注など、行政による呼び水的な地域需要喚起

　・大学庶務や研究補助業務のアウトソーシングの促進　　　

　・産業支援サービスに関する情報提供（戦略的な活用事例、事業者やサービス内容など）

　・サービスの透明性を高めるためのサポート（客観的な資格・基準や品質保証制度など）

②　産業支援サービス事業者のスキルアップ支援　　　　

　・地域企業と先端的な大都市圏企業との協業による事業機会の提供（�����������������）

　・異業種交流的な場の提供、ボランタリーな交流組織への支援　　

　・大学における文科系人材を中心とした人材育成機能の強化

③　その他（間接的要因）　

　・産学官連携を中心とした研究開発システムの強化

　・起業に対する支援制度、支援システムの強化　　　　　

　・生活・教育環境の整備、多様な消費機会や都心の賑わいの創出を通じた都市の魅力向上
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１．はじめに

　日本経済を取り巻く厳しい環境、また、高齢社会とグローバル社会の到来、地域の自

立的発展が求められるなかで、地域社会の持続的な発展を支える機能として、大学など

高等教育機関に大きな期待が寄せられている。こうした地域の要請に応えるかたちで、

大学では地域社会との連携や社会貢献のあり方が検討されてきた。すでにいくつかの大

学で学内に「地域研究機関」が設置され、大学の知的資源の活用から地域課題の調査・

提言まで、様々な形態による社会貢献活動が展開されている。

　本調査研究はこのような問題認識のもと、大学に設置される地域研究機関（以下、「大

学・地域研究機関」と表す）が大学の社会貢献のために果たすべき役割と課題を明らか

にすることを目的とし、２０００～２００１年度に国内・国外の大学・地域研究機関を対象とし

て調査を実施した。なお、本調査研究は、１９９８年度に実施した『大学の社会貢献に関す

る実態調査―地域経済研究機関の社会的役割を中心として―』（研究代表者：戸田常一、

文部省科学研究費助成・萌芽的研究）の成果（戸田・平尾［２０００］参照）を踏まえて行

うもので、次の２点を新たなねらいとしている。

�　国内の大学・地域研究機関の調査とともに、欧米とアジアを中心とした国外におけ

る特徴的な大学・地域研究機関を比較対照として精査し、それによってわが国にお
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大学の社会貢献に関する調査研究１）
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広島大学経済学部教授　　　　　　　　　　　　　　
�地域経済システム研究センター長　戸　　田　　常　　一

呉大学社会情報学部助教授

　　平　　尾　　元　　彦

　１）　本稿は、平成１２・１３年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究��：課題番号１２４３００１０）による研究

成果報告書『大学の社会貢献に関する調査研究―国内・国外の地域研究機関の社会的役割を中心として―』

（研究代表者：戸田常一、２００２年３月）における国内調査成果の一部を要約して報告するものである。この

調査研究は、広島大学経済学部附属地域経済システム研究センターの研究員・客員研究員１０名の共同研究

の成果であり、とりまとめを担当した２名が報告する。本報告書および１９９８年度調査の報告書は地域経済

システム研究センターのホームページにて閲覧可能である　������������	
���
�����	���������������



ける大学・地域研究機関の役割と課題を検討する。

�　上記の萌芽的研究では地域経済研究機関に対象を限定したが、この度の調査におい

ては、人文・社会科学系の研究者が中心となっている地域研究機関だけでなく、国

立大学の共同研究センターに代表される理工系研究者が中心となって支えられてい

る地域研究機関を一括して調査し、相互の比較とともに、文理融合の可能性を探る。

　本稿は、この調査研究のなかから、大学における地域研究機関の社会的役割を論じた

後、日本国内の大学の現状と課題についてのアンケート・ヒヤリング調査を中心に、一

部に国外調査の成果を踏まえて再構成するものである。全体調査の内容については、上

記報告書を参照していただきたい。

２．大学の社会貢献と地域研究機関

　国立大学の独立行政法人化を目前に控え、これからの大学の姿や社会における大学の

役割が各方面で検討されている。大学に付随した固有の特徴として、真理の追究として

の学問の自由とその実践のための自治制度が指摘できる。そこにおいては、知識の生産

としての研究とその蓄積とともに、成果の伝承・普及としての教育が行われ、そして、

これらの研究や教育遂行の結果として社会に様々な貢献が行われてきた。これまで大学

は、研究と教育の二つの機能が本来的な役割と認識され、その実施が社会との一定の関

係のもとで行われてきたために、社会に一定の影響を及ぼしたと考えられる。しかし、

最近では、産官学の連携が唱われ大学の社会貢献のあり方が大きく問われている。すな

わち、大学による社会貢献が、研究、教育に続く、第三の役割として位置づけられるよ

うになってきた。これは、大学と社会の両者の事情変化から説明することができる。

　大学の事情変化としては、少子化による入学者数の減少や、国家財政の逼迫から予想

される財政収入の減少、国立大学における独立行政法人化を契機とする大学間競争時代

の到来、それに備えた第三者評価の実施等が指摘できる。大学においては、自主財源の

確保のための産学連携や、大学の社会的評価に備えた社会貢献活動を重視する傾向にあ

る。

　地域社会の事情変化としては、低迷する地域経済の中での地域産業の振興や企業成長

をねらいとした国や地方自治体、民間企業による技術シーズや人材を求めた大学への歩

み寄り、混迷する地域社会において生じる様々な社会問題や教育問題への知恵と人材の

提供、流動化した雇用市場において社会人のブラッシュアップ・サービス提供への期待

などが顕著になりつつある。

　このような両者の事情変化に伴って、大学による社会貢献がクローズアップされてき

た。大学の社会貢献の形態は、大きくは「創業型」と「支援型」の２つに分けて考える

ことができる。
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創業型の社会貢献は、わが国の国立大学に設置される共同研究センターのように、大学

がもつ技術シーズや人材、研究開発機能やビジネスのノウハウを生かして新規事業の創

出や既存事業の展開を図り、地域産業への貢献を進めることに相当する。このタイプで

は、大学主導での起業化や民間企業との共同研究・受託研究を行うことにより、大学経

営のための外部資金確保にも貢献してきた。

　このタイプの社会貢献活動は、これまで理工系を中心とする研究部門によって主体的

に取り組まれてきたが、最近では、小樽商科大学ビジネス創造センターや滋賀大学産業

共同研究センターなど、人文・社会科学系を中心とした創業型社会貢献のための研究機

関も活動をはじめている。外国の例として、英国・サセックス大学の �����������

�����������	
��
��を紹介したい。同センターに創業企業を受け入れ（２０００年４月時点２４

社）、一定の賃貸料を受け取るほか、インキュベーションおよび事業化の目的に沿ってプ

ロジェクト受託、コンサルタント活動、技術シンポジウム、イベントを開催するととも

に、企業庁と協力しながら創業者に必要な支援を提供している。こうした新たな産業創

造に向けての総合的なサービス提供も創業型社会貢献のひとつの形である。

　一方、支援型の社会貢献は、地域社会が直面する社会問題、経済問題、環境問題、教

育問題などの多様な問題について、大学が有する人材（専門家としての教員や学生）や

知的資源を生かして調査研究を行い、問題解決のための知恵を地域社会に提供するもの

である。問題の内容によっては、市民や自治体、民間企業との共同研究の体制を構築し、

その実践のために協議会のようなネットワーク形成に貢献すること、また、地域社会と

大学との協働も必要となる。

　支援型の活動事例として、茨城大学地域総合研究所は、日立未来研究会・鹿島未来研

究会などの研究会方式で、地元の方々と大学教員との地域問題に関する議論を深め、住

民の活動を支援する取り組みを進めている。日本最大の汽水域（中海および宍道湖）を

調査・研究のフィールドとして世界に研究情報を発信する島根大学汽水域研究センター

や、研究活動を通じて地域の国際化を支援する鳥取女子短期大学北東アジア文化総合研

究所、地域の情報化支援・観光支援を行うとともに、まちづくりのパートナーとして活

動する別府大学地域社会研究センターなどが、このタイプの社会貢献を実施する機関に

あげられる。

　外国の例をひとつあげると、オーストラリア・クイーンズランド大学に１９９９年４月に

設置された ���������	
�����	���	��������	������ がある。同センターは、社会科学系

の教官１名から活動を開始したものであるが、３年で８名のフルタイム職員を置き、２５

名の地域ボランティアで活動を行っている。事業基金も１００万ドルに達し、地域の１８０機

関、地域関係者６５０人と活動するまでになった。キャンパスのある�������市やボラン

ティアと大学の教員・学生が一体となって、青少年の家庭問題、地域��教育、健康・環

境問題、ホームレス問題などをプロジェクト化し、研究課題として取り組む。活動資金

は自治体、寄附金、大学研究費などを集めて運営している。目標とするところは 
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���������	
�������づくりであり、高度に展開している産官学連携の分野がカバーでき

ない地域固有の問題に取り組むことで社会貢献を果たしている。

　以下では、大学・地域研究機関の実態を取りまとめるが、ここで対象とする「地域研

究機関」という用語は、創業型と支援型の両タイプの社会貢献を実施する研究機関を含

む広義の意味をもっている。すなわち、これらのタイプを区別せずに、すべての研究機

関を対象としたアンケート調査とヒヤリング調査の結果をもとに整理する。ただし国内

調査においては、国立大学の共同研究センターとその他の地域研究機関の特徴を比較分

析するため、前者には「共同研究センター」、後者には狭義の意味で「地域研究機関」

の用語を用いる。

３．地域研究機関の活動実態～アンケート調査に基づく活動概況

�　調査の概要

　地域研究機関とは、「大学の立地する地域における地域的諸課題に対する研究に取り組

む学内の研究機関であり、地域の環境問題や地場産業の技術支援など、地域社会との連

携のもとでの研究実績のある機関を含むもの」と定義し、当該機関をリストアップした

ところ、１７３機関（国立大学６５機関、公立大学１３機関、私立大学８３機関、短期大学１２機

関）が対象となった。なお、国立大学の共同研究センターについては、旧帝国大学など

１４機関を除いた４８センターを対象としている。アンケート調査は、上記１７３機関を対象と

して２０００年秋に郵送にて実施し、１２０機関から回答を得た。回収率は６９．４％である。

以下の分析では、国立大学の共同研究センターを除いた調査対象機関を狭義の地域研究

機関とし（以下、単に「地域研究機関」と記述する）、必要に応じて共同研究センター

との比較を行いつつ、その特徴を明らかにする。なお、小樽商科大学ビジネス創造セン

ターは共同研究センターではあるが、設立の経緯から地域研究機関に分類する２）。研究機

関は以下のように分類される。

■　全機関　　　　　　　　　　　１２０機関

■　共同研究センター（国立大学）　３８機関

■　地域研究機関　　　　　　　　　８２機関

　　　国公立大学　　　　　　　　　２３機関　小樽商科大学ビジネス創造センターおよび公立短期大学２機関を含む

　　　私立大学　　　　　　　　　　５９機関　私立短期大学７機関を含む

�　設立の経緯と研究機関の目的

　地域研究機関には、歴史の古いものもあれば、近年の地域社会からの要請にこたえる

― ―���

　２）　福島大学地域研究センターは、２００１年４月に省令施設である地域創造支援センターに改組された。また、

滋賀大学産業共同研究センターは、２００１年４月に省令施設となった。この２機関は、アンケート実施時は

改組前であったため旧センターの回答として地域研究機関に分類する



形で設立されたところもある。図１は、今回のアンケート調査回答機関の設立年をみた

ものであり、これによると全体の５９．２％が９０年代以降の設立であることがわかる。１９８７

年度から設置がはじまった国立大学の共同研究センターを除いた地域研究機関のみでみ

ても４８．２％が９０年代以降の設立で、８０年代以降に設立されたものが約７割を占める。も

ちろんこれには、経済研究所を前身とする小樽商科大学ビジネス創造センター（１９９９年

設置）や、経済学部の学内措置であった日本海経済研究所を全学共同利用施設として改

組転換した富山大学環日本海地域研究センター（１９９７年設置）、商学部附属経営研究所を

母体とする岡山商科大学社会総合研究所（１９９９年設置）など、歴史ある研究機関を大学

の変革および時代の要請から発展的に改組・転換を図る研究機関も含まれる。一方で、

大学開学と同時に設置された高松大学地域経済情報研究所（１９９６年設置）、大学の新しい

方向性を明確にするために設置された大分大学福祉科学研究センター（１９９８年設置）な

ど、近年の大学改革に呼応した新しい研究機関も多い。

　地域研究機関を、設立の経緯・目的から分類すると、おおむね、�大学研究者の研究

活動支援の場として設立されたもの、�大学の地域貢献を具体化したものの２タイプに

整理することができるだろう。

　第一の大学研究者の研究活動支援の場としての地域研究機関には、資料の収集・整理、

共同研究実行の役割を持つところが多い。前者は、研究者が共同で利用する資料蓄積が

設立時の主な役割であり、とくに地域関係資料は、人文・社会科学系学部が独自に、あ

るいは共同で収集・管理する必要があった。広く地域資料を蓄積し、その活用を通じて

地域研究の発展に貢献する機能をもつ。このタイプの代表的機関である大分大学経済学

部経済研究所（２００２年より大分大学コミュニティ総合研究センター）は、学部の前身で

ある旧大分高等商業学校の創設（大正１１年）と同時に発足した歴史ある研究所である。
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図１　設置年代別研究機関数



戦前期経済関係資料約４万冊をはじめ、愛知以西の地域開発・地域経済に関する図書・

定期刊行物などをそろえ、研究利用に供している。また、福島大学地域研究センター

（２００１年に地域創造支援センターへ改組）は、１９２１年設立の東北経済研究所を引き継ぎ、

東北地方を中心に資料４万点を整理する。こうした研究蓄積を共有の財産として、地域研

究の拠点としての役割を担っている。

　こうした役割に加えて、大学研究者の共同研究の場としての位置づけを有する機関も

多い。学内あるいは学外との共同研究のための研究費の確保など、研究プロジェクトを

円滑に実行するための役割をもつ。もともと人文・社会科学系では、個々の研究者によ

る地域調査の実施や資料収集の活動が、費用の面で困難となることも少なくない。そこ

に一定の研究費を確保・重点配分し、地域研究推進の役割を担うための研究機関の必要

性がある。このなかには、下関市立大学附属産業文化研究所や鹿児島県立短期大学地域

研究所のように、教員の共同研究の場として任意組織で発足し、その後これまでの成果

をさらに発展させるべく正式の研究機関となった例もある。

　このほか地域的な研究課題への研究活動の強化を目的とした機関として、富山大学環

日本海地域研究センター、島根大学汽水域研究センター、就実女子大学吉備地方文化研

究所などがある。研究対象を組織名として明示することで、大学としての戦略的研究課

題を明確化し、そのセンター機能をめざす意味を持つものである。

　第二のタイプの地域研究機関は、大学の地域貢献を具体化したものとして設置され、

地域社会との連携を主たる目的とする。１９８７年度から「大学と社会との連携・協力の窓

口」として設置がはじまった国立大学の共同研究センターはこの代表例である。とくに

地方圏の大学の多くは地域共同研究センターと名づけられ、地域社会との連携・協力の

役割を担うセンターとして設置されてきた。さらに、近年設立された地方大学には、な

んらかの形で地元からの支援を受けて開学したところが多い。このため地域に見える形

で大学が社会に貢献することが求められてきた。そのひとつの形態としての研究機関で

あり、地域連携を重視する大学の意思表示でもある。新潟経営大学地域活性化研究所は

こうした使命のもとに１９９８年に設立され、地域産業の振興など地域活性化のための研究

を推進する。青森公立大学も同様に、地元の支援で設立された経緯を受けて９８年に地域

研究センターを設立した。青森地域の研究プロジェクトを推進している。

　地域社会への窓口を明確化することは、地域との連携を強化するために重要なポイン

トである。国立大学の共同研究センターをはじめ、相談窓口の一本化と外部から可視で

きる組織として設置された東北芸術工科大学総合研究センターなど、地域研究機関にお

いてこうした窓口としての役割を対外的に打ち出す機能を持つところもある。

　さらに近年では、大学院教育を推進する機関のひとつとしての新たな役割を地域研究

機関が担うところもあらわれている。
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�　研究スタッフ

　地域研究機関には研究員が配置され、研究の推進と研究機関の運営にあたる。しかし、

研究機関には専任の研究スタッフがいないところが多く、このことが運営の課題となっ

ている。とくに各研究機関とも地域社会との研究交流を図り、共同研究・受託研究の実

施などで地域の要請に応えたいという方向性はあるものの、「兼任のセンター長に大き

な負担がかかり現在以上に活動を拡大することは困難である」、「受託研究をしてほしい

との要望はあるが、専任研究員がいないので契約上の責任がもてない」などの意見もあ

り、専任研究員がいないために活動が十分にできないとするところも少なくない。今回

のアンケート調査によると、地域研究機関の一機関平均研究員は２５．５人ではあるが、こ

のうち専任研究員は３．０人にとどまり、専任研究員を１名以上配置する機関は全体の

３４．１％にすぎない。国立大学の共同研究センターはすべての機関で専任教員を配置する

のに対して、地域研究機関の多くは学部に所属する教員の兼務で運営されているのが現

状である。

　研究機関の事務職員は、全機関平均で２．５人、うち常勤職員が１．４人、非常勤ほか（臨

時・ボランティアなど）が０．６人である。地域研究機関の平均は２．７人。事務職員がいな

い組織も１０機関（１２．２％）存在する。

　次に、研究活動に参加する研究者の属性をみると、学内研究者の分野としては、地域

研究機関の５７．０％が人文・社会科学系のみ、人文・社会科学系、理工系両方の研究者が

参加する機関は３９．２％である（表２）。共同研究センターでは、両分野の参画のある機関

が６２．２％にのぼるのに対して、地域研究機関の約半数は、人文・社会科学系のみの学内

研究員で構成される。また、研究機関には、客員研究員・特別研究員等の名称で、学外

の研究者の参加を求めるところも多い。地域研究機関の４５．６％には他大学の研究者が研

究活動に参加しており、これは共同研究センターの１６．２％を上回る。これに対して、民

間・行政からの研究活動参加のある機関は、地域研究機関の４１．８％にとどまり、共同研

究センターの８９．２％を大きく下回っている。
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表１　研究員・職員の一機関平均人数 単位：人

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

５９２３８２３８１２０回答機関数

２５．７２５．０２５．５６．２１９．４研究員　　計

　３．３　２．４　３．０１．３　２．５　　　　専　任

１７．８１７．３１７．７１．８１２．６　　　　兼　任

　４．６　５．３　４．８３．２　４．３　　　　その他

　２．９　２．０　２．７２．０　２．５職　員　　計

　１．８　１．４　１．７０．６　１．４　　　　常　勤

　０．５　０．４　０．５０．９　０．６　　　　非常勤

　０．６　０．２　０．５０．５　０．５　　　　その他



�　研究活動費

　研究活動費について、この質問に回答のあった９８機関のうち、ほとんどの機関で「学

内経費」が投入されているほか、「文部省等の助成研究」を受け入れる機関が３０．６％あ

る（表３）。この両者以外を外部資金と位置づけると、外部資金を導入する機関は全体で

４１．８％であり、共同研究センターの６６．７％、地域研究機関の３０．９％が受け入れている。

地域研究機関のなかで国公立大学が５２．６％であるのに対して、私立大学は２４．５％で多く

ない。このうち「受託研究による外部からの調達」のある機関は、共同研究センターの

２６．７％、地域研究機関の２６．５％でほぼ同率なのに対して、「寄附による外部からの調達」、

「外部機関における共同研究費の導入」は、地域研究機関では両者ともに７．４％にすぎず、

共同研究センター（それぞれ４３．３％、３６．７％）に比べて少ない。

　大学の研究機関には、その目的とする研究を推進するという機能とともに、学外との

共同研究・受託研究、あるいは寄附などによる外部研究資金の受け入れ窓口としての期

待も大きい。しかし、共同研究センターで外部資金の割合が５割を超えるのは５機関

（１７．９％）、１割を超えるのは１９機関（６７．９％）であるのに対し、地域研究機関で外部資

金５割を超えるのは５機関（７．１％）、１割を超えるのは１７機関（２４．３％）に過ぎない。

自治体からの委託調査を継続的に実施し、年間予算の多くをこれらの外部資金で活動を

行う産能大学地域環境研究所や、受託研究に積極的に取り組む釧路公立大学地域経済研

究センターなど、研究資金の過半を受託研究で確保する大学も一部にあるが、地域研究

機関の大部分は学内の研究費による活動にとどまるのが現状であり、外部資金の導入・

研究資金の多様化が課題となっている。
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表２　研究活動に参加する研究者の属性別研究機関数

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

１００％　　５８１００％　　２１１００％　　７９１００％　　３７１００％　　１１６回答機関数

５８．６％３４５２．４％１１５７．０％４５　０．０％　０３８．８％４５学内　人文・社会科学系研究者のみ

　３．４％　２　０．０％　０　２．５％　２２９．７％１１１１．２％１３　　　理工系研究者のみ

３７．９％２２４２．９％　９３９．２％３１６２．２％２３４８．３％５６　　　両方参加

４４．８％２６４７．６％１０４５．６％３６１６．２％　６３６．２％４２他大学の研究者

３９．７％２３４７．６％１０４１．８％３３８９．２％３３５６．９％６６民間・行政の参加

１０．３％　６　９．５％　２１０．１％　８３７．８％１４１９．０％２２　　　公設試験研究機関の研究者

２７．６％１６２８．６％　６２７．８％２２８６．５％３２４６．６％５４　　　民間企業の研究者

１２．１％　７４２．９％　９２０．３％１６１６．２％　６１９．０％２２　　　地域シンクタンクの研究者

２２．４％１３２３．８％　５２２．８％１８２７．０％１０２４．１％２８　　　行政・商工会議所等の職員



�　研究機関の役割

　アンケートでは、研究機関の現在の役割、および、将来担っていくべき役割を質問し

た（複数回答）。国立大学の共同研究センターでは、「産官学共同研究の推進」を現在の

役割とする機関が８９．５％と最も多く、「大学としての総合的窓口機能・サービス機能」

（７３．７％）がこれに続く（表４）。地域研究機関では、「研究機関独自のテーマによる地

域研究の推進」をあげる機関が７５．６％にのぼり、「学内共同研究の推進」が６８．３％となっ

ている。地域研究機関のうち国公立および私立で相違が大きいのは、「受託研究の推進」、

「他大学との共同研究の推進」、「学部または特定分野の窓口機能・サービス機能」であり、

いずれも国公立の方がその機能をあげる割合が高い。

４．地域社会との連携実態と課題

　次に、研究機関の地域社会との連携活動実態をみていきたい。

　表５は、地域社会との連携活動について、「現在取り組んでいる」、および、「今後取り
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表３　研究活動資金別受け入れ研究機関数

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

１００％　　４９１００％１９１００％　　６８１００％　　３０１００％　　９８回答機関数

２０．４％１０２６．３％　５２２．１％１５５０．０％１５３０．６％３０１．文部省等の助成研究

９８．０％４８９４．７％１８９７．１％６６９０．０％２７９４．９％９３２．学内経費

２２．４％１１３６．８％　７２６．５％１８２６．７％　８２６．５％２６３．受託研究による外部からの調達

　２．０％　１２１．１％　４　７．４％　５４３．３％１３１８．４％１８４．寄附による外部からの調達

　６．１％　３１０．５％　２　７．４％　５３６．７％１１１６．３％１６５．外部機関における共同研究費

　２．０％　１　５．３％　１　２．９％　２　６．７％　２　４．１％　４６．会費・参加費

２４．５％１２５２．６％１０３０．９％２１６６．７％２０４１．８％４１　　外部資金あり（３～６）

注）外部資金ありは、３～６の項目のいずれか一つ以上に回答した機関

表４　研究機関の役割（現在）

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

１００％　　５９１００％　　２３１００％　　８２１００％　　３８１００％　　１２０回答機関数

７４．６％４４７８．３％１８７５．６％６２３４．２％１３６２．５％７５１．研究機関独自のテーマによる地域研究の推進

６９．５％４１６５．２％１５６８．３％５６３９．５％１５５９．２％７１２．学内共同研究の推進

３５．６％２１３９．１％　９３６．６％３０１５．８％　６３０．０％３６３．学際的共同研究の推進

３０．５％１８３４．８％　８３１．７％２６８９．５％３４５０．０％６０４．産官学共同研究の推進

３５．６％２１６０．９％１４４２．７％３５５２．６％２０４５．８％５５５．受託研究の推進

１３．６％　８３０．４％　７１８．３％１５１０．５％　４１５．８％１９６．他大学との共同研究の推進

２７．１％１６１７．４％　４２４．４％２０７３．７％２８４０．０％４８７．大学としての総合的窓口機能・サービス機能

１０．２％　６３０．４％　７１５．９％１３１８．４％　７１６．７％２０８．学部または特定研究分野の窓口機能・サービス機能



組みたい」と考えている活動へのアンケート回答結果（複数回答）である。現在の連携

活動について、地域研究機関においての上位項目は、「紀要・研究報告書の発行による情

報発信」（８５．２％）、「講演会・シンポジウムの開催」（８４．０％）、「研究会の開催」（７７．８％）

である。これらは従来から取り組んできた連携手法で、多くの機関で実施されている。

共同研究センターにおいても同様である。

　質問にあげた１２の連携項目を「共同研究」「産業支援」「教育連携」「研究交流」「情報

発信」の５分野に再構成してみたい。これをみると、「共同研究」、「産業支援」、「教育

連携」といった比較的新しいタイプの連携活動の３項目についてはいずれも地域研究機

関が共同研究センターを下回る。なかでも、私立大学ではこうした連携項目をあげる割

合が低い。

　将来取り組みたいとする連携活動内容を先に分類した２つのグループ別にみると、第

１グループ（地域研究）では、とくに「創業支援・ベンチャービジネスの育成」「大学

院レベルの社会人教育」「地域企業への技術移転・技術指導」などの連携項目について

は現在実施する機関は少ないものの、将来は取り組みたいとする機関は多い（表６）。

第２グループ（産学共同）も同様に、「創業支援・ベンチャービジネスの育成」をあげ

る機関が大きく拡大するほか、「地域社会からの研究員の受け入れ」「地域企業への技術

移転・技術指導」という連携に取り組みたいとする機関が増える。これまでの代表的な

連携手法であった、研究会、講演会・シンポジウム、紀要・研究報告書といった項目に
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表５ 地域社会との連携活動（現在）

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

１００％　　５８１００％　　２３１００％　　８１１００％　　３８１００％　　１１９回答機関数

２２．４％１３３９．１％　９２７．２％２２６０．５％２３３７．８％４５１．行政・企業・地域シンクタンク等との共同研究

２５．９％１５５２．２％１２３３．３％２７４７．４％１８３７．８％４５２．行政・企業・地域シンクタンク等からの受託研究

２２．４％１３８．７％２１８．５％１５５２．６％２０２９．４％３５３．地域社会からの研究員の受け入れ

７５．９％４４８２．６％１９７７．８％６３８１．６％３１７９．０％９４４．研究会の開催

１９．０％１１２１．７％　５１９．８％１６３６．８％１４２５．２％３０５．行政・企業などへのコンサルティング

５．２％　３８．７％　２６．２％　５１３．２％　５　８．４％１０６．創業支援・ベンチャービジネス育成

６．９％　４０．０％　０４．９％　４５５．３％２１２１．０％２５７．地域企業への技術移転・技術指導

８１．０％４７９１．３％２１８４．０％６８９４．７％３６８７．４％１０４８．講演会・シンポジウムの開催

１０．３％　６２１．７％　５１３．６％１１３１．６％１２１９．３％２３９．大学院レベルの社会人教育

２９．３％１７２１．７％　５２７．２％２２２６．３％１０２６．９％３２１０．生涯学習・社会人のリカレント育成

７９．３％４６１００％２３８５．２％６９７１．１％２７８０．７％９６１１．紀要・研究報告書の発行による情報発信

３２．８％１９６０．９％１４４０．７％３３７３．７％２８５１．３％６１１２．ホームページによる地域研究情報の発信

５０．０％２９６５．２％１５５４．３％４４８１．６％３１６３．０％７５　　共同研究　　　　１　or　２　or　３

２４．１％１４２６．１％　６２４．７％２０６８．４％２６３８．７％４６　　産業支援　　　　５　or　６or　７

３４．５％２０３９．１％９３５．８％２９４７．４％１８３９．５％４７　　教育連携　　　　９　or　１０

９１．４％５３９５．７％２２９２．６％７５９７．４％３７９４．１％１１２　　研究交流　　　　４　or　８

８１．０％４７１００％２３８６．４％７０８１．６％３１８４．９％１０１　　情報発信　　　１１　or　１２



関しては、将来的に取り組むとする機関は減少し、より直接的な教育・研究の連携へと

シフトする方向性が読み取れる。

５．地域の支援・サポート体制

　地域社会に対する大学による様々な貢献が期待されるなかで、こうした活動を支援す

る地域の取り組みもまた、求められる。

　アンケート調査では、「貴研究機関の設立に対して、寄附等の学外からの資金提供はあ

りますか」との質問を行った。この質問に対し、資金提供を受けた機関は全体で１３機関

（１０．８％）で、うち８機関は国公立大学であった。別途実施した国外の地域研究機関への

アンケート調査３）では、７８．８％から「ある」との回答があり、回答傾向は大きく異なる。

　通常の研究活動費は、表３に示されるように、学内経費・文部省等の助成研究以外の

資金（外部資金）を受け入れる機関は全体では４１．８％である。共同研究センターでは

６６．７％であるのに対し、地域研究機関は３０．９％、とくに私立大学は２４．５％と外部資金を

受け入れる割合は小さくなる。これに対して国外アンケート調査では、外部資金を受け

入れている機関は８７．１％にのぼり、学内経費および政府助成のみで運営する機関の方が
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表６　地域社会との連携活動（現在および将来）

第２グループ
【産学共同】

第１グループ
【地域研究】

地域研究機関共同研究センター

増減数将来現在増減数将来現在増減数将来現在増減数将来現在

－５６５６－６３６３－８１８１－３８３８回答機関数

２３３３１１８３２１４１９４１２２１２４２３１．行政・企業・地域シンクタンク等との共同研究

２３０２８１８３５１７１８４５２７２２０１８２．行政・企業・地域シンクタンク等からの受託研究

９３２２３１４２６１２１７３２１５６２６２０３．地域社会からの研究員の受け入れ

▲８３５４３▲２１３０５１▲２３４０６３▲６２５３１４．研究会の開催

３２５２２１２２０８１１２７１６４１８１４５．行政・企業などへのコンサルティング

１８２６８１５１７２１５２０５１８２３５６．創業支援・ベンチャービジネス育成

５２６２１７１１４７１１４５２６２１７．地域企業への技術移転・技術指導

▲１７３４５１▲２４２９５３▲３０３８６８▲１１２５３６８．講演会・シンポジウムの開催

０１５１５１５２３８１７２８１１▲２１０１２９．大学院レベルの社会人教育

２２２２０９２１１２７２９２２４１４１０１０．生涯学習・社会人のリカレント育成

▲９３２４１▲３０２５５５▲３５３４６９▲４２３２７１１．紀要・研究報告書の発行による情報発信

１３５３４１２３９２７１６４９３３▲３２５２８１２．ホームページによる地域研究情報の発信

▲１４５４６１６４５２９１５５９４４０３１３１　　共同研究　　　１　or　２　or　３

５３８３３１４２７１３１２３２２０７３３２６　　産業支援　　　５　or　６　or　７

▲１２７２８１４３３１９１３４２２９０１８１８　　教育連携　　　９　or　１０

▲１３４２５５▲２２３５５７▲２７４８７５▲８２９３７　　研究交流　　　４　or　８

▲８３８４６▲１３４２５５▲１７５３７０▲４２７３１　　情報発信　　　１１　or　１２

　３）�国外の地域研究機関へのアンケート調査は、欧米・アジア地域を中心に３７機関から回答を得た。詳細は

『大学の社会貢献に関する調査研究―国内・国外の地域研究機関の社会的役割を中心として―』（研究代表

者：戸田常一、２００２年３月）を参照のこと



例外的である。後述するように、地域研究機関の課題として「研究予算の確保」をあげ

る機関は多いものの、一方で、研究活動の支援など地域社会との連携の仕組みは確立で

きていない。

　こうしたなかで、研究機関のサポート組織が生まれ、様々な支援活動・連携活動を行

う地域もある。国立大学の共同研究センターにおいては、協力会・交流会等の名称で地

域の産業界を中心とした支援組織を有するところがいくつかみられるが、地域研究機関

においても、青森公立大学地域研究センターにおける�青森学術文化振興財団や、広島

大学経済学部附属地域経済システム研究センターにおける地域経済研究推進協議会の存

在があり、それぞれ研究機関の活動に対して、側面から支援を行う。このほか市立名寄

短期大学道北地域研究所では、道北地域の産業・経済・生活文化に関心のある市民の組

織として研究所「友の会」を置く。研究費の援助、シンポジウムの参加、協力など各方

面での協力がなされている。

　和歌山大学では、経済学部の後援組織による「和歌山県地域に関する研究」助成金が

交付され、経済学部の教員を中心として地域研究が推進されてきた。また、１９９６年７月

には、産学交流組織「和歌山地域経済研究機構」が発足した。和歌山大学経済学部が有

する知的・人的資産を積極的に活用し、地域経済の活性化を推進しようとするものであ

り、経済研究所は、和歌山大学側の事務局として組織間の連絡・調整の機能を果たして

いる。

６．大学の社会貢献と地域研究機関の課題

　地域社会との連携を進めていくうえでの研究機関の課題として、アンケート調査の回

答結果によると、共同研究センターの８９．２％が「研究機関の人員配置」をあげ、７０．３％が

「研究予算の確保」をあげる。また、地域研究機関では、第一に「研究予算の確保」

（７７．９％）、第二に「研究機関の人員配置」（６８．８％）をあげる。人員と予算の問題は研

究機関共通の課題となっている（表７）。

　このほか、「受託研究や寄附・助成金の受け入れのための仕組み」を課題とするのは、

共同研究センター２７．０％に対し、地域研究機関のうち国公立が５０．０％、私立大学が

５６．４％である。外部資金の受け入れルールが明確になりつつある国立大学の共同研究セ

ンターに対し、とくに私立大学ではこの点を課題とする機関が多い。「地域内の他大学と

のネットワーク形成」をあげるのは共同研究センターの４５．９％、地域研究機関の５３．２％、

「地域外の地域研究機関とのネットワークの形成」をあげるのは、共同研究センターの

４０．５％、地域研究機関の５０．６％で、いずれも約半数の機関がこの点をあげ、地域内外の

機関との研究連携も地域研究機関の課題となっている。
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　以下、大学の社会貢献を推進していくための地域研究機関の課題について、これまで

のアンケート調査の分析結果に加え、研究機関へのヒヤリング調査によって得られた知

見を含めて考察する。ここではとくに重要と考えられる３つの視点を提示し、本稿のま

とめとしたい。

�　研究機関の組織と活動資金

　地域社会からの期待に応える形で大学は地域研究機関を設置して様々な活動を行って

いるが、これまでみてきたように、現実には多くの課題を抱えている。最大の課題は、

研究機関の組織と資金の問題である。

　多くの研究機関で、専任の長、専任研究員がいないという現状において、その活動へ

の限界が指摘される。専任研究員の配置は、研究機関に共通する課題といえるだろう。

ただし、専任研究員をおく機関においても、研究機関のポストは大学において特殊なポ

ジションとみられがちであることが、研究員が継続的・安定的に研究を進める上での課

題との指摘もなされている。大学院との連携等による研究機関の位置づけの再構築が求

められる。

　一方、研究活動資金の確保を課題とする機関が８割近くにのぼる現状において、地域

社会との連携を進めるうえでも共同研究や受託研究による外部資金の導入が期待される

ところではあるが、現在のところ、地域研究機関のうち外部資金を受け入れるのは３０．９％

にすぎない（表３）。すなわち３分の２を上回る機関では、文部科学省を含めた学内研

究予算に限られているのが現状で、研究資金面での地域連携は必ずしも進んではいない。

　大学の地域貢献、とりわけ人文・社会科学分野の研究を有効に進めていくためには実

態調査や資料収集の活動が必要であり、そのための資金が必要となる場合が多い。受託

研究の実施は、外部資金を取り入れるための有効な手法ではあるものの、受け入れのた

めの仕組みがなければその実施はできない。研究機関にはこれら資金の受け皿としての

役割を期待するものであるが、実際にうまく機能しているところは多くない。手続きが

煩雑であったり、使途に制限が課せられるなど、現状のシステムは必ずしも研究者にとっ

て好ましい制度ではなく、教員がかかわったものであっても組織として受け入れられな
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表７　研究機関の課題

地域研究
機関

共同研究
センター

全機関
私立国公立

１００％　　５５１００％　　２２１００％　　７７１００％　　３７１００％　　１１４回答機関数

６１．８％３４８６．４％１９６８．８％５３８９．２％３３７５．４％８６１．研究機関の人員配置

７４．５％４１８６．４％１９７７．９％６０７０．３％２６７５．４％８６２．研究予算の確保

５６．４％３１５０．０％１１５４．５％４２２７．０％１０４５．６％５２３．受託研究や寄附・助成金の受け入れのための仕組み

５４．５％３０５０．０％１１５３．２％４１４５．９％１７５０．９％５８４．地域内の他大学とのネットワークの形成

５０．９％２８５０．０％１１５０．６％３９４０．５％１５４７．４％５４５．地域外の地域研究機関とのネットワークの形成

２１．８％１２１３．６％　３１９．５％１５２１．６％８２０．２％２３６．共同研究の資金分担

９．１％　５　４．５％　１　７．８％　６３５．１％１３１６．７％１９７．連携相手先の理解不



いケースが存在するのも事実である。研究機関には、受託資金の受入機関としてのシス

テム整備が求められる。

　受託研究は、大学の知的資産を地域社会に活用する上での有効な手法であると考えら

れるが、一方で、積極的に取り組むことへの問題点も指摘される。受託研究の内容と研

究機関あるいは研究者個人の研究テーマがマッチしていないと、受託研究に時間をとら

れて本来の研究プロジェクトが進まない可能性も指摘される。また、大学が行うべき自

主研究テーマからの逸脱や、地域との関わりから受けざるを得ないという問題が発生す

る可能性もあって、受託研究に積極的でない研究機関も少なからず存在する。大学とし

ての受託研究のあり方を確立することも課題といえるだろう。

　また、地域研究を進めるにあたりフリーハンドで活用可能な研究資金が地域社会の協

力のもとに得ることができれば望ましいことはいうまでもない。一部の地域においては、

外部の基金等による支援がなされており、こうした仕組みを地域社会とともに考えてい

くべきである。

�　地域研究の学内的位置づけ

　大学に対する地域社会の期待が高まるなかで、大学として地域研究機関の活動を推進

することが求められているが、そこに参画する大学教員にとっては、学部・大学院教育

および学内委員会等各種業務のなかで、研究機関の運営と研究活動にかかわる時間を確

保することになる。専任研究員に選任されると授業数や各種委員会の役割に若干の配慮

がなされる大学もあるが、これまでの多くは研究機関の活動がプラスされるだけであり、

そのもとでの活動にはおのずと限界がある。専任化の問題とともに、学部教員の地域研

究活動への参加が円滑に行われ、かつ、そのことを適切に評価する仕組みの整備が求め

られる。大学という組織の役割として地域研究を推進すること、産官学の連携のもとに

研究活動を行うことは極めて重要であり、研究員・教員が地域研究に力をいれることの

できる組織体制の整備と評価システムの確立が課題といえるだろう。

　地域研究機関の大部分は、主体となる学部の教員が研究員としてかかわるものである

が、学部のつくりと研究機関の理念が必ずしも一致しないことが、機関運営の問題のひ

とつにあげられる。地域と研究上のかかわりを持つ、あるいは持とうとする教員は学内

の一部に限られ、結果としてその教員に様々な業務が集中することもありうる。また、

学内の教員だけでは専門分野も限られるため、多様な地域ニーズに応えられないという

問題もある。学内外の研究者が研究機関の活動に積極的に参加できるような動機づけと

体制整備が課題といえるだろう。さらに、外部機関との連携も必要となってくる。しか

しながら、現状はこれら機関の連携はあまり活発ではない。地域研究機関のネットワー

クを形成するとともに、地域内外の研究機関との交流強化が課題といえる。
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�　地域研究推進のための地域システムの確立

　大学の地域研究機関には、産官学連携による地域産業への貢献と、研究を通じた地域

的諸課題への知的貢献を実現することの二つの方向性があるのはこれまでみてきたとお

りであり、両者ともに重要であることは言うまでもない。将来的に両者は融合化の方向

にあり、産学共同型の機関は地域研究機能を充実させ、地域研究型の機関は産学共同機

能を強化する方向性が見出せる。文理融合・産学連携による新しい研究分野へのチャレ

ンジは、地域研究機関の重要な課題となっている。

　現在、産官学連携による技術開発・新産業創出に注目が集まっているが、一方で、地

域の資料収集・蓄積や着実な地域研究の推進もまた地域研究機関の重要な役割である。

大学が本来担うべき基礎的な研究課題や中長期的な研究課題への対応は、大学の社会貢

献にとって欠かすことのできない役割であり、かつ、地域研究機関のひとつの使命であ

ることを再認識すべきと考える。

　地方分権・地域間競争の時代は、産業創造や政策立案において、“地域の研究力”が問

われる時代でもある。大学が自らの研究力を高めていくとともに、地域が大学を支援す

る仕組みを含めた新たな地域システムの構築が求められている。
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究機関と連携し、地域経済に関する理論的・実証的な調査・研究を行うことを目的とし
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を支援して、地域経済に関する研究活動を推進し、地域の産官学の交流を図ることを目
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